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午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は13名で、定足数に達しており

ますので、ただいまから平成26年度各会計決算審

査特別委員会を開きます。 

 本日の委員会には次の委員から遅参の届け出が

ありましたので、御報告申し上げます。遅参、栗

田政男委員60分。 

 それでは、初めに、本委員会の進め方について

確認をいただきたいと思います。 

 本件につきましては、去る９月３日開催の当委

員会におきまして、議会運営委員会での決定事項

に基づき、審査方法、審査日程につきまして了承

いただいたところでございます。基本的には、こ

の了承いただいた内容をもって進めたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、審査の取りまとめについてでございます
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が、質疑が全て終了してから認定第１号の各会計

決算と認定第２号の水道事業会計を区分けし、取

りまとめを行うことにしたいと考えております。

また、取りまとめの日程は９月24日を予定してお

りますので、あらかじめ御了承いただきたいと思

います。なお、取りまとめに当たりましては、賛

否、認定及び不認定について、総括的な御意見及

び附帯意見を付すか否かについて発言をしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 各委員、理事者の皆さんの御協力をよろしくお

願いいたします。 

 それでは、認定第１号平成26年度網走市各会計

歳入歳出決算についてを議題とします。 

 本件につきましては、既に本会議場で提案説明

を終えておりますが、理事者部局及び監査委員か

ら追加説明がございましたら、説明をしていただ

きたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部長 平成26年度各会計歳入

歳出決算の内容を御説明する前に、平成26年度決

算における健全化判断比率などの財政状況につき

まして、御説明を申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全度を判断する実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将

来負担比率の４指標につきまして、本定例会に監

査委員の意見を付して報告をさせていただいたと

ころでございますが、いずれも早期健全化基準を

下回っております。また、公営企業の経営健全度

を判断する資金不足比率につきましては、能取漁

港整備特別会計で15.7％となっており、経営健全

化基準である20％を下回っております。引き続き

用地売却の促進を図り、資金不足の改善に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、財政指標により財政状況を簡単に説明さ

せていただきます。 

 一点目は、経常収支比率でございます。経常収

支比率とは、歳出のうち人件費や公債費などの経

常的な支出に、市税などの経常的収入がどの程度

充当されているかにより財政構造の弾力性を判断

する指標で、比率が低いほど弾力性が大きいこと

を示し、一般的に80％を超えると弾力性が失いつ

つあると言われております。平成26年度の経常収

支比率は93.2％となり、対前年度1.6ポイント増

加いたしました。これは、普通交付税及び臨時財

政対策債の減により、分母となる経常一般財源総

額が減少したため、数値が増加したものでござい

ます。 

 二点目は、実質公債費比率でございます。公債

費負担の適正化をあらわす指標としまして、さき

にお話いたしました健全化判断比率にも使われて

おります実質公債費比率について、簡単に御説明

いたします。この指標は、従来の公債費に加えて、

債務負担行為のうち公債費に準ずる支払い額、公

営企業に対する公債費相当分の繰出金、一時借入

金利息など、実質的な公債費に費やした一般財源

の額が標準財政規模に占める割合をあらわすもの

でございます。平成26年度決算の実質公債費比率

は15.4％となり、対前年度１ポイント減少いたし

ました。公債費については、ピークを過ぎたとは

いえ多額の償還を抱えておりますことから、今後

も引き続き財政の健全化に努めるとともに、限ら

れた財源の中で地域の活性化を図り、市民が満足

する行政運営を目指していきたいと考えておりま

す。以上、本市の財政状況について簡単に申し上

げましたが、平成26年度の各会計歳入歳出決算額

については、財政課長より御説明を申し上げます。 

○秋葉孝博財政課長 平成26年度決算につきまし

て、主要施策の成果等報告書により御説明いたし

ます。 

 報告書の１ページから２ページをごらんいただ

きたいと存じます。各会計決算額総括表でござい

ます。表内の金額は円単位でございますが、千円

単位で御説明させていただきます。 

 一般会計では、歳入決算額は246億5,806万

8,000円、歳出決算額は243億4,048万円、歳入歳

出差し引きでは３億1,758万8,000円となるもので

ございますが、このうち２億6,365万8,000円は平

成27年度への繰越事業の財源となるものでござい

まして、これを除きました実質収支額は5,393万

円の黒字となるものでございます。 

10の特別会計につきましては、それぞれの設

置目的により事務事業を行っておりまして、歳入

歳出差し引きで不足が発生している会計は、特別

会計の上から４段目、網走港整備特別会計の13億

5,564万1,000円と、その下、能取漁港整備特別会

計の６億6,623万8,000円の２会計となっておりま

す。 

 次に、３ページをお開きください。一般会計決

算額の前年度比較でございます。（１）款別歳入

決算額年度別比較表をごらんください。歳入の主
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な比較増減につきまして、御説明いたします。 

 11の地方交付税は、対前年２億2,599万9,000円

の減で、主な要因は、普通交付税の減でございま

す。 

 15の国庫支出金は、対前年22億8,255万2,000円

の減で、主な要因は、地域の元気臨時交付金の減

でございます。 

 16の道支出金は、対前年22億7,620万1,000円の

減で、主な要因は、小麦集出荷施設の整備に係る

補助金の減でございます。 

 18の繰入金は、対前年27億817万8,000円の増で、

主な要因は、地域の臨時交付金基金の繰り入れの

増でございます。 

 20の諸収入は、対前年１億7,872万1,000円の増

で、主な要因は、地域商品券販売収入の増でござ

います。 

 21の市債は、対前年19億9,059万1,000円の減で、

主な要因は、小麦集出荷施設の整備に係る市債の

減でございます。 

 以上、一般会計歳入決算額246億5,806万8,000

円で、対前年比13.3％の減でございます。 

 次に、４ページの（２）性質別歳出決算額年度

別比較表をごらんください。歳出の主な比較増減

につきまして、御説明いたします。 

 ３の維持補修費は、対前年１億8,988万2,000円

の増で、主な要因は、除雪経費の増でございます。 

 ４の扶助費は、対前年１億8,547万4,000円の増

で、主な要因は、消費税率の引き上げに伴う臨時

福祉給付金及び子育て世帯臨時給付金の支給によ

る増でございます。 

 ５の補助費等は、対前年２億4,667万4,000円の

増で、主な要因は、生活保護費の精算に係る国庫

返還金及びプレミアム付き商品券の発行による増

でございます。 

 ６の普通建設事業費（１）補助事業費は、対前

年47億9,418万1,000円の減で、主な要因は、小麦

集出荷施設整備の減でございます。同じく（２）

単独事業費は、対前年31億6,999万7,000円の増で、

主な要因は、市民健康プール及び天都山展望台・

オホーツク流氷館の整備による増でございます。 

 ８の公債費は、対前年４億9,597万5,000円の減

で、主な要因は、借換債の減でございます。 

 ９の積立金は、対前年23億4,959万3,000円の減

で、主な要因は、地域の元気臨時交付金の基金積

み立ての減でございます。 

 以上、一般会計歳出決算額243億4,048万円で、

対前年比14.1％の減でございます。 

 以上、平成26年度決算につきまして簡単に御説

明いたしましたが、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。 

○渡部眞美委員長 以上で、追加説明を終了いた

します。 

 それでは早速、本日の日程であります認定第１

号中、企画総務部、議会、会計、選管、監査、公

平委員会、固定資産評価審査委員会、経済部、観

光部及び農業委員会の所管に関する細部質疑に入

りますが、まず最初に、経済部、観光部及び農業

委員会を除く所管部分について細部質疑を行いま

す。 

 それでは、挙手願います。 

○田島央一委員 結政の会の田島です。早速、質

問をさせていただきます。財産に関する調書の資

料で、質問をしていきたいと思います。 

 まず、５ページの（４）有価証券についてお伺

いしていきたいと思います。ここで株券と書いて

ありますが、銘柄と保有数をお聞きしたいのです

が、お願いします。 

○秋葉孝博財政課長 田島委員の御質問にお答え

します。 

 まず株券でございますが、ドーコン株式会社、

株式会社網走観光振興公社、女満別空港ビル株式

会社、株式会社網走振興公社、株式会社北海道エ

アシステム、北海道曹達株式会社それから北海道

放送株式会社、以上でございます。 

○田島央一委員 取得の経緯はそれぞれあるかと

思うのですが、多分地元の網走振興公社等は、な

かなか手放すという考えはないかもしれませんが、

取得の経緯が説明できるものを、お伺いしたいの

ですが。 

○秋葉孝博財政課長 経過はそれぞれございます

が、今お話のあった網走振興公社につきましては、

100％網走市で出資をしまして公社を設立したと

いうものでございます。 

 ほかには、北海道エアシステムは最近ですが、

ＡＩＲＤＯとの絡みもありまして、北海道を地域

で支えるということで出資したというものがあり

ます。女満別空港ビルにつきましても、管内の市

町村でこれを設立したという経過がありますので、

基本的には市のほうが主体となって出資したもの、

もしくは管内の地方公共団体で支えるべきものと
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いう形で出資したものでございます。 

○田島央一委員 ドーコンなども、そういう位置

づけなのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 ドーコンにつきましては、

出資時期が昭和36年ということで、当時の状況と

いうのは私のほうは認識してございませんが、建

設業界のことですので、北海道を中心とした取り

組みがあったというふうには推測されます。 

○田島央一委員 過去の経過は推測の部分でとい

うことでしたが、例えば、今後保有している株式

を売却していくだとか、そういったことが可能な

株式というのは、この中にはあるとお考えでしょ

うか。 

○秋葉孝博財政課長 ただいま有価証券を保有し

ている株につきましては、売却するようなものは

ないというふうに認識をしております。 

 例えば、今のドーコンですと道内市町村で出し

たもので、額にして出資金として４万9,000円と

いうことで、一番大きいものが網走観光振興公社

4,136万円というのがございますが、いずれにし

ても出資金によって運営している会社でございま

すので、株を売却するとか出資を戻すというよう

な考えは、今のところございません。 

○田島央一委員 どちらかというと、出資金に近

いような位置づけという認識でいいのですね。 

○秋葉孝博財政課長 そのような認識で、よろし

いかと思います。 

○田島央一委員 配当などが例えば計上された場

合には、項目としてはどこかでわかるようになっ

ているのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 決算書におきましては、財

産運用収入という項目がありまして、配当がここ

に入った際につきましては、計上するような形に

なっております。 

○田島央一委員 ちなみに、昨年で配当はどの程

度かいうことは、わからないでしょうか。わから

なければいいのですが。 

○秋葉孝博財政課長 少しお時間をいただきたい

と思います。 

○田島央一委員 今わからなくても構わないので、

後でお伺いしに行きます。委員会の運営上いろい

ろあると思いますので、今すぐでなくていいです。 

 次のほうに移りたいと思いますが、この下の国

際証券がありますが、取得の経緯と取得年月日を

お伺いしたいのですが。 

○秋葉孝博財政課長 まず、収得の経過でござい

ますが、旧網走高校が解散をいたしまして、建物、

土地につきまして市のほうに寄附をいただいたと

いう経過がございまして、このとき、学校に残っ

ているお金を市のほうに同時に寄附をいただいた

ということで、そのお金を利付国債、10年のもの

なのですが、平成21年４月に取得をしておりまし

て、この国債を原資にしまして、利子につきまし

ては国際交流ですとか国内交流、こうした事業に

充てるということで、現在事業を実施していると

ころであります。 

○田島央一委員 国債のほうは、承知しました。

10年ということで、次は平成31年の４月ころです

か、手放すのか判断する時期がくるかと思うので

すけれど、その際は継続してそのままという形で

いくのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 これにつきましては、将来

的に旧網走高校を解体するということが必ず控え

ておりますので、その時期を踏まえまして、お話

のとおり、平成31年３月が満期になるわけでござ

いますけれども、この時点で仮に解体する年度が

決まっていないということであれば、逆に３年な

り５年なり、さらにまた国債で運用するようなふ

うには考えております。 

○田島央一委員 そうすると、平成31年３月ぐら

いに今の旧網走高校の老朽化の度合いにもよって、

次の証券の年度も決めるような判断ということで、

よろしいのですか。 

○秋葉孝博財政課長 委員お話しのとおり、旧網

走高校は、さまざまな団体に御利用いただいてお

りまして、今のところ大規模改修が必要になって

いるという状況にはございません。これが平成31

年までにはっきりするかどうかというのは、今何

とも予測はしづらいのですが、そういうことを念

頭に置きまして、判断をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 私も青年会議所で旧網走高校を使わせていただ

いているので、そこは連動していくということを

頭に入れておきます。 

 次に、財産に関する調書の７ページのことでお

伺いしたいと思います。 

 ７ページの３番の債権の明生会病院増設貸付金

という項目があるのですけれど、前年度末現在高

０円、決算年度中増減高０円、決算年度末現在高
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０円というふうに全部０円になっているに項目が

残っているというのは、今後何か増設貸付項目を

活用する意図があって残しているのか、ただその

まま過去に残っていたから残しているのか、何か

意図があるのかと思ったのですが。 

○秋葉孝博財政課長 それについては、特に意図

はございません。 

○田島央一委員 では、別に削っても構わないよ

うな項目なのですか。 

○秋葉孝博財政課長 おっしゃるとおり、残高が

ありませんので記載をする必要はないのですが、

明生会の下の一つ愛育会も含めまして、ふるさと

融資という制度で貸し付けを行っているもので、

一例として載せていたということです。 

○田島央一委員 承知しました。丁寧な対応だっ

たということで、理解をします。 

 次に、平成26年度決算委員会資料に基づいて質

問をさせていただきます。 

 16ページの所属職員の時間外勤務状況年度別と

いうところで、私の問題意識として、時間外勤務

の中身の部分で一人平均が突出している課がある

ものですから、その中で過去３カ年を見ても、観

光課の時間外勤務の状況はもう400時間を超えて

いる状況でほかの部署に比べて高いのですが、こ

の時間外勤務の内容を確認したいと思います。例

えば、単なる残業という形なのか、観光課ですか

らいろいろなまちのイベントなどにも多分手伝い

に出ているのではないかという認識はあるのです

が、休日出勤のような形で対応しているのが多い

のか、その辺中身をお伺いしたいのですが。 

○小松広典職員課長 観光課の時間外の内容につ

いての御質問でございますけれども、観光課につ

きましては、もともと行事、イベントが多いとい

うところもございまして、そこの部分につく部分

ですとか、近年、政策課題の部分がふえてきてお

りますので、その分について、やはり、なかなか

減少しないというような状況になっております。 

○田島央一委員 政策課題が多いということと、

あとは祭りのほうに駆り出されているということ

なのでしょうけれど、私も先般さんご草祭りを主

催する側でやっていたのですが、私はそういう認

識はなかったのですけれど、観光協会のほうでも、

市の職員はなぜ手伝いに来ないのかというような

ことを言う人たちがいるのです。こういうのは常

態化しているのかというのが一つ自分としては懸

念していたというか、そういうものなのかと疑問

に思った部分があったものですから、政策課題に

集中するのであれば、こういった例えばお祭りな

どを全部手伝うなということではないのですが、

変に業務を逸脱するような形で地域から求められ

たりとかして、時間外が積み重なっていくという

のは、かなり観光課のほうに負担がかかるのでは

ないかというふうには思います。 

 これを是正するために、今後の方針として、余

り何でもかんでもお祭りに出て行って手伝うとい

うことをしないだとか、そういうふうな取り組み

をしていくのか、職員課としては、是正していく

ためにどういうふうな考えでいるかとか何かあり

ますか。 

○小松広典職員課長 イベントにかかわる職員の

業務についてでございますけれども、基本的にイ

ベントにつきましては、実行委員会のほうで進め

るような形でいく部分と、なるべくアルバイトの

雇用ですとかそのような形で、職員に負担がかか

らないような形で進めていきたいと思っておりま

す。 

○田島央一委員 職員の配置としては現在のまま

の体制でいくという形で、臨時職員などを活用し

て時間外を削減していくような取り組みを、今後

進めていくということでよろしいのでしょうか。 

○小松広典職員課長 そのような形で、進めてい

きたいと思っております。 

○田島央一委員 ちなみに、観光課に臨時職員は、

今、置いているのですか。 

○小松広典職員課長 パート職員を配置しており

ます。 

○田島央一委員 何名今おりますか。 

○小松広典職員課長 １名です。 

○田島央一委員 今後のことなので、その辺で対

応を図っていくということで承知しました。とり

あえず、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○川原田英世委員 結政の会の川原田です。私も

まずこの資料のほうから、質問させていただきた

いと思います。 

 この中の、11ページなのですが、市税滞納状況

です。市民税また軽自動車税が、平成26年にきて

ともにかなりぐんと上がっていると。決算繰越額

なのでしょうが、余りにも差額が大きいものです

から、ここの部分をまず御説明いただきたいと思
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います。 

○児玉卓巳税務課長 資料11ページの市税滞納状

況調べの中で、平成26年度の部分が、金額が上が

っている理由ということでございます。これにつ

きましては、まずこの表の記載の整理なのですけ

れども、下から２行目になりますけれども、平成

26年度については、平成26年度の現年度で課税を

した中で、収納されなかった未収分ということに

なります。 

 そして、平成25年度以前の分につきましては、

滞納繰越分として平成25年度に調定したのだけれ

ども収納に至らなかった分ということで、もとも

と現年度につきましては、例えば平成26年度でい

いますと、48億9,000万円の調定額に対して、未

収額8,500万円が現年度分としては未収となった

ということで、この部分がふえてくるのはあくま

でも現年度の未収額ということで、平成25年度以

前については順次それまでの毎年の決算で未収に

なって翌年度への滞納繰越分にいくのですけれど

も、そこから当然一定額が収納されて落ちてきま

すので、こういった数字になっております。 

 平成26年度としての滞納状況ということで、平

成６年度から平成26年度までありますけれども、

平成６年度から平成25年度までは、滞納繰越分と

しての未収額ということになります。 

○川原田英世委員 よくわからなかったのですが。 

○岩永雅浩企画総務部長 表のつくり方が少しわ

かりづらいと思うのですが、この表一覧が平成26

年度の状況を示しております。 

 例えば昨年度ですけれども、平成25年度のこの

表でいいますと、6,100何がしとなっていますけ

れども、ここも平成25年度の段階では３億7,500

万円と、平成26年度と同じような状況があって、

今の状況では、平成25年度分はここまで整理が終

わりました、それから平成27年度についてはここ

まで整理が終わりましたという表になっておりま

すので、平成26年度が突出して多い数字というこ

とではないという説明でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。つまり、これ

から数字は減っていくという認識でいいというこ

とですね。 

 そして、13ページに進ませていただいて、滞納

状況なのですが、まずここで、不明な点を質問さ

せていただきたいと思います。まさに不明と書い

てある部分です。個人、法人ともに不明があるの

ですが、法人箇所は１件ということですけれども、

個人に対して123件不明というはどういった意味

なのか、教えていただきたいのですが。 

○児玉卓巳税務課長 これは、歳入分類で整理し

た中での不明ということなのですけれども、過去

の滞納分も含んでおりますので、それで歳入分類

が結果として課税された時点で、歳入分類がきち

んと明記されていない、あるいは判断できないと

いった区分になっている方の意味で不明というこ

とで、整理しております。 

○川原田英世委員 わかりました。件数でずっと

見ていくと、個人だと建設業関係者というところ

で割合は大きいのですが、個人は、不明以外は全

て特定できている方が載っているということで、

よろしいのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 この歳入分類につきまして

は、課税する資料、確定申告書ですとか給与の報

告書等で、どういった歳入分類に該当するかとい

うのを整理していくのですけれども、ここで例え

ば、件数的に多いのは建設業関係となりますけれ

ども、これにつきましては、主に給与の支払いの

段階で、そこの支払い者の部分で建設業であると

いうふうに整理されているという形になります。 

○川原田英世委員 それでは滞納されていると載

っている1,078件、不明者を除いて900件ぐらいに

なるのでしょうか、には何かしらの対応を今して

いる最中だという認識でよろしいのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 この表につきましては、個

人の分は普通徴収で1,078件ありますけれども、

これは、全員が決算の時点で滞納がある方の件数

状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

そして15ページなのですが、ここで差押えの

状況という部分が出てきます。わからない点があ

るものですから、まず質問させていただきたいの

ですが、件数０件、差押えに係る滞納税額なし、

うち収入、例えば平成26年の不動産の関係が発生

してきているのですけれども、どう見たらいいの

かが理解できなかったものですから、御説明いた

だければと思うのですが。 

○児玉卓巳税務課長 この件数の計上の仕方なの

ですけれども、たまたま平成26年度の内訳で見ま

すと、上から三つ目の不動産、件数が０で換価配

当額に９万7,600円という記載があるのですけれ

ども、たまたまこの方の場合は、ほかの預金等も
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含めての差押えとなったものですから、それで件

数的には預金のほうにカウントしまして、金額は

不動産と預金とに分けて計上しているということ

で、件数は０件という形になっています。 

○川原田英世委員 金額的にもばらばらなので理

解できない部分が多かったのですが、差押えに係

る滞納税額と、うち収入が逆転しているとかそう

いう場合は、ほとんどそういうことは想定される

という認識でよろしいでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 その認識でよろしいと思い

ます。 

○川原田英世委員 わかりました。となると、債

権の金額が収入でかなり少ないのが、そちらのほ

うに回っているというか、そういった認識でいい

ということなのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 すみません。もう少し詳し

くお願いできませんでしょうか。 

○川原田英世委員 この平成26年度で見ると、各

項目ずっと差押えに係る滞納税額より収入額が減

っていると、少ないですね。そして、そのほか何

が多いのかというのを見ると、預金額と幾つかの

項目だと思うのですが、ふえているものに対して、

どの減っている項目からふえているところに移行

している部分が多いのかをお伺いします。 

○児玉卓巳税務課長 まず15ページの表の整理で

ございますけれども、年度別とあって、まず差押

えに係る滞納税額と、うち収入換価配当額という

ふうに整理されておりますけれども、差押えに係

る滞納税額につきましては、その方の全体の滞納

税額総額を記載し、例えば平成26年度におきまし

ては、その中で実際に差押えによって換価配当さ

れた額ということなのでございますけれども、中

に一部逆転している部分がございます。 

 この部分につきましては、例えば５番目の債権

（給与中止）という記載がありますけれども、こ

こは件数は12件で、滞納税額が350万円ほどで、

うち収入額が2,100万円というふうに、これは内

数ではないのですけれども、この場合は過去の滞

納額はないのですけれども、現年度の部分で給与

から引いているという部分があって、ここがふえ

ているということになってございます。 

 先ほど申しましたけれども、差押えを例えば給

料と預金ですとか、年金と預金ですとか、複数の

差押えをした場合には、滞納税額につきましては

一番大きい差押えの部分でカウントしている関係

で、結果的に例えば年金などもそうなのですけれ

ども、滞納税額はなしに対して換価配当額が記載

されていますけれども、内数でない形になってい

ますけれども、それは滞納税額自体をまとめて集

計しているという関係で、こういった記載になっ

ております。 

○川原田英世委員 わかりました。この差押え状

況にある平成26年度という記載は、平成26年度の

分の差押えではなく、平成26年度に行った差押え

だという認識でいいのですか。 

○児玉卓巳税務課長 そのとおりです。平成26年

度に実際に差押え換価をした分で整理をしており

ます。 

○川原田英世委員 ということは、この平成26年

の284件は、最初にあったそれぞれの滞納状況と

イコールにはならない表だということになるかと

は思うのですが。それぞれ市民税、法人市民税等、

滞納状況は先に戻りますけれども示されています

が、その中で取り組みがあって差押え状況がこの

ように出てきていると思うのですが、目標という

かここまで抑えるのだというようなものはあるの

でしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 差押え、滞納処分の執行に

つきましては、収納率等につきましては、毎年度

徴収計画をたてて目標値は設定しますけれども、

ただ実際の滞納処分の執行、差押えにつきまして

は、目標ということではなくてあくまでもそのケ

ースそのケースで、これは個人も法人そうですけ

れども、基本的には基準にのっとって、差押える

財産があって、かつ猶予する理由等がない場合に

ついては、もちろんその前に納税相談があります

けれども、そこで決着を見ない、そして財産があ

るという場合には差押えを執行します。 

○川原田英世委員 わかりました。そのことにつ

いては、また次回に少しお話させていただきたい

と思います。 

 次に、主要施策の成果等報告書のほうに移らせ

ていただきたいと思います。34ページのほうから

お伺いしたいと思います。企画係のほうの事業で、

まずあばしり応援事業いうことで、市外に住む個

人、事業者に対してということなのですが、この

事業は不明な点が多くて、市外に住む個人、事業

者に公募をして、その方たちに買ってもらったと

いう認識でよろしいのでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 あばしり応援事業につ
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いての御質問ですけれども、網走市のほうで網走

市外に在住の方に網走を応援していただく個人と

事業主ということで、募集をしております。応募

いただいた方に、こちらのほうで用意いたしまし

た応援のグッズを無償で提供をしております。 

○川原田英世委員 無償でこれらのグッズを提供

しているということですね。では、登録すれば無

償で送られてくるという認識でよろしいでしょう

か。 

○高井秀利企画調整課長 市のほうで応援人とし

て承認した段階で、自動的に送付させていただい

ております。 

○川原田英世委員 わかりました。今後の方向性

で、「あばしり応援人、あばしり応援隊制度をさ

らに周知し」とあるのですが、今も応援隊制度を

周知しているという認識でよろしいですか。 

○高井秀利企画調整課長 応援人、応援隊ともに

周知はしております。 

○川原田英世委員 わかりました。ホームページ

を通して周知をされていると。ホームページのみ

ですか、周知の方法というのは。 

○高井秀利企画調整課長 まず初年度につきまし

ては東京網走会でＰＲをさせていただきまして、

初年度の11名という登録人の方につきましては、

東京網走会で事前に登録をしたいという方の人数

になります。あわせてその場でも、応援隊という

ことで事業主の方に関しても応募のほうをＰＲは

しております。あわせて、ホームページのほうへ

のＰＲもしております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 次の事業で、また企画係のその下の欄なのです

が、アグリビジネス人材育成事業補助金、この実

績の三つ目、都内での販路拡大というのが気にな

っていまして、実績として販路開拓、販路開拓は

実績ではないのではないかと思うのですけれども、

どういった実績が販路開拓というのか、実際にど

ういった実績があったのかお聞かせいただきたい

と思います。 

○高井秀利企画調整課長 東京農大のほうで提携

をしておりますツムラなどの企業と、販路が拡大

されたというふうに認識しております。 

○川原田英世委員 ツムラ等と販路を開拓するこ

とができた。企業として繋がることができたとい

う認識でよろしいですね。 

○高井秀利企画調整課長 オホーツクものづくり

・ビジネス創成塾のなかで、農大のほうでツムラ

と提携等をしておりますので、ツムラの販路拡大

されているルートを利用させていただくというこ

とで、創成塾の中で開発した商品等の販売を手掛

けていただいているということです。 

○川原田英世委員 ツムラだけという認識でよろ

しいでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 このアグリビジネス人

材育成事業ですが、当初は、当市と東京農大が連

携をして地域再生計画に基づいた「オホーツクも

のづくり・ビジネス創成塾」というのを５年ほど

行っていました。その中で、生産、加工、販売と

いう内容について、市民の方が学習をして実務的

にも行っていくという取り組みをしていました。 

 平成26年度の本事業につきましては、つくる、

生産する、加工する、その次のステップとして、

販路をどう拡大していく、ビジネスにどう結びつ

けていくのかということをテーマにした事業内容

に転換をしていきました。その結果、その５年間

の間である程度のものができている方たち、先ほ

どあったツムラですとか、創生塾の中にはペット

フードをつくっている方、人が食べるもの以外を

やっている方などがいらっしゃるのですけれども、

その中ではツムラが海外の販路を拡大したという

のが、この事業の一つの大きな成果だったと思い

ます。 

 そのほかには、関東方面で京北スーパーという

どちらかというと高級食材を扱うというスーパー

がありますが、そことの取引が幾つかの受講生の

取り組みの中で商談をいただいている、あるいは

東京で大きなフードジャパンという展示会があり

ますけれども、その中での商談会が進んだという

ような内容が、都内での販路開拓という表現にな

っております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。今後

の方向性もあるようで、いいですね。 

 次に、ＰＲ戦略構築事業ですが、ちょうど私が

前回質問させていただいた内容にすごく近いと思

いまして、電子書籍をつくられたということで、

私は調べようと思って調べてみたのですけれども、

一般の方はちょっと見られるような状況にはなか

ったものですから、どのくらいの方に見られてい

ると言うか、アクセス数などは把握されているの

でしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 市のホームページには、
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こちらのほうで作成したデータなのですが、ＰＤ

Ｆを張りつけているのですが、ダウンロード数に

ついては今のところカウントはしておりません。 

○川原田英世委員 せっかくあるものですから、

実証をするという意味でもぜひそういったカウン

トだとか、どのくらい認知されているのか等もさ

れたらいいと思いますが、いかがでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 もともとＰＲ戦略構築

事業ということで、市の職員がシティセールス等

に出向いたときに用いるために、全庁的なデータ

を用意してその場でプレゼン等をするのに使いた

いということで用意したものでありまして、それ

を市民の方にも御利用いただければということで、

ホームページのほうにＰＤＦを貼りつけている状

態になっております。 

 庁舎のほうにいらっしゃっていただければ、も

ともとはパワーポイントでつくっておりますので、

パワーポイントのデータのほうも配布はしたいと

思っております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。持ち

歩いて、何かのＰＲのときに手渡しするというこ

とですね。もっと活用されたらいいのかなと思い

ます。総務省でやっているＵ・Ｉターンの指針の

テラスだとか、交流ガーデンだとかが新しくでき

ている中、網走のそういったＰＲは何もないなと

思いながら見ていまして、ぜひそういうところで

も活用していっていただきたいと思います。私の

ほうからは、以上です。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩いたします。 

午前10時53分休憩 

午前11時03分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 先ほどの、田島委員の質疑に対する答弁から。 

○秋葉孝博財政課長 先ほどの株式に対する配当

金についてでございますが、最も多いのが女満別

空港ビル株式会社の60万円となっておりまして、

その他を含めまして、決算額で71万5,350円とい

う配当金になっております。 

○田島央一委員 エア・ドゥもあるというふうな

話でしたが、株主優待に該当するようなものはあ

りますか。 

○秋葉孝博財政課長 基本的にないと認識してお

ります。 

○田島央一委員 承知しました。ありがとうござ

います。 

○古都宣裕委員 私からは、歳入歳出決算審査意

見書の中の12ページ、まずここに入湯税とあるの

ですけれども、平成25年度100％で平成26年度は

78.9％、基本的にはたしかこれは受益者負担で徴

収している部分にもかかわらず、平成26年度が

78.9％となっている理由は何でしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 入湯税につきましては、市

内で５件の納税義務者の法人があるのですけれど

も、入湯税はおっしゃるとおり特別徴収という形

なのですけれども、平成26年度においてそのうち

の１件で未納が発生しておりまして、それで収納

率は100％ではなく78.9％となりました。 

○古都宣裕委員 その未納の部分を多分これから

もちろん請求して回収に向かうとは思うのですけ

れども、例えば、昨年たしか１件会社側の経営者

が変わるなどという部分もあって、どちらの請求

になるかという部分でこのようになったのか、そ

れとも経営状況の関係で今このように未納が発生

しているのかを伺いたいと思います。 

○児玉卓巳税務課長 経営する法人が変わったと

いう経過は、昨年ありました。それで、未納分に

つきましては、経営者がかわる前の時期から経営

状況が厳しくなったということでおくれておりま

して、今後については計画的な分納ということで、

おくれてはいますけれどもそこに今進めておりま

す。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 次に入ります。 

先ほども質問に出ていたのですけれども、あ

ばしり応援事業ということであります。こちらの

中で、先ほどもあったのですけれども、応援登録

人数が11人に対して切手シートが1,000セット、

はがきも1,000セット、のぼりが50基とあるので

すけれども、これをまさか11人に全部配付してい

るわけはないとは思うのですけれども、どのよう

な状況なのでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 網走市以外の方に、個

人、法人合わせて応援グッズを配布するという事

業なのですけれども、今回平成26年度に用意いた

しました切手シートにつきましては、平成27年度

も継続して事業を行っておりますので平成27年度

も使用するということで、このセット数を作成し

ております。 

○古都宣裕委員 わかりました。きっとセットの
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中で11名に各１セット等を配っているのだと思う

のですけれども、これを見る限り1,000人ぐらい

はふやしていきたいという目標で1,000セットを

つくっているとは思うのですけれども、最初のス

タートで、でき上がったのも３月と聞いているの

で時間がなかった部分もあるとは思うのですけれ

ども、今後どのようにしてふやしていこうという

ふうに思っているのか、戦略的なものも含めて方

向性があればお願いします。 

○高井秀利企画調整課長 ふるさと寄附の関係で、

今市外の方に特産品を返礼する取り組みを行って

いるのですけれども、その中で寄附をいただく際

に、ふるさと応援人になっていただけますかとい

う項目を設けておりまして、寄附をいただいてい

る方の中からかなりの数の人数に登録をいただい

ております。きのう９月14日現在で、116名の方

に応援人になっていただいております。 

○古都宣裕委員 ふるさと納税の中で、さらに網

走を応援していただけるという方がどんどんふえ

ていくというので、一年目でそこまでふえたとい

うのは、今後かなりさらなる期待が持てるかと思

います。 

 次に、網走ＰＲ戦略構築事業で、先ほども川原

田委員も聞いていたのですけれども、網走の魅力

を広く外に伝えるという意味で、本来のデータで

あればパワーポイントだというお話もあったので

すけれども、魅力を伝えるというのは、Ｕターン

・Ｉターンもそうなのですけれども、多分観光に

大きく携わってくる部分であろうと思います。 

 そこで、市の職員さん等がＰＲで持って行く場

合、データで持って行ったり等もするとは思うの

ですけれども、今インバウンドに力を入れている

という部分もあって、これの英語版の作成、また

現在できているのかもしれませんが、その部分は

どうなっているのですか。 

○高井秀利企画調整課長 現在このＰＲ戦略構築

事業で用意しておりますパワーポイントデータに

ついては、日本語版のみとなっておりますので、

今後予算編成等を控えておりますので、外国版を

つくることも検討していきたいと思っております。 

○古都宣裕委員 その辺も含めて、しっかりとい

ろいろな課で網走のＰＲを広くできるようにやっ

ていただければと思います。 

 もう一点、決算書の179ページにあります生活

・緊急情報メール配信事業ということで、たしか

前年度のときの登録者数が655件となっていたと

思うのですけれども、１年たって登録者数がどれ

だけ伸びたのか伺いたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 生活・緊急情報メール

配信事業でありますが、携帯電話のメールを活用

して、災害時の緊急情報や定期的な市のイベント

情報などの発信を行っておりますけれども、平成

27年８月末現在で登録者数が1,617名となってお

ります。 

○古都宣裕委員 今、現時点で、本当に小学生、

中学生でも一人が１台持つような携帯電話の時代

になってきています。災害等も、先日豪雨があっ

たようにふえている中で、情報の素早い伝達とい

う部分では大いに役立つツールの一つになってく

ると思うので、今後もさらに周知をする上で網走

の人口から見たらまだまだ少ない数字だと私は思

いますので、もっと登録者数がふえるようにやっ

ていただきたいと思います。一旦終わります。 

○渡部眞美委員長 次の方。 

○永本浩子委員 公明クラブの永本です。 

 財産に関する調書の５ページの（３）の無体財

産権で、網走市としての商標権が２件あるという

ことになっているのですけれども、この２件の商

標権は何なのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 お答えします。１件目が二

ポポ、それから２件目が流氷飴になっております。

以上でございます。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。ニポネ

とか、そういったものではなかったのですね。 

○秋葉孝博財政課長 ニポネは広く皆さんに御利

用いただくという趣旨でやっておりますので、特

に登録はしていないという状況でございます。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。了解い

たしました。 

 次に、網走市各会計歳入歳出決算書の総務費の

歳出の176ページなのですが、企画振興費当初予

算額と補正予算額が出ているのですけれども、こ

の補正予算額が結構金額が大きく出ていますけれ

ども、この補正予算は何に対する補正予算なのか

教えていただけますでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 この補正予算ですけれ

ども、177ページをごらんいただけるとおわかり

のとおり、全額翌年度繰り越しになってございま

して、総合戦略にかかわる予算を平成27年度に繰

り越したということでございます。 
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○永本浩子委員 了解いたしました。 

 次に、主要施策の成果等報告書の12ページなの

ですけれども、市有財産整備特別会計の中の潮見

住宅団地対策費869万8,000円が載っているのです

けれども、これは排気口の関係の工事の件でよろ

しいのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 ここにつきましては、いわ

ゆる地盤沈下の地区でございまして、決算額869

万8,000円の主な中身でございますが、家屋の解

体費用でございます。 

○永本浩子委員 地盤沈下によって、家屋が倒壊

ということですか。 

○秋葉孝博財政課長 失礼いたしました。過去に

市が造成した地域でございまして、その数年後か

ら地盤沈下という、家が傾くという状況が生まれ

まして、その要因につきましては宅地造成がしっ

かりされていなかったということで、このエリア

につきましては移転補償で移動していただく、も

しくはそのまま買い取るというようなことを対応

させていただいております。 

 今の解体費につきましては、移転された後に、

これは市の職員に限ってなのですけれども、家賃

収入というのが見込めますので、使えるだけ職員

に入居をさせまして家賃収入を得ているという状

況があります。さらに、それ以上使えないという

ことで判断したものについては順次取り壊しを行

っておりまして、古くなった家屋の解体費という

ことでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。私のほうか

らは、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 それでは、私からも何点か御質

問させていただきたいと思います。基本的には、

決算書のほうから御質問させていただきたいとい

うふうに思います。 

 まず、一般研修費というのがあります。これが

予算額595万9,000円に対して決算額441万1,864円

ということになっておりますけれども、この内容

についてまずお伺いしたいと思います。 

○小松広典職員課長 一般研修費の内容に関して

の御質問でございますけれども、平成26年度の研

修の内容につきましては、職員を集めての集合型

の研修ですとか派遣に係る研修等がございまして、

集合型研修になりますと、新規採用職員の集合型

研修になります。 

 新規採用でいきますとキャリアデザイン研修、

採用５年未満の職員に対しての二次職員研修、そ

れから長期政策研修、研修自体は集合研修が３回

で２カ月間にわたってやるのですけれども、その

間グループの中で自主的に研修をして、３回集合

をして政策をつくるような研修になっております。

今の長期政策研修につきましては、大空町との合

同研修、圏域研修になっております。 

 それから、先進都市の派遣研修、社会福祉主事

の認定資格の取得のための研修の旅費ですとかが

主な内容になっております。 

○金兵智則委員 詳しい御説明、ありがとうござ

いました。 

 資格を取るための研修であるとか大空町との合

同研修、またそれぞれの経歴といえばいいのでし

ょうか、キャリアのタイミングで研修をやられて

いるということでありますけれども、この予算額

との差異といいますか、もともと研修はこの時期

にこういう研修をやるというのは決められて予算

組みをされた結果、決算額からは約150万円ぐら

いの差異が出たという理由についてお伺いしたい

と思います。 

○小松広典職員課長 研修の予算額と決算額との

差異についての理由でございますけれども、ある

程度の委託の契約をする部分での予算額に対して

の見積もりに係る実際の契約金額との差異の部分

もございますし、旅費の関係でいきますと、もと

もと予定はしていたのですけれども、例えば研修

の枠がなかったりですとか、実際に受講できなく

なったりというようなケースもございますし、職

員の業務の都合で研修が受けられなくなったとい

うところの減となった理由が主なものになります。 

○金兵智則委員 そうなのかなというところは、

想像しておりました。実際受けようと思ったけれ

ども枠がなかったり、タイミング的に行けなくな

ったというようなことがあるのかなと。 

 私自身は、研修というのは必要というか大事な

ものなのではないかというふうに思っています。

私も会社勤めをしていたときには、それぞれのタ

イミングで研修がございました。現場で実際に働

いた上で得られる知識というのもあるかと思いま

すけれど、研修においてさまざまなまた情報なり

知識なり、そしてほかの人からの意見なりという

のが聞き取れた、それがまた現場に役に立つとい

うことがあるというふうに私自身は考えています。 
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 せっかく予算額をとっている中で、事情はさま

ざまあると思いますけれども、なるべく多くの方

がきちんとそのタイミングで研修を受けられるよ

うにしてほしいというふうに思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○小松広典職員課長 それにつきましては、受講

のタイミングですとかについて、できるだけ予定

した研修については受講できるような形で、こち

らのほうも調整を図ってまいりたいと思っており

ます。 

○金兵智則委員 よろしくお願いをいたしたいと

いうふうに思います。 

 次の質問に移ります。続きまして、お伺いしま

す。 

 臨時職員賃金というのが決算額で、1,287万

1,108円いうことで明記がされております。平成

25年度決算のときに、臨時職員賃金が500万円ち

ょっとだったというふうに記憶しておりますけれ

ども、約２倍強ふえてきているという理由につい

てお伺いしたいと思います。 

○小松広典職員課長 こちらの臨時職員の賃金に

つきましては、職員が例えば育休に入ったりです

とか、職員がそこに勤務できないですとか、いな

くなったときに対応するための賃金となっており

まして、毎年職員の状況によっては変動する内容

ですので、このような決算結果となっております。 

○金兵智則委員 特にそれでは、突発的な臨時職

員の増加ということで、臨時職員の枠をふやした

わけではないという理解でよろしいでしょうか。 

○小松広典職員課長 そのとおりでございます。 

○金兵智則委員 理解させていただきます。 

 続きまして、決算書には明記されていないので

すけれども、平成26年度予算書の中に情報公開制

度推進事業という６万7,000円の予算のものがあ

ったのですけれども、決算書に明記されていない

ということは、この事業は行われていないという

理解でよろしいでしょうか。 

○大島昌之総務課長 情報公開制度推進事業でご

ざいますが、予算といたしましては委員の報酬、

その他会議関係の部分を載せておりましたが、平

成26年度では情報公開の審査会は開催していない

ということで、決算が０円ということでございま

す。 

○金兵智則委員 委員会は開催されていないとい

うことであるならば、もともと委員会を開くため

だったのかなという理解でよろしいでしょうか。 

○大島昌之総務課長 情報公開制度の審査会でご

ざいますが、制度といたしましては、例えば情報

公開の申請があった際に、その対応について第三

者から意見を求めるとか、そういうことで行うも

のとして設置されておりまして、平成26年度では

そういう案件がなかったということでございます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきたいと思

います。 

 次に、地域防災訓練事業という事業が次のペー

ジの上のほうにありますけれども、決算額９万

720円ということになっております。この事業は、

たしか地域で防災訓練を行うための事業ではなか

ったかと思います。平成26年度予算でいくと53万

6,000円が計上されていたかと思いますけれども、

大きく開きがあるという感じがするのですが、ど

のようなことになっているのかお伺いしたいとい

うふうに思います。 

○安達和久総務課参事 地域防災訓練事業の御質

問だと思いますが、この事業は地域福祉会議の事

業として、平成22年度から年１カ所ないし２カ所

実施することで事業を進めております。 

 平成26年に関しては潮見地区が予定されており

ましたが、地区の事務局の方の体調不良など調整

がつかないことがありまして中止となっておりま

す。その分で、予算を使うことに至らなかったと

いうことでございます。 

○金兵智則委員 もともとは潮見地区でやる予定

だったものが、できなくなったからということで

予算の履行には至らなかったと。 

 また、潮見地区に関しましては準備はされてい

たというふうに思いますので、時期がずれるのか

なと思いますけれども、その辺についてお伺いし

たいと思います。 

○安達和久総務課参事 ことしの地域福祉会議で

も候補地として潮見の名前が挙がっておりますの

で、ことしは９月にマラソンなどありますので、

これからの時期で内容を詰めて進めていきたいと

思っております。 

○金兵智則委員 今、現状を見ても、さまざまな

災害などが各地で起こっております。きちっとし

た防災訓練をしておくことは重要だと思いますの

で、しっかりと進めていただきたいというふうに

思います。 

 続きまして、東京農大学生確保対策支援補助金
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についてお伺いします。決算額60万円、たしか予

算は300万円、毎年300万円だったというふうに思

います。現状をお伺いします。 

○高井秀利企画調整課長 東京農大に入学する学

生への補助金として交付している事業であります

が、本年度は、保護者が網走市民の方が２名の40

万円、連携校で２名で20万円、合計60万円という

予算となっております。 

 大学入試で合格された方に対する寄附ですので、

市としても周知等はしているのですが、この数字

に関してはなかなかふえていかないという状況に

あります。 

○金兵智則委員 市内の方が２人で40万円、連携

校が２人で20万円で、60万円ということでした。 

 平成26年から連携校という位置づけだったので

しょうか、姉妹都市の皆さんも対象にされるとい

うことでございましたけれども、姉妹都市の方々

からの入学というのはあったのか、お伺いしたい

と思います。 

○高井秀利企画調整課長 現在のところ、姉妹都

市等からの入学はありません。 

○金兵智則委員 この事業のことは、毎回聞かせ

ていただいていると思います。何とか予算枠がふ

えるよう、子どもが少なくなってきている等いろ

いろな事情があるかとは思いますけれども、いつ

も議論させていただいておりますけれども、いろ

いろな方法を考えながらまたやっていければとい

うふうに思っております。 

 それと、もう一点お伺いします。 

 これも、何度も聞かせていただいているかと思

います。行政マネジメント推進事業についてお伺

いしたいと思います。状況的には、昨年度は、ま

だ市民に発表できる状況ではないということにな

っていたかと思います。現状はどのようになって

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部長 行政マネジメント推進

事業につきましては、特に、高齢者福祉事業と医

療費の関係についての調査、研究を進めていると

ころです。 

もう既に数年たっているのですけれども、当

初、いわゆるふれあいの家を利用する高齢者の方

は、その事業に参加することによって医療費は少

ないのではないかという仮説で進めておりました。

ところが中間の報告の中では、実はそういう健康

に留意されるアクティブな高齢者の方は、病院に

もしっかり行って自分の健康管理をされていると

いうことがわかりました。そのために、国立社会

保障人口問題研究所が研究機関になっているので

すけれども、もう少し見方を変えて、ふれあいの

家に参加されている方に直接お会いをして、イン

タビューをして、どういう生活をされているのか

ということをさらに継続して実施をしています。 

 少しずつわかってきたのは、確かに病院にはか

かっているのですけれども、経年的に見ると重篤

化していないということが傾向としてわかってき

たのですが、まだ実は、介入調査というそうです

が、それがまだ２年程度しかできていないので、

もう少し時間をかけないと根拠として出すことが

できないという報告をいただいておりますので、

これについてはもう数年結果を出すまでにはかか

るということで報告をいただいています。 

○金兵智則委員 昨年度なども、中間報告につい

て分析しつつ専門用語も多いのでというようなこ

ともあったのですけれども、それからさらに継続

した調査研究が続いているということで理解をさ

せていただきたいと思いますし、また随時タイミ

ングでお伺いしていきたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○平賀貴幸委員 最初に全般的なことを少し伺わ

せていただきますが、平成26年度の予算編成方針

の際に、危機的な状況を脱したとはいえ、依然と

して厳しい状況に変わりはない。しかし、何もし

ないことが財政の健全化策ではないので、市民ニ

ーズに応えて一歩前に進むことが必要であるとい

うことで、財政状況の分析をされた上で予算を組

まれています。また、予算編成上も市民健康プー

ルあるいは天都山展望台・オホーツク流氷館の建

設もありましたので、健康で安心なまちづくりの

実現に向けて大きな飛躍となる予算だという捉え

方でありました。 

これらの状況から考えてだと思いますが、こ

れまで以上に既存事業の見直しを図り、財政を捻

出し、新たな施策を展開すると、そういった方針

で予算編成に望まれての決算だというふうに思い

ます。その結果、5,393万円の黒字という決算を

迎えられたわけですけれども、まず予算編成方針

と決算を比較して、黒字の状況をどのように受け

とめ評価されているのか、また、今申し上げたよ

うな予算編成上、取り立ててここがうまくいった
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部分、あるいはなかなかここは難しかったという

部分がもしあれば、そういったところも伺えれば

と思います。 

○秋葉孝博財政課長 全般的なお話をさせていた

だきますが、平成26年度は市民健康プール、天都

山展望台・オホーツク流氷館の整備の大きな２点

ほど、それから、一般廃棄物処理施設の整備も進

めているという中で、国の景気対策もありまして

プレミアム付き商品券、これはことしにも入る事

業ですがそういったものもできたのかなという感

じがしています。 

 全体を通しましては、やはり大雪による金額が

相当かかったということで、今回、財政調整基金

２億6,000万円を取り崩したということがありま

して、この点については、ほぼ天災に近いような

猛吹雪でございましたので、いたし方ないという

ふうには考えております。そのほか日体大の誘致

ですとか、旧金市舘ビルの解体費、こうしたこと

も今現在取り壊し途中ですが、予算につきまして

は、平成26年の一部と平成27年への繰り越しです

ので、そうした意味では成果があったというふう

に認識をしております。 

 いずれにしても、大きな施設というのが今年度

それぞれオープンしておりますので、その運用が

より市民の皆さんなり観光客の方に利用されて、

そして初めて成果が生まれるものというふうに認

識をしております。 

○平賀貴幸委員 そうしますと、ちょうど運用面

が始まるのが今年度からのものが多いということ

も含めて、前年度の決算については、災害に近い

ような大雪はありましたけれども、まず今年度以

降につながる予算編成ということで、評価として

は高くできるものだという認識をされているとい

うことでよろしいでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 私は財政担当として自分で

評価というのはするものではありませんが、成果

的には非常に大きな一歩になっているのではない

かという認識はしております。 

○平賀貴幸委員 受けとめ方を理解させていただ

きました。 

 続いて質問させていただきますが、総務経済委

員会で配付、説明がされました、網走市の新地方

公会計制度に基づく取り組みについての資料から、

何点か伺ってまいります。 

 最初に、社会資本形成の過去及び現世代負担比

率ですけれども、過去の比率をひもといていくと、

平成21年度が53％で、以下、平成22年55％、平成

23年57％、平成24年の57％、平成25年の61％、平

成26年度の61％という形で、少しずつ比率が高ま

っている状況であります。一方で、社会資本形成

の将来負担比率を見ますと、同じく平成21年が49

％、平成22年が47％、平成23年が45％、そして平

成24年に44％、翌年43％となり、今年度41％とい

う形で、こちらは徐々に比率が下がっているとい

う形になります。 

 平均値ですと、社会資本形成の過去及び現世代

負担比率が50％から90％の間というふうに言われ

ていて、社会資本形成の将来世代負担比率につい

ては、15％から40％が標準だと言われているもの

で、いずれも標準値の中におさまっているのです

けれども、今後どのような割合を網走市としては

理想として財政運営に当たられるのか、この二つ

の数値を比較して見解があれば伺いたいと思いま

す。 

○秋葉孝博財政課長 ただいまの財務４表の分析

例のお話でございますが、基本的には大型建設事

業を、今景気対策ですとか地域の元気臨時交付金

などを利用して整備をしておりますので、特殊的

にここでそれぞれの数値に影響を与えるような状

況ですが、一般的には施設が老朽化して大型建設

事業を実施していないような状況ですので、負担

割合はそれぞれ今委員がおっしゃったとおり、現

役世代の負担率が上がって将来負担の比率が下が

るというような状況でございます。 

 ただいまの財務４表の分析例で、どこがどこま

でいけばいいのかというのは、なかなか判断のし

ようがない数値でございまして、ただもう一つ言

えるのが、これにはいわゆる交付税算入というも

のが反映されない、例えば小麦の集出荷施設です

とか、小麦の麦乾倉庫、こういうものは現実的に

は市の負担がないような中で整備しているわけで

ございます。こういうものもこの指標でいくと、

それぞれ負担の比率には加算されてしまいますの

で、一概には言えないのかなと。ただ、健全化法

でお示ししております将来負担比率につきまして

は、数字が他市に比べて大きいということで、や

はり建設事業はなるべく抑えなければいけないと

いう認識でいます。 

 こちらの財務４表については、今統一基準のモ

デルへの移行が進みつつありますので、一概にこ
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の数字をもって平均値でそこに向けてというのは、

なかなか方針としては示しづらいような状況です。 

○平賀貴幸委員 状況は、理解をいたしました。

そうは言っても、やはり社会資本形成の将来世代

の負担比率は多分下げていく方向でということで、

今の説明だと理解はするのですけれども、大型の

建築事業があればそこは足踏みをしたり、逆に上

がることも当然あり得るのだと思います。ただ、

基本的には平均値の中におさまるような財政運営

をしていくことで、網走市の財政の再建というの

は順調に進んで行くのだと思いますので、新しい

統一基準になったときに、また改めてそこの議論

はさせていただきたいと思いますが、ここを一つ

の目標にというのはなかなか難しいと思うのです

けれども、一つの指標として活用しながら運営し

ていただければと思います。 

 続いて、歳入額の対資産比率ですけれども、こ

れも徐々に下がっている傾向があって、平成21年

3.93だったのが現在3.66という形で、多少振幅は

ありますが動いている状況です。ここも平均する

と３から７年ということで、歳入充当で見るとそ

れほど大きなものではない状況が続いているとい

うふうに思うのですけれども、市としての認識も、

大体このぐらいの幅でしばらくは推移するだろう

という認識でよろしいでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 基本的に、そのような動き

をするというふうに考えております。 

 近年ですけれども、資産の合計が非常に国の景

気対策を活用して一気にふえたというようなこと

がありまして、逆に歳入総額なのですが、国庫補

助金が減るとその総額も減るということで、今回

少し比率が上がったという状況が生まれています

けれども、将来的には徐々に下がっていくものと

いうふうに認識しております。 

○平賀貴幸委員 国のさまざまな状況の影響も受

ける数字ということでありますので、徐々に下が

っていくということで理解をさせていただきまし

た。 

 地方債の償還可能年数はそれほど変化がないも

ので、これもさまざまな影響でなりますので、平

均値に一応ぎりぎり９年ということでおさまって

いるので、状況を見ていくということだと思いま

すけれども、一番心配なのは、資産の老朽化の比

率だというふうに思っております。これは、どう

しても建物が古くなれば高くなる方向にあると思

いますが、平均値は35％から50％というふうに言

われています。それから比較すると、平成21年の

60％から見ると３％ぐらいの変化ですから、それ

ほど大きく変化はしていないですけれども、網走

市としては長く使えるように修繕をしながら対応

するということですから、どうしても高くなって

いく傾向はあるのだろうなというふうには理解は

しているのですけれども、この数値そのものは将

来どこかの時点では下がるのだと思いますが、財

政的にはどの程度までは耐えられるだろうという

ような形で考えていらっしゃるでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 将来資産が老朽化しまして

建てかえですとか修繕、そうしたものの経費でご

ざいますが、相当数かかるということで、現状を

このまま維持しようとすれば、財政は回らないと

いうのは確かでございます。 

 現在、公共施設等総合管理計画の策定を進めて

おりまして、資産のいわゆる棚卸しをやっている

ところでございます。いずれにしても、今ある施

設を全てこのまま建てかえをして使い続けるとい

うのは困難な状況だというふうに認識しておりま

すし、ただいまの委員の御質問ですが、非常にそ

れを一回出してみないと、なかなかお示しするの

は今の現状では難しいというような状況です。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。棚卸しの

作業を終える頃にもしかしたら新基準になってい

るかもしれないので、さらによくわかるかもしれ

ないので、それをまた見ながらそのときに議論を

させていただきたいと思います。 

 次に、網走市各会計歳入歳出決算審査意見書の

中身を少し見ながら質疑をさせていただきたいと

思いますが、市税の収納率です。 

 先ほど来、市税の収納についてはいろいろ質問

がありますけれども、近年、若干の上昇傾向、も

しくは横ばいというような現年度の課税分の収入

状況です。道内の収納率では35市中で29位という

ことですけれども、いろいろな努力や工夫をされ

てのこの状況だと思いますが、これまでと変えて

こういう努力をした結果、現状であるというもの

があれば、お聞かせいただければと思います。 

○児玉卓巳税務課長 収納率の関係でございます。

平成26年度につきましては、市税全体では1.2％

収納率が向上しましたが、全道の中での順位はま

だ相当努力しなければいけないという位置につけ

ております。 
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 それで、収納対策につきましてですけれども、

道内全体は緩やかに景気を持ち直すという状況は

ありますけれども、オホーツク管内あるいは網走

市を見ると、依然として厳しい状況というのはご

ざいます。一つには、網走は漁業、建設業の関係

が季節雇用という部分でやはり通年雇用に比べて

なかなか滞納額が発生しやすいという業種、雇用

の形態があります。そこにつきましては、主に建

設業の方、法人に御協力をいただきまして、通年

雇用ではないのですけれども雇用期間のお給料か

ら普通徴収なのですけれども月々天引きをして納

めていただく、こういった取り組みをずっと続け

て、そのほかに、新規の滞納者の方につきまして

は、なるべく早い段階で接触を持つということを

心がけております。毎年度新規の滞納者の方を特

定して、その方にまず夜間を含めて接触を図って、

滞納額が少ないうちにまず話をして状況を把握し

て、完納するようにしているということにしてお

ります。 

 また、ここ数年間は動産の差押え、そしてイン

ターネット公売というものも年に２回ずつ実施し

ております。金額が年間で50数万円ですけれども、

これもずっと続けていくことで徐々に一つの方法

としてふやしていきたいと考えております。 

 そのほかにも、給与、預金等の差押えは従来や

っておりますけれども、そのほかにも、生命保険

の調査、家賃関係、こういったものも積極的にま

ず調査をしまして、ケース・バイ・ケースですけ

れども、法的に可能であるものについては、積極

的な差押えをしていくという形をとっております。 

○平賀貴幸委員 それぞれ滞納されている方の事

情も多分あるので、なかなか職員の皆さんも御苦

労しながらやられている中での状況だというふう

に思います。そうはいっても、税の公平性を担保

するためには、やはり収納率を上げるというのは、

どうしてもやっていかなければならないことだと

いうふうにも思います。 

 会派で四国の善通寺市に視察をさせていただい

たのですけれども、そこでは民間のノウハウを活

用するような形で、徴収専門の部署をつくってお

りました。ここは、税を除く部分で滞納がある部

分についてノウハウを活用してという形でやられ

ていたので、今は網走市の税の話ですから必ずし

も連動はしないのですけれども、例えば徴収専門

の部門を、職員の人数が決して多くない状況の中

で難しいかもしれませんが、民間とどのようなノ

ウハウでいろいろな滞納等を徴収しているのか、

情報を共有化しながら専門の部署をつくって徴収

率の向上を図るなども、やりようによってはでき

るのかと思ったのですけれども、そういった考え

方はどのような感じで捉えているのでしょうか。 

○児玉卓巳税務課長 道内におきましては、複数

の自治体で広域連合をつくったりしている取り組

みもございます。網走市におきましては、そうい

ったことも検討はしておりますけれども、基本的

には道税、国税との連携強化を順次図って、今は

税務課の中の徴収部門ですけれども、この体制を

即独立してということは、今のところはまだ検討

しておりませんけれども、道税、国税と関係する

部分と連携をしてノウハウもアドバイスを受けな

がら、今後、具体的には、例えば共同催告という

は実際にやっているのですけれども、共同の差押

え等も具体的に検討していきたいと考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 いろいろ新たな取り組みを含め

て工夫をされているということは理解をいたしま

したので、少しでも徴収率が上がっていくような

取り組みを引き続き行っていただければと思いま

す。 

 次の質問に移ります。 

 財産に関する調書の２ページ、公共用財産のと

ころのその他の施設のところなのですけれども、

土地の売却について伺います。いろいろな用途が

あって市で保有されている土地、財産だというふ

うに思います。中には、これから何かをつくる予

定があるので保有しなければいけないものだとか、

さまざまな理由があって保有していると思うので

すけれども、どの程度が売却可能な土地に該当す

るのだろうかというのがもしわかれば伺いたいと

思いますけれども、財政課になるのでしょうか、

いかがでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 売却可能資産というお話で

すけれども、実際には、現実的に貸し付けている

土地というのもございまして、北海道の東部耕地

の事務所が建っている敷地も、これは売却可能資

産にカウントされるわけです。実際に売却ができ

るかどうかというスタンスではなくて、貸し付け

てあってもそれは売却可能かどうかということで

して、売却の資産につきましては、先ほどちょっ

とお話をさせていただきました財務４表のほうに
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記載をしておりまして、いわゆる普通会計で売却

可能資産、市有財産会計で管理している分になり

ますが、全て合わせまして16億1,992万5,000円と

いう、金額ではこういった状況になっております。 

○平賀貴幸委員 一般会計でという説明でしたの

で、確認だけなのですけれども、ここの行政財産

は一般行政財産なので、特別会計の土地は含まれ

ていない数字が、この財産に関する調書の２ペー

ジには記載されているという形で理解して間違い

ないでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 財産に関する調書につきま

しては、主に市有財産会計という特別会計を設置

しておりますけれども、これは、いわゆる普通会

計と言いまして、設置する、しないというのは、

自治体のほうで判断をしているものですから、こ

の調書につきましては、市有財産会計の土地につ

いても入っているということでございます。 

○平賀貴幸委員 そこは、理解をさせていただき

ました。 

 次に、少し事業の中身について何点か伺ってい

きたいと思いますが、最初に、何人かの委員から

あばしり応援事業についてありましたけれども、

徐々に広がりを見せていることを含めて理解をさ

せていただきました。 

 一方で、これは以前から繰り返し質問をしなが

らやっている事業なのですが、網走の食材を使っ

ている事業者さんに、網走の食材を使っていると

いうことを大消費地圏でＰＲしていただくという

ところに一つの肝があったというふうに、私は理

解はしているのですけれども、その点で見ると、

現年度の実績では東京網走会とホームページのＰ

Ｒで11件ですからなかなかそれは難しかったのか

と思うのですが、どのような考え方で、どのよう

な状況なのか伺えればと思います。 

○高井秀利企画調整課長 あばしり応援事業で市

外の事業者に対する取り組みですけれども、平成

27年度に入りまして、１事業者から応援隊として

登録をしてほしいという要請がありまして、その

事業者については応援隊として認定をして所要の

応援グッズをお送りしております。 

 今後につきましても、東京網走会も含めまして

他の部署のセールスの関係もありますけれども、

そういったところとも連携をしながら、網走の食

材を使用しているような事業者を応援隊として認

定していきたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 この点は、やはりぜひ進めてい

ただきたいと思うのです。ＰＲをされて、しかも

そこで網走の食材が使われてという、いい意味で

のサイクルの循環ができることが、やはり理想的

なのかなというふうに思うのです。 

 中には、網走の食材を使っているということで

網走認定の居酒屋等そういうことができないのか

と、今も似たようなことを事業としてされている

事業所はありますけれど、そういうことを問い合

わせをされてくる本州の事業所も私のところにも

ありますので、多分市のほうにもそういう連絡が

あると思いますから、ぜひそういったところを中

心に進めていただければというふうに思います。

一方で、東京網走会ですとかホームページで募集

するのも大切ですので、引き続き取り組んでいた

だきたいと思います。 

 次のあばしりＰＲ戦略構築事業ですけれども、

これについても各委員からいろいろ御意見があっ

たところですけれども、先ほどパワーポイントの

データもあるというふうに伺いました。 

なかなかＰＤＦのデータは汎用性が低いと言

いますか、実際にパワーポイントだと簡単に皆さ

んにプレゼンで使えるのだけれども、ＰＤＦだと

若干使い勝手が悪いという面、あるいは、少し加

筆、工夫して使いたいのだけれども、ＰＤＦだと

一定の技術があればできないことはないのですけ

れども、なかなか難しいということもあって、パ

ワーポイントのデータだと非常に使いやすいとい

うことがあると思います。せっかく市のホームペ

ージで公開するのでしたら、パワーポイントのデ

ータも公開してはというふうに先ほど質疑を聞い

ていて思ったのですけれども、その辺多分可能だ

と思いますけれど、どのような見解でしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 あばしりＰＲ戦略構築

事業で用意をしておりますパワーポイントのデー

タですけれども、容量がかなり大きいので現在と

ころパワーポイントのデータをそのまま貼りつけ

るというのは困難な状況であります。 

 今後、圧縮して可能なのかというのを研究させ

ていただきまして、パワーポイントそのものも可

能であればホームページ上で公開したいと思って

おります。 

○平賀貴幸委員 直接網走市のサーバーにおいて

やってもらう方法とは別の方法もありますので、

いろいろな角度で研究していただければと思いま
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す。 

 もう一つ、電子書籍という位置づけだというこ

とでありました。そうすると、実は電子書籍を集

めたサイトというのもありまして、そういったと

ころに置くのもいいＰＲ効果になるのではないか

と。なかなか自治体の電子書籍がそういったサイ

トにおいてあるというのは、正直聞いたことがな

いので、そういった工夫もされてはと思いますの

で、ぜひ電子書籍になっているということをうま

く活用していただければと思います。 

○渡部眞美委員長 平賀委員の質疑の途中ですが、

ここで昼食のため休憩をいたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

午後０時00分休憩 

午後１時00分再開 

 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 平賀委員の質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸委員 防災の関係で、何点か質問させ

ていただければと思います。 

 最初に、成果等報告書の36ページ、津波避難計

画推進事業についてでありますけれども、取り組

む内容のところには、計画に基づき避難訓練を実

施しますというふうに書いてあるのですけれども、

実績を見ると、そこが明記されておりません。今

後の方向性には実施をすると書いてありますので、

恐らく平成26年度では実施できなかったのだとい

うふうに思いますけれども、その理由や状況につ

いて伺えればと思います。 

○安達和久総務課参事 津波避難計画推進事業の

御質問と思いますが、津波避難計画全体計画で指

定した11の避難対象地域について、地域の実情に

合わせた避難計画を策定し、対象地域の住民の皆

さんに送付することとしております。 

 地域計画が平成27年３月に完成し、４月に対象

となる地域の住民の皆様に配付したために、平成

26年度での避難計画に基づいた避難訓練は実施で

きないこととなっております。 

 今後なのですけれども、現在、幼稚園や卯原内

地区の各自治会で地域計画に基づいた津波避難の

訓練を実施することとなっておりまして、今後も

対象地域の町内会や自主防災組織と連携し、訓練

を実施していく予定でございます。 

○平賀貴幸委員 そうすると、計画の策定が当初

の計画よりおくれてしまったために、避難訓練が

実施予定だったけれども実施できなかったという

理解でよろしいでしょうか。 

○安達和久総務課参事 そのとおりでございます。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。必要性が

あるものだと思いますので、ぜひ進めていただき

たいと思いますが、特に、11の地区の中で危険の

度合いがより高い所を優先的にやったほうが、基

本的にはいいのだろうと思いますけれども、優先

順位の高い所となるとどのような所が計画上あっ

たのか伺いたいと思います。 

○安達和久総務課参事 優先順位というものはこ

ちらで特に決めておりませんで、河川とか湖とか

全域にわたりますので、人口の多い所を優先した

いと考えております。 

○平賀貴幸委員 人口の多い所、人口密集地域が

計画区域の中に多くある所という意味なのかと思

いますが、そういった考え方で行うという方法も

もちろんありますので、一概には否定しませんけ

れども、より危険度が高い所、例えば藻琴地区の

ように海のすぐそばに学校があるような所ですと

か、幾つかそういった地域は当然あると思います

ので、その辺の優先順位を見定めながら、できる

だけ避難の訓練というのをやっていただければと

思います。なかなか網走は津波が起きるというこ

とは少ないと言われていますけれども、いざとい

うときにやはり訓練が生きてくるということもあ

りますので、引き続き実施していただければと思

います。 

 次の質問ですが、決算書の179ページに、先ほ

ども質疑がありました生活・緊急情報メール配信

事業がございます。1,617人が登録されていると

いうことで、周知も含めて徐々にですが進んでい

るのだということは、先ほどの質疑で理解をさせ

ていただきました。 

 伺いたいのは内容についてなのですけれども、

いざ何か緊急事態が起きたときに、安定性が高い

のはメールよりも実はツイッターだというふうに

よく言われております。ツイッターにも網走市の

情報は当然流していると思うのですが、緊急情報

メールの内容とツイッターの内容というのは、多

少のタイムラグはあってもほぼ同じものが流れて

いるという理解でいいのか、まず伺いたいと思い

ます。 

○高井秀利企画調整課長 生活・緊急情報メール
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配信事業ですが、メールと同時にツイッター、フ

ェイスブックでも情報を掲載しておりまして、同

じ内容のものを配信しております。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。そこで、

もう一点確認なのですけれども、情報が書いてあ

って詳細についてはホームページをごらん下さい

ということでＵＲＬが貼りつけてあって、そこに

アクセスをして詳細を見るという形が多分多いの

だろうと思います。 

 通常のときはそれで問題ないのですけれども、

導水管の事故の際にも実際にあったので記憶され

ている方もいらっしゃると思いますが、ホームペ

ージというのは、どうしてもアクセスが集中する

とダウンしてしまう、つまり見づらくなるという

状況が発生しやすいツールでもあります。そうす

ると、できるだけメールあるいはツイッターの中

に詳しい情報を載せておくということも必要にな

るのですけれども、その辺は有事と緊急時で分け

ていくのか、あるいはふだんからそうしているの

か、そこは自治体によって対応は違うと思います

し、うまく対応できていないところもあるのです

けれども、その辺の考え方はどのようにお持ちで

しょうか。 

○高井秀利企画調整課長 緊急情報の配信の内容

ですけれども、第一報につきましては、具体的に

内容を記載して配信させていただいて、第二報以

降等については、リンクを張りつけて直接ホーム

ページの閲覧というような方法をとっております。 

○平賀貴幸委員 通常時はそういう対応がされて

いるという形で、理解しました。 

 大きな緊急事態があった際に果たしてそれでい

いのかというところなのですけれども、サーバー

を強化してそれが起きづらくなったということが

あったというふうに、たしか過去の導水管事故の

後の質疑をさせていただいたときに伺ったのです

けども、それでも集中すれば、やはりダウンとい

うのは十分考えられると思います。特に、以前の

導水管事故のときよりも、スマートフォンを含め

てインターネット環境に触れる方が多くなった状

況だと思います。 

 緊急事態がどの程度の度合いからというのはあ

りますけれども、あった場合については、もう少

しホームページに誘導せずとも確認できる内容に

していく必要があると思うのですけれども、その

辺の考え方の整理が必要だと思いますがいかがで

しょう。 

○高井秀利企画調整課長 緊急情報の配信の体制

にもよるのですけれども、現在の状況だと今精一

杯の状況でやっているので、今後リンクを貼りつ

けないですぐに閲覧できるような手法を検討しな

がら、取り組んでいきたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 あくまでも緊急事態のあった場

合に限るというふうに思っていまして、ふだんは

ホームページのほうに誘導して見ていただくとい

う形で基本的には問題ないと思いますので、その

辺の対応の仕方について統一性が必要だと思いま

すので、検討を引き続き内部でしていただければ

と思います。以上で、終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 いただいた決算カードなどをも

とに分析をさせていただきましたし、監査委員の

意見書についても読ませていただいたところです。 

 まず最初に、単年度収支が2,712万6,000円の赤

字というふうになっておりまして、これは、思わ

ぬ暴風雪というようなこともあったせいかという

ふうに思うのですが、まずその要因について伺い

たいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 単年度収支が赤字というこ

とで、これにつきましては、前年度に繰り越した

黒字額を使い切っているので赤字という表示にな

る、つまり実質単年度収支でいけば赤字になると

いう状況です。 

 委員がおっしゃったとおり、やはり暴風雪が平

年を超えて非常に多かった、また、旧金市舘ビル

の解体などの予算の確保をする必要があった、そ

れから３月に経済対策を繰り越して今年度実施し

ておりますけれど、そうしたものの支出が多かっ

たということで、実質単年度収支が赤字になった

という状況でございます。 

○松浦敏司委員 例えば、暴風雪が例年よりはる

かに大きな雪の害といったような場合には、特別

交付金のようなものがあったのではないかと思う

のですが、その辺での国からの支援というのは、

特になかったのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 一般的なお話をさせていた

だきますと、大雪、暴風雪の事態が生じた場合に

は、国土交通省の社会資本整備総合交付金で補助

率がかさ上げになるという制度がございますが、

今回は風も強かったということで、雪の量がそれ

ほど観測できなかったということもありまして、
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そうした補助金、いわゆる交付金のかさ上げとい

うのはなかったような状況です。 

○松浦敏司委員 その辺は、よくわかりました。

ただ、近年これまでに経験したことのないような

降雪あるいは暴風というようなこともあって、そ

ういう点では今後もこういった形で予想を上回る

状況が出てくるのかなというふうに思います。こ

の点については、わかりました。 

 次に、財政力指数を見てみますと、類似団体の

数字では0.41になっておりまして、当市では平成

20年そして、平成18年に0.402などというときも

あったわけですが、ここ６年ほどは0.37から0.38

台で、今年度は0.385というふうになっておりま

すが、この数値についてどのような見解をもって

いるか伺いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 委員がおっしゃった財政力

指数でございますが、これにつきましては、基準

財政需要額に対して基準財政収入額がどの程度あ

るかということで、一般的には３カ年平均をもっ

て算出される指標でございます。平成18年以降の

お話かと思いますが、近年税収が一時期落ちたと

いうこともありまして、徐々にではございますが

財政力指数が下がってまいりました。 

 今年度につきましては0.385ということで、昨

年を若干0.006上回るということになったわけで

ございますが、一つ目には、消費税交付金、これ

は消費税の増税がございましたので基準財政収入

額にカウントされる地方としての収入額が上がっ

たということと、現実的には基準財政需要額、分

母になりますけれども、これが落ちてきていると

いうのもありまして、数値が上がっているといっ

た状況もございます。 

○松浦敏司委員 今、課長のほうから基準財政需

要額が落ちてきているということでありますけれ

ども、確かに年々落ちてきていると。これは複雑

な計算方式があって、私も見ましたけれども相当

複雑だと。 

いずれにしても、結果として基準財政需要額

が下がってきているということは、国でそれなり

の根拠をもって計算した結果こういう数字になっ

たのだろうというふうに思うのですけれども、そ

の辺がよくわからないものですから、基準財政需

要額が落ちた要因というのは、例えば一つの要因

としては人口減少というのも多分あるのだろうと

いうふうに思うのですが、その辺はいかがでしょ

うか。 

○秋葉孝博財政課長 人口減少でございますけれ

ども、これにつきましては国勢調査ごとに人口が

反映されるという形でございますので、長期的に

見れば５年に一度下がってまいりますので、必ず

基準財政需要額はその分下がるというのは傾向と

して一つございます。 

 地方全体の傾向からいいますと、都市部では地

方税が非常に伸びております。法人についても個

人についても伸びているような状況ですから、一

般的に一般財源総額でいくと地方税が上がってい

る状況です。こうした場合には交付税は当然下が

りますし、こうした中で一般財源総額を前年度と

同じような状況におこうとすると、必然的に基準

財政需要額が減少する傾向というのが一つありま

して、そうしたことが大きな要因ではないかとい

うふうに分析しております。 

○松浦敏司委員 その辺は、理解いたしました。 

 次に、これにかかわって質問したいのですが、

経常収支比率が93.2ということで前年よりに悪化

したというふうに言われて、先ほど部長の説明の

中でこの基準財政需要額など幾つか要因を述べら

れたのですが、もう一度その辺を簡単にお話いた

だければと思います。 

○秋葉孝博財政課長 経常収支比率のプラスの要

因でございますが、これは分母が経常的な一般財

源の総額ということになりまして、まずそこが下

がったという大きな要因につきましては、地方交

付税が減少したというのが一つの要因でございま

す。 

 歳出総額でいいますとそれほど実態では伸びて

いないと、公債費が減少傾向にありますので社会

保障費の伸びなどはそこで飲み込まれている状況

で、多少伸びたのが消費税率のアップですとか電

気代の高騰などで、多少１％に満たない0.6％ぐ

らいは歳出の要因でございますが、大きくは交付

税の減少によって経常収支比率が悪化したという

ような状況でございます。 

○松浦敏司委員 その辺もわかりました。この数

値は80台ぐらいがいいと言われていて、90を超え

ると財政の硬直化というふうな形で指摘をされて

いるところです。 

 この間、網走が大体93とか94とか、高いときに

は100近い状況になったこともあるのですが、こ

の数字というのは高かったら全てがだめかといえ
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ば、そうでもない。 

 いろいろな事業を行った結果として高くなる。

例えば、学校や保育所や市民に密着したところに

投資をすれば、確かに数値は上がるのだけれども、

網走市の場合は、過去に相当大きな事業をやった

というような経過があった中でのさまざまな要因

で、結果として経常収支比率が高い状況にあるの

でないかというふうに私は感じているのですが、

その辺どのようにお考えでしょう。 

○秋葉孝博財政課長 ただいまの委員の御指摘の

とおり、経常収支比率を占める一番大きなものは

公債費でございます。公債費が３割程度あります

ので、これによって全体的に経常収支比率が押し

上げられているといった状況でございます。 

 過去に建設投資が長期にわたって行われてきた

ということで、例えば学校の統廃合、今のエコー

センター、それから今更新を迎えました廃棄物処

理施設などを実施してまいりました。 

 公債費につきましては、後で公債費だけ取り入

れられるのですが、将来にわたって市民の皆さん

に負担をしていただくということで、現に、中央

小学校は子どもたちが使っておりますし、エコー

センターは十分利用いただいているというような

状況ですから、そうしたことで経常収支比率が上

がっているわけですが、それぞれの施設というの

は有効活用されているという認識をしております。 

○松浦敏司委員 確かに、おっしゃるとおりだと

いうふうに思います。ただ、過去には相当他の施

設もあったというふうにも私は思っているところ

です。 

 次に、移りたいと思います。 

 監査意見書でも述べられているのですが、実質

公債費比率が１ポイント改善されて15.4となった、

このことによって地方債の発行に当たって北海道

との協議が必要であったが、民間等資金債に限り

北海道への届け出により発行することが可能とな

る、こんなふうにも書かれているのですが、前年

よりも１ポイント改善されたこと、そして道との

協議ではなく届け出でよくなったとなっているの

ですが、この早期健全化基準とは別に基準がある

ということなのでしょうか、その辺伺いたいと思

います。 

○秋葉孝博財政課長 委員のおっしゃるとおり、

これは別の基準がございます。実質公債費比率が

16％を切ると単に同意が必要なく届け出で済むと

いうことで、メリット的なお話をさせていただき

ますと、金利というのは日々動きます。金利が上

がる、下がる、株価も連動してでございますが、

そうした場合に金利の安い時点で借り入れができ

るというメリットがございまして、ただ今認めら

れているのは民間資金に限ってということで、一

般的に建設事業というのは年度当初から始めまし

て年度末なり冬近くまでいって初めて完成すると、

完成した後に初めて起債を借り入れできるという

ことになりますので、今現在そういったメリット

があるのですが生かせないような状態が実際にご

ざいまして、これにつきましては現在総務省の研

究会でも検討されていまして、もう少し財政融資

資金についてもそういった運用ができないかとい

うのが検討されているような状況でございます。 

○松浦敏司委員 ということは、こういうメリッ

トの面もあるけれど、現実にはなかなか使えない

ような状況になっているということなのだろうと

思います。それはわかりました。 

 それで、実質収支比率が平成26年度は0.7％、

前年度0.9％とありますけれども、2010年には2.1

％まで上昇していたのが、その後どんどん下がっ

てきているというような状況があるのですが、こ

れはどのような要因があるのか伺いたいと思いま

す。 

○秋葉孝博財政課長 実質収支比率につきまして

は、本来ですと黒字ですと０ということで、今委

員おっしゃったのは仮に黒字比率を出してみたら

という比率のことですけれども、これは毎年の歳

入歳出の決算の結果でしかないわけでして、今年

度のように大雪によって予算額がぎりぎりまで使

われるようなことになれば、当然黒字額というの

は縮小いたしますし、これがその前の平年ベース

の雪でしたら、その分は例えば特別交付税が配分

された分の余裕がありまして黒字額が大きくなる

ということで、その年その年の決算の状況で違い

ますので、一概には比較できないような状況でご

ざいます。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。 

 次に、これは監査報告の中にもあるのですが、

義務的経費の人件費が18.5で、類似団体を見ます

と大体23.6というようなことで、相当の開きがあ

るということでありまして、その分職員の削減や

あるいは賃金カットといったことで、こういった

数字になっているのかなというふうに思うのです
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が、その辺はどういうふうに判断しているのでし

ょうか。 

○秋葉孝博財政課長 現業員の不補充ということ

を続けてきましたので、全体的に職員数が少なく

なっているというところに起因しているというふ

うに考えております。 

○松浦敏司委員 結果としては、資料をいただい

た中の表を見ましても、平成11年から平成26年ま

で17ページにあるのですが、退職者はこの間286

名で、そして新規採用は159名ということで、16

年間で127名の減と、この中には消防庁について

は入っていないということで、結果として職員数

が減っているということで、やはり相当仕事の量

だとか、あるいはそれぞれの係や課といった点で

は、人数が減っているわけですからやりくりも大

変だし、負担がかかっているのだろうというふう

に思うのですが、今後の状況でいいますと、この

状況がもっと続いていくのか、やはり私はもうこ

れ以上減らしていくのは限界に来ているのだろう

というふうに思うのですが、その辺でもお考えを

伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 職員数が減ってきていると

いうところでの御質問の中身ですけれども、現在、

第３次行革が最終年度に差しかかっておりまして、

今後についてはその時点で検討していく形になる

ので、現時点ではどうなるかというのは白紙の状

態ということで把握しております。 

○松浦敏司委員 今後の問題ですから、それは今

後の状況に委ねていきたいというふうに思います。 

 次に、先ほども議論の中で出てきた公債費とい

うお話ですけれども、これも義務的経費でありま

して、29.4と依然として高い数値になっています。

類似団体を見ても10ポイントほど差があるほど、

当市の数値は異様に高いというふうに思います。

先ほども若干指摘しましたように、これはやはり

過去のさまざまな大型公共事業がありますけれど

も、そういった影響が出ているのだろうというふ

うに思います。 

 目的別歳出の一般財源の科目順位を見ても、依

然として平成25年度以外は公債費がトップの状態

ということにありますが、この辺では先ほどお話

ししたような答弁になるかと思うのですが、その

辺での認識等を伺いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 先ほどの繰り返しになりま

すが、一定の期間大型建設事業を実施してまいり

ましたので、公債費の負担というのはなかなか減

らないという状況でございまして、過去の大型建

設事業の実施によって、こういった現在の状況に

なっているという認識をしております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それから物件費なのですが、性質別歳出の科目

を見ますと、過去10年間で高いときは14.4％、低

いときで9.6％という状況でありました。平成26

年度は11％となっています。この物件費の中身が

よくわからないのです。そもそもこの物件費とは

どのようなものに使われているのか、相当種類が

あるのだろうというふうに思うのですが、その辺

を伺いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 一般的に事務、施設の管理

運営費、こうしたものに係る支出はほぼ物件費に

なります。例えば、指定管理者の委託料ですとか、

清掃などの業務委託、光熱水費絡みの需要費と呼

ばれるもの、それから建設投資まではいかないけ

れども少額の備品の購入など、全体的にこうした

ものが物件費となります。 

○松浦敏司委員 その中には賃金も入っているの

だと思うのですが、賃金とはどういった部分の賃

金のことを指しているのか伺いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 委員の御指摘どおりでござ

いまして、臨時職員、パート職員、それから嘱託

職員、こうした職員の賃金が含まれております。 

○松浦敏司委員 そういう意味ではなかなか見え

ない状況なのですけれども、今現在確認したいの

は、例えば臨時職員、パート職員、嘱託職員とそ

れぞれ人数は分かりますか。 

○小松広典職員課長 嘱託職員、臨時職員、パー

ト職員の職員数でございますけれども、平成26年

４月における人数になりますけれども、嘱託職員

については85名、臨時職員については48名、パー

ト職員については83名となります。 

○松浦敏司委員 それは、多分今の状況からすれ

ば、例えばパートとか臨時というのは、その時々

によって数値は変わると思うのですけれども、特

に臨時職員でいうと、ほとんどは６カ月契約のよ

うな形が主流なのではないかと思うのですが、そ

の辺を伺いたいのと、嘱託は基本的には正職員と

近い形の雇用なのだろうというふうに思うのです

が、その辺の雇用の状況というのを伺いたいと思

います。 

○小松広典職員課長 委員の質問の中身は、嘱託
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職員と臨時職員、パート職員の期間についてとい

うことだと思うのですけれども、嘱託職員につい

ては、１年間となっております。臨時職員につき

ましては、事務のところでいきますと、やはり法

律の中で最大１年間というところがございますけ

れども、長くて６カ月というような形でのスパン

で雇用されております。 

 ただ最近、臨時的な需要というのが、１カ月で

すとか２カ月ですとか３カ月のように結構変則的

なものがふえておりますので、期間については６

カ月というのが多いですとか少ないですとかとい

う形ではなく、ニーズに合わせた形での配置とし

ております。 

○松浦敏司委員 ここでやはり問題といいますか、

嘱託であれば一定の賞与等もあるのですけれども、

臨時あるいはパートというのは、そういう点では

働いた分だけということで、なかなかそれによっ

て家計をやりくりするという点では相当きつい条

件なのであろうと言われていて、近年、官製ワー

キングプアというふうなことも言われていますよ

うに、それにつながるような状況なのだろうと私

は思うので、こういう雇用の形態というのは決し

て好ましい状況にはないと。確かに、雇用する側

からすれば非常に都合のいい形になるのですが、

雇用される側にすると非常に不安定な仕事という

ことになって、半年後には失業するというような

ことになりますので、そういう点では今後改善が

求められているのではないかというふうに、これ

は意見として申し上げておきます。 

 次に、固定資産税の関係で伺っていきます。 

固定資産税が、過去８年ないし９年間減少を

続けてきております。平成26年度は前年度より

1,900万円ほど増加しておりますが、新たな固定

資産を持つ人がふえたのかどうかちょっとわから

ないのですが、その辺の要因について伺いたいと

思います。 

○児玉卓巳税務課長 平成26年度の固定資産税は、

収入額で前年度に対しまして1,900万円ほどふえ

ております。ここの要因でございますけれども、

土地につきましては、評価がえの継続している部

分ですので若干下がっている傾向があります。家

屋につきましては、新築の家屋が若干持ち直して

きている傾向があります。それと、一つこの部分

につきましては、平成26年に消費税の改定があり

ましたので、そこを見越して平成25年に着工、完

成した物件がある程度あったこと、それとメガソ

ーラーの発電施設、そういった償却資産の部分が

あったこと、これらのことが要因で平成26年度は

増額となっているというふうに分析しております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、その部分に

ついては今後も一定の固定した収入として入って

くるということになるのだろうというふうに思い

ますので、これは理解いたしました。 

 個人事業税についてなのですが、ここ４年ほど

横ばいの状態ではないかというふうに思います。

法人市民税では、３年前から上向きになって

3,800万円ほど伸びておりますけれども、これは

どういった要因だというふうにお考えでしょう。 

○児玉卓巳税務課長 市民税につきましては、個

人市民税の収入額で約4,300万円、法人市民税で

1,400万円弱増額となりました。この要因でござ

いますけれども、個人市民税につきましては、産

業別の部分で漁業が課税標準額、所得額ですけれ

ども９億円近く前年に比べて増額になったと、こ

の部分が一番大きな要因であると分析しておりま

す。法人市民税につきましても、建設業、漁業等

が業種的に決算が好調であったことから1,400万

円弱の増額となっている状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。そういう意味で

は、漁業がいいということは漁師まちの特典かな

というふうに思いますし、ここ数年安定している

というようなことの結果かなとも思います。 

 それで、先ほどの議論の中でありましたけれど

も、市民税の収納率の関係で努力をなされている

ということでありますけれども、全国的にもそう

なのですけれども、収納率を上げる努力の中で、

相当厳しい取り立てをしているところも自治体に

よってはあるのですけれども、当市において心が

けている徴収のあり方といいますか、その辺を伺

いたいと思います。 

○児玉卓巳税務課長 先ほども御説明した部分と

重複しますけれども、まずは早期に滞納している

方と接触をして、生活状況、資産の状況をきちん

と把握いたします。そして、そこで納付について

の相談を実際に行いまして、そこから先の部分に

つきましては、ここが本当に分かれるところなの

ですけれども、基本的に資産、資力がある方につ

いては、差押えも含めてきちんと納付をしていた

だく、滞納処分を執行するという考え方でやって

おります。 
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 その一方、生活状況が非常に苦しいと、そして

猶予すべき状況が非常に明らかにある場合につい

ては、これはきちんと判断をして執行の処分を停

止するという、そこをケース・バイ・ケースでき

ちっと使い分けるといいますか、整理してやって

いく、これを基本に進めております。 

○松浦敏司委員 ぜひその辺は、見きわめが非常

に大事だというふうに思います。どこのまちとは

言いませんけれども、状況によって、個人事業主

をしている場合はレジを差押えをするという自治

体があると、ここまできてしまうと逆に商売その

ものができなくなるということになると、それは

やはりやり過ぎだと思いますので、その辺はぜひ

わきまえて、財力がある人からは当然そのように

しなければならないと思いますが、その辺はしっ

かり判断をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、基金について伺いたいと思います。 

基金の一覧表を見ますと35億1,232万円と、前

年の59億2,724万4,000円から見ると24億1,500万

円減少しています。これは、この間の国の経済政

策等いろいろあるのだろうというふうに思うので

すが、あえて伺いますが、その要因について伺い

ます。 

○秋葉孝博財政課長 これにつきましては、市民

健康プールそれから天都山展望台・オホーツク流

氷館の原資となりました地域の元気臨時交付金と

いうものを、その年で使えなくて基金に積んで取

り崩して事業を実施するというもので、一旦基金

に計上された金額が22億8,500万円ほどあります

ので、これを取り崩して平成26年度で支払いをし

ましたので、大きく減少しているという状況です。 

○松浦敏司委員 わかっていて聞いたのですけれ

ども、そういうことだろうと思います。それで、

そのうち取り崩し可能な基金の種類と金額を、わ

かれば教えていただきたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 取り崩し可能、これは財政

のほうで取り崩しになり、積み立てを実施する基

金のほうですけれども、財政調整基金が平成26年

度末で８億3,628万円でございます。次に、公債

費に充てる減債基金ですが、14億4,058万7,000円

でございます。教育振興基金のうちエコーセンタ

ーの公債費に充当する基金が、１億4,721万4,000

円でございます。それから、公営住宅建設基金と

して、過去につくしケ丘の公営住宅を建設した際

に不用地を売却した収益が2,296万9,000円、合計

は平成26年度末で、24億4,700万円となっており

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、地方債残高が351億8,200万円ほどになっ

ておりますが、最高時からするとおよそ200億円

ぐらい減少しているということであります。それ

で、この地方債残高は一定程度は必要だとは思う

のですが、例えば目安としておよそこれぐらいま

で減らしていきたいということが、もしお答えで

きるのであれば伺いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 起債の残高につきましては、

その時々によって建設投資の実施の判断をしなけ

ればならないという状況がございます。ですから、

下げるのであれば、例えば今実施している一般廃

棄物処理施設も建てられないということになりま

すので、一概に目標というのはなかなか設定がし

づらい状況でございます。 

 ただ、当市の財政状況としましては、やはり実

質的な国の交付税算入を除いた将来負担比率とい

うのがございまして、これが160％程度あるわけ

でございますが、これが類団と比べてもやはり高

いということがありますので、それは早く平均値

まではもっていく必要があると、目標はそこにあ

るというふうに考えておりますので、起債残高に

つきましてはそういったさまざまなその時々の要

因がございますので、一概にはお示しできないと

いうふうに思っております。 

○松浦敏司委員 おっしゃる答弁のとおりだとい

うふうに思います。機械的なものではない、そこ

を気にしていると何もできないことにもなるとい

うふうには思いますので、その辺についてはわか

りました。 

 それで、現在いずれにしても起債残高が351億

数千万円あると。そしてこのほかにも、特別会計

でいえば網走港整備特別会計では14億数千万円あ

ると。能取漁港整備でいえば６億7,900万円ほど

ということで、およそ特会だけで21億円ほどある

と。それにプラスして上下水道会計があるという

ようなことで、市民にとっての借金というのは相

当重いというふうに考えるところです。 

 次に、債務負担行為額が今現在、60億8,100万

円というふうになっていて、前年度とほとんど変

わらない状況にあるのですが、これはいろいろ出

し入れがあった結果として、最終的にこのような
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数字になったのかとは思うのですが、その辺を伺

いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 債務負担行為についてでご

ざいますが、決算カードのほうで記載されていま

す債務負担行為につきましては、おおむね60億円

という数値が記載されているかと思いますが、こ

の中には指定管理者へ委託するための契約行為が

必要になりますので、３カ年分とるとすると、平

成28年、平成29年分も含めて債務負担行為を設定

する必要がございます。これがちょうど切りかえ

年度になっておりますので、これで約３億円程度

は上乗せになったというふうになっております。 

 そのほか、将来負担にも加算されます公債費に

準じた債務負担行為につきましては、年々徐々に

減っておりますので、その分は減額となっており

ます。 

 このプラスとマイナスの要因がございまして、

増減的には昨年度とほとんど変わらない数値にな

ったというところでございます。 

○松浦敏司委員 それもわかりました。それで、

この中で将来借金として出てくる要素のある額と

いうのは、およそどのぐらいになりますか。 

○秋葉孝博財政課長 これにつきましては、将来

負担比率に計上される形になりますが、30億

9,900万円となっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に移ります。職員の時間外勤務についてであ

ります。 

 先ほど、質問が前段でありましたけれども、や

はり資料を見ると平成25年度から前年度を上回る

状況があって、平成25年度は前年比でいえば110

％、平成26年度でいえば、これまた前年比104.6

％というように、連続して前年を上回る１人当た

り平均の時間外勤務がふえているということです。

この要因について伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 時間外の増に係る部分の要

因なのですけれども、多いところについては、子

育て支援課の749時間ですとか、こちらについて

は子ども・子育て支援新制度の制度導入に伴う部

分ということで、港湾課と水産漁港課のふえた部

分につきましては、客船が長期にわたって入港し

たものですから、それに係る準備ということで把

握しております。 

○松浦敏司委員 平均で200時間を超える課とい

うのが前年までは五つの課だったのですが、今回

は八つにまでふえたということで、これはあくま

でも１人当たり平均ですから、人によってはそれ

より相当時間外勤務をしているということなのだ

ろうと思います。 

 そういうことからすると、相当職員の身体に対

する負担というのもあるのだろうというふうに思

いますが、定期検診が行われているというふうに

思うのですけれども、職員はどのような健康状態

なのか伺います。 

○小松広典職員課長 職員の健康診断の受診の結

果ということになるかと思いますけれども、平成

26年度の定期健康診断の有所見率につきましては

56.4％となります。 

○松浦敏司委員 この56.4％というのは、他の類

似団体と比べてどのような感じになるのでしょう。 

○小松広典職員課長 他の自治体と比べてみたこ

とはないのですけれども、昨年の有所見率が69.1

％ということで、12.7％健康状態がよい方向には

なっております。 

○松浦敏司委員 改善の方向であるということは、

わかりました。ただ、職員の中では、昨年も質問

したのですけれども、長期の休業を要する人もい

たのだと思うのですが、平成26年度についてはど

のような状況でしょうか。 

○小松広典職員課長 平成26年度における休職者

は、おりませんでした。 

○松浦敏司委員 わかりました。この間、職員が

一定若返ったというのもあるのだろうとは思いま

すが、いずれにしても職員の負担というのは相当

あるというふうにも思いますので、この辺でのし

っかりとした取り組みが必要なのではないかとい

うふうにも思います。 

 最後に、市有財産特別会計について質問したい

と思います。平成26年度は65万8,800円の支出で、

修復１件６万4,800円と、調査費59万4,000円とあ

りますが、具体的にはどのようなことが行われた

のか伺います。 

○秋葉孝博財政課長 保障といいますか対象にな

っている建物の修繕として６万4,800円、それか

ら家屋の傾き調査を毎年実施しておりますので、

これが59万4,000円となっております。 

○松浦敏司委員 傾きの調査は、今現在何件行っ

ていますか。 

○秋葉孝博財政課長 現在、傾きの調査につきま

しては、従来から区域というものを設定しており
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ます。当初から設定されている箇所につきまして

は８件、平成20年から追加しました隣接区域が３

件の、合わせて11件の調査を実施いたしました。 

○松浦敏司委員 わかりました。それで、資料の

中で地盤沈下地域内に係る家屋のランクの推移と

いうことで、Ａランクが６から４になった、Ｃが

０から１になったとそれぞれ変化していますが、

これはどのようなことからなったのか伺います。 

○秋葉孝博財政課長 まず、Ａランクにつきまし

ては、家屋の調査期間がおおむね30年という目安

をもって実施をしております。30年間調査をしま

して傾きにも変化が見られないということであれ

ば、調査を一旦終了という形で終わりますので、

そうしたことでＡランクというのは件数が減って

いるという状況です。 

 Ｃランクにつきましては、中には毎年の調査と

いうのは必要ないという方もいらっしゃいまして、

隔年で調査してほしいということで、これは同じ

対象物件なのですけれども、隔年おきに実施して

いるために、これが１件というのが前年と比べる

と多くなっているような状況ですが、対象物件に

ついては変わりはございません。 

○松浦敏司委員 わかりました。今後も多分そう

いった調査をしていかなければならないとは思う

のですが、例えば、昨年でしたか固定資産税の評

価がえがあったと思うのですけれども、ここの地

域はそういった意味では地盤沈下による影響とい

うのは出たのでしょうか、出なかったのでしょう

か。 

○秋葉孝博財政課長 一般的に地価全体が、網走

市全体でいいますとつくしを中心にして上がって

おりますが、それ以外については、全国的な動き

ですけれど下がっているということで、地盤の影

響により、ほかに比べて下がったということは決

してないというふうに認識しております。 

 この地域については別な価格をもって、別の地

域として取り扱っておりますので、全体的な地価

の下落に起因しているかということであれば、そ

れはそうではないというふうに認識しております。 

○松浦敏司委員 それはそれだというふうには思

うのですが、ただ、不動産業者から見ると、やは

りその地域というのは不動産業者が鑑定すると、

地盤沈下の危険のあるところについては、どうし

ても評価という点では下がるというようなことも

私は聞いております。そういう意味では相当大変

な問題だろうというふうに思っているところです。

とりあえず、私の質問は終わります。 

○渡部眞美委員長 ここで暫時休憩をしたいと思

いますが、その前に、次の質問があるかどうか皆

さんにお伺いをしたいと思います。 

 質問のある方、いらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは以上で、認定第１号中、企画総務部、

議会、会計、選管、監査、公平委員会、固定資産

評価審査委員会の所管に関する細部質疑を終了い

たしました。 

 理事者入れかえのため、暫時休憩をいたします。 

午後２時00分休憩 

午後２時09分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 それでは、引き続き本日の日程であります認定

第１号中、経済部、観光部及び農業委員会の所管

に関する細部質疑に入ります。 

○井戸達也副委員長 それでは、質問させていた

だきます。 

 成果報告書の中から56ページになりますけれど

も、建築技能者人材確保補助金ということで、通

年雇用を目指した事業ということで、予算現額に

対して決算という部分で同額という形になってお

りますけれども、網走市としては通年雇用という

部分で増加しているのか、この辺を捉えているか

どうかということの確認をしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 季節労働者の質問かとい

うふうに思いますけれども、通年雇用者の数につ

いては正確に調べたことはございませんけれども、

ほぼ横ばいの状況で推移しているというふうに感

じております。 

○井戸達也副委員長 それに対する市側の対策と

いうか、新たな考えというか、その辺で何かござ

いましたらお聞かせ下さい。 

○田口徹商工労働課長 今回の建築技能人材確保

事業ですけれども、これも建築労働者の通年雇用

を目指した事業の一つでございまして、網走技専

が統廃合されましたときに、建築技能者の確保の

ために道のほうから基金をいただきまして、建築

技能者地域定着促進事業というのを行いまして、

その中で人材養成事業なり人材確保事業を行って

きた経緯があります。それで、道のほうからの基

金をもとにしまして、建築技能者の北見技専へ入
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学される方に対して奨学金を出す制度をつくった

わけですけれども、その奨学金を受ける生徒たち

を通年で雇用するために、市が生徒を３年間雇え

ば冬期間の賃金の分を助成するという制度でござ

いますけれども、これも、建築労働者の通年雇用

化を図るための一つの制度でございます。 

○井戸達也副委員長 通年雇用という部分では、

非常にまだまだ課題がいっぱいあると認識してお

ります。いろいろな取り組みを含めて、網走市の

方でもぜひ事業に取り組んでいただいて、こうい

った課題の解決に向けて進んでいっていただきた

いというふうに思います。 

 次に移ります。空き店舗活用事業補助金という

ところで、58ページになります。 

 予算現額に対して決算額との大きな差額が生じ

ているというところで、補助の実績として新規１

店舗ということで、非常に苦戦してきている事業

なのかなという部分、この辺をどのように評価し

ているかということをお聞きしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗活用事業でござ

いますけれども、この事業は中心市街地の活性化

を目指しまして、四条通りと広小路の部分ですけ

れども、ここで空いているところを埋めるために、

そこで新たに事業を始める方に対しまして、家賃

の補助と店舗改修の補助を行ったものでございま

す。 

 空き店舗活用事業につきましては平成17年度か

ら始めておりまして、この間ことしは既に３件ほ

どあるのですけれども、トータルで22件ほどの空

き店舗の活用事業を使った方がいる状況になって

おりまして、そのうち７割がまだ残っているとい

う状況がございます。 

 このような状況からしまして、空き店舗活用事

業は中心市街地の活性化に一定の効果を示してい

るものというふうに判断しております。 

○井戸達也副委員長 ある程度一定の成果が得ら

れているという部分で、スタートされる方、挑戦

される方に頑張っていただきたいという部分があ

ります。 

 申請というか、件数が減りつつあるのかという

部分もあって、若干中身をある程度見直す時期に

もきているのかというふうにも思いますけれども、

その辺に関してはどのようにお考えですか。 

○田口徹商工労働課長 今、井戸副委員長のほう

からお話がありました、若干減っているのではな

いかということですけれども、昨年は確かに１件

だったのですけれども、今年度におきましては既

に３件出てきておりますし、まだまだ中心市街地

には空き店舗が10店舗以上ありますので、そうい

う意味からこの事業については継続していきたい

というふうに考えております。 

○井戸達也副委員長 ぜひ進めていただきたいと

いう事業なのですけれども、途中でやめられる方

もそれなりの理由というか、いろいろな理由があ

ってやめられることだったと思いますけれども、

そういった部分の検証も含めた中で、どういった

形が今後続けていきやすいのかという部分で、使

っていただいて活用できるという事業を今後とも

進めていただきたいと思います。 

 変わりまして、観光になります。成果報告書の

71ページになりますけれども、東アジアサイクリ

スト誘客促進事業という部分で、若干お聞きいた

します。 

 アジアに限らず今後サイクリストの誘致という

のは期待がされると、特に網走市は自転車を活用

して観光振興の可能性が非常に大きいというふう

に私も思っております。この事業は非常に有効的

な部分が多かったというふうに私も考えておりま

すけれども、当市としてはどのように評価されて

いるのかお聞きいたします。 

○二宮直輝観光部参事 東アジアサイクリスト誘

客促進事業についての御質問というふうに理解し

ますけれども、この事業については、台湾・香港

を中心としたアジア圏、東南アジア、東アジア圏

でサイクリングの人気が高くなり、こういったサ

イクルツーリズムとして北海道ツアーも組まれる

ようになってきたというような環境を受けて、取

り組んだということでございます。 

 網走においては、さかのぼれば、帯広、十勝を

絡めた周辺市町村とのひがし北海道国際観光ルー

ト整備協議会といった枠組みの中で、サイクリス

トの誘客に努めてまいりました。 

 こういった動きの中というのは、決してマーケ

ットの動きとしては止まってはいないと、ただ、

一方で受入態勢ですとかの課題を残しつつ、マー

ケットは少なくとも間違いなく拡大をしていると

いうふうに見ておりますので、こういった取り組

みは引き続き努めていきたいというふうに考えて

います。 

○井戸達也副委員長 お聞きするところによると、
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今回の網走マラソンにも、中国の方が自転車を含

めて、走りながらそしてまた自転車も楽しみたい

というような声もあるというふうに聞いています。

この事業に当たって、そういった参加された方た

ちから特に網走に対する要望的なものというのは

あったのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 サイクリストに対するプ

ロモーションについては、網走のいろいろな環境

については極めて御支持、評価をいただいており、

サイクルのコース、走路、附帯するサービスにも

評価をいただいているというふうに考えておりま

す。 

○井戸達也副委員長 縁あって、来年度は全国サ

イクリング大会が網走での開催ということで、非

常にこれを機にさらにサイクルブームが爆発して

くれればというふうに思っておりますけれども、

こういった事業には網走市としても大きな可能性

を秘めておりますので、引き続き取り組んでいた

だきたいということを申し上げまして、私からは

終わらせていただきます。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宣裕委員 最初に、労働費のところから、

決算書の213ページの労働実態調査事業というこ

とで、この労働実態調査事業の調査の結果を受け

て、どのような調査を行った上でその結果をどの

ように流用しているかというところをお伺いした

いと思います。 

○田口徹商工労働課長 労働実態調査に対するお

問い合わせですけれども、労働実態調査につきま

しては、２年に一度市内の事業者に対して職員の

労働条件等につきましてアンケート調査をしてい

るところでございます。この結果につきましては、

労働実態調査の回答のあった全ての事業所に配付

させていただきまして、活用いただいているよう

な状況となっております。 

○古都宣裕委員 実態調査をした上で出た数字を、

回答いただいた事業者に戻しているということな

のですけれども、具体的にどのように流用するこ

とを目的として事業者に戻しているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 具体的には、職場状況等

の把握に努めたり、また今回であれば消費税の増

税にかかわる状態について把握するなど、いろい

ろな目的に使わせていただいております。 

○古都宣裕委員 わかりました。一定の理解をし

ました。 

 次に、成果等報告書のほうに入りたいと思うの

ですけれども、先ほど井戸副委員長からもあった

のですけれども、58ページの空き店舗活用事業補

助金ということなのですけれども、質問の中にも

あったとおり、新規に出した上で現在22件中７割、

多分十四、五件だと思うのですけれども、が続い

ているということで、これは、活用して出したは

いいけれど、やはりうまくいかなくてやめてしま

った場合とか、例えば、備品等を購入して立ち行

かなくなって売ってしまったなどという事例はな

かったのでしょうか。補助金を使った上でそれを

すぐやめてしまうというのは、私はいかがなもの

かと思うので、その事例がもしあったならば、今

後の対策などそういった部分というのはどうされ

ているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗活用事業に関す

るお問い合わせですけれども、確かに、空き店舗

活用事業で新たに事業を始めたいと言って私ども

のほうに申請に来て、補助対象となってやめた方

々もおられます。 

備品につきましては助成対象外となっており

ますので、この空き店舗活用事業の補助は事業を

開始するに当たっての店舗改修費用ですから、店

舗の改修に係る部分と家賃の２分の１という形に

なっております。 

 実際に、早々にやめた方で１年ぐらいでやめた

方もおられるのですけれども、最低限１年間は続

けるようにということは話した上で認めています

が、決定する段階で無理がないのか、その辺はや

はり私どもも十分に検討しなければならない部分

でありまして、なかなか私どもでは判断できない

部分もありますので、会議所や日本政策銀行など

にも相談しながら、その事業の可能性について検

討しながら事業の認定を決定しているところです

けれども、残念ながら１年でやめたような例もな

いわけではない状況となっております。 

○古都宣裕委員 七、八件だと思うのですけれど、

そのうち１年満たないでやめた例というのは何件

ぐらいありますか。 

○田口徹商工労働課長 １年満たないというのは

ないです。１年は続いています。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 次にいきたいと思います。決算書の227ページ、

あばしり七福神まつり補助金、オホーツク屋台村

補助金についてです。 
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 たしかこの七福神まつりのときは、昨年はちょ

うどブレークしたお笑い芸人等が来て、大変盛況

だったと記憶しているのですけれども、いろいろ

なお祭り、イベント等に補助金を出しているので

すけれども、その中の今回終わったに当たって反

省点はどのようなものがあって、今後に対してど

のように捉えているのかお答え願います。 

○田口徹商工労働課長 昨年度第21回の七福神ま

つりですけれども、昨年につきましては、お笑い

のエレキテル連合さんを呼ぶことができたのです

けれども、呼んだ段階では余りまだ人気がなかっ

たのですが、結果的に七福神まつりが開催される

時期には大変な人気になっておりまして、始まっ

て以来の入込みを図ることができまして、結果と

しては大変満足できたイベントとなったというふ

うに考えております。 

○古都宣裕委員 今回の決算においては、それは

よかったという想定外のプラス要素であって、今

後例えば、想定外になったときの警備体制ですと

か、いろいろな反省点があったと思うのですけれ

ども、そういった部分をしっかり把握した上で次

につなげるようにしているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 七福神まつりですけれど

も、財政的に決して余裕のあるような実行委員会

でないことから、無駄な経費等は削減しながらや

っていかなければならないというふうに認識して

おりまして、ただ単に大きくするのではなく、効

率のいいイベントをつくっていきたいというふう

に考えて取り組んでいます。 

○古都宣裕委員 切磋琢磨して、やはり地元の人

も観光客も含めて来ていただいた人の満足度を上

げていく、そして楽しいイベントにしていくのが

目的だと思いますので、補助を出している以上、

随時反省点や改善点を見詰め直していく必要はあ

ると思うので、継続的にそういった部分も見詰め

直す作業が必要なのかなと思います。 

 次に、229ページなのですけれども、プレミア

ム付商品券発行事業ということで、ことし早々に

行った事業だったと思うのですけれども、こちら

は引きかえたときにアンケート調査を行わず、こ

としになってからアンケート用紙が送られてきた

ように記憶しているのですけれども、購入したと

きにアンケート調査も一緒に渡したほうが、事務

手間的にはよかったのではないかと思うのですけ

れども、どのような形で行ったのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 古都委員のほうからプレ

ミアム付商品券発行事業のアンケートの件で御質

問いただきましたが、今委員がおっしゃったとお

り、確かにアンケートにつきましては、先月抽出

しまして発送しているような状況にございます。 

 当初そのように考えて、発売のときにアンケー

トをするということも考えればよかったのかもし

れませんが、国の指導によりますと途中でやると

いうことになっていたものですから、現在やって

いる状況というふうになっております。 

○古都宣裕委員 こういったものもアンケートを

行うという部分では、いろいろな部分で今後も想

定されると思いますので、もし何かをする際にア

ンケートが事前に想定される場合は、同時にでき

る場合はしたほうがかなり事務手間も省けますし、

そういった部分も想定して取り組んでいく必要が

あるのではないかと思います。 

 次に、観光のほうに入っていきたいと思います。 

 成果等報告書だと70ページに当たるのですけれ

ども、同じく決算書だと229ページなのですけれ

ども、女満別空港利用促進事業ということである

のですけれども、利用を促進するに当たって、ツ

アー商品造成、謝礼等いろいろあるのですけれど

も、この効果によってどれぐらいの増客が見込ま

れたのかという、結果としてはどのようなことに

なったのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 女満別空港観光客利用促

進事業についての御質問でございますけれども、

こちらの事業については、主に首都圏発のオホー

ツク圏、網走圏の地域の商品造成をしているエー

ジェントに対して、女満別空港の利用促進を前提

とした市内の宿泊プランの商品を造成すると、こ

ういう仕掛けをつくって事業を行いました。 

 これにつきましては、対象の商品について、10

月から11月にかけて観光協会を中心とした秋の旬

まつりキャンペーンを展開しましたけれど、こち

らの素材に連動した宿泊プランを商品の中に組み

込んでもらうといった商品の縛りをつけて商品造

成を依頼すると。一方で、その商品造成をしてく

れたエージェント・旅行会社については、商品造

成の助成金として先着５社に対して１社当たり10

万円を助成金として造成費用の一部の助成をする。

そして、その商品をお買い上げいただき網走に御

宿泊いただいた御客様に、おもてなしクーポンの

抽せんを設定させていただいて、おもてなしクー
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ポンは3,000円と500円の利用券でございますけれ

ども、こちらを抽せんで差し上げるといったイン

センティブの施策を設定させていただいて増売に

つなげるといった仕掛けの商品設定でございまし

た。 

 10月から11月20日までの展開でございましたけ

れども、結果は398名への商品の販売がございま

した。それに対しての対応の商品券、ノベルティ

ーでございますけれども、そちらの費用を充てさ

せていただいたという形でございます。 

○古都宣裕委員 これは398組ではなくて、398名

で間違いないのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 398名でございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。閑散期対策にも

当たりますし積極的にやっていただきたいのです

けれども、空港利用という部分で見ると、空港自

体が最近、以前も申し上げましたけれども、見送

りのほうにプロジェクターをもってきたりと、来

た時点でのＰＲではなく送り出す方にＰＲの力を

入れるのは、ちょっと違うのではないかと思いな

がら見ておりましたので。ただ、空港の利用をし

ながらも網走の閑散期対策ということで、もっと

力を入れていただければと思います。 

 次に、Facebook海外宣伝広告事業ということで、

成果等報告書にもあるのですけれども、こちらに

記載されているのは広告が掲載された数なのか、

それとも広告掲載からそれにアクセスに結びつい

た数なのか、どちらなのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 Facebook海外宣伝広告事

業についての御質問でございますけれども、こち

らの事業につきましては、今委員からの御質問の

とおり、フェイスブックを利用した御客様に広告

を露出して、それを契機に「旅なび！網走」に誘

導をかけるといったような仕組みで広告をすると

いうことでございます。 

 仕組みといたしましては、フェイスブックの広

告の仕組みのインプレッション方式という方式を

使わせていただいて、広告の提示、広告を配信し

た段階で、それが1,000回の単位で広告料を払う

という仕組みでございます。一般にクリック方式

というのがもう一方にございますけれども、クリ

ック方式は１回のクリックに対してペイが発生す

るというものでございますけれども、インプレッ

ションについては1,000回単位、それもコストに

ついては入札方式を使いますので非常に経済的だ

と、ただし、一方、必ずしもサイトへの誘導まで

というのが担保できないといったことはございま

すけれども、非常に効率はいいということでイン

プレッション方式を使わせていただいたというこ

とでございます。 

○古都宣裕委員 今の回答ですと、掲載で広告が

流れた回数だとは思うのですけれども、そこから

実際にアクセスに結びついた数というのはどのく

らいなのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 そちらのアクセスあるい

はサイトへの誘導についての御質問でございます

けれども、一方、この間の「旅なび！網走」のア

クセス率、閲覧数を11月１日から１月31日まで、

それぞれ英語、繁体字、簡体字、ハングルと、こ

の５カ国語の閲覧数を検証させていただきました

が、例えば、英語ですと167％、中国語の繁体字

版ですと254％、簡体字版ですと852％、それから

ハングル語ですと324％、こういった閲覧数の伸

長ということでございます。これがイコールフェ

イスブックからの誘導かどうかというところにな

ると、きちっと検証はできませんけれども、間違

いなく一定の効果はあったというふうに考えてお

ります。 

○古都宣裕委員 増減のパーセントはわかったの

ですけれども、増減前のアクセス件数というのは

どれぐらいあって、そのうちの100件で167%なら

67件増でしょうし、もとの件数というのはわかり

ますか。 

○二宮直輝観光部参事 閲覧されたユーザーの人

数についての御質問でございますけれども、ちな

みに、英語のページにつきましては、平成25年度

の同期間でございますけれども、ユーザー数975

人に対して平成26年度については1,632人という

形でございます。中国語の繁体字については、平

成25年度が1,949名、それに対して平成26年度が

4,958名、それから中国語簡体字ページでござい

ますけれども、平成25年度292名のユーザーに対

して、平成26年度は2,490名いうことでございま

す。それからハングルでございますけれども、平

成25年度は259人に対して平成26年度は840人とい

うことでございます。 

○古都宣裕委員 アクセス数については、一定程

度の効果があったのではないかと思える数字であ

ることはわかりました。しかし、これから実際網

走につながったのを見るのは、とても難しいと思
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います。ただ、効果があるということですので、

一定程度の露出を上げることは、網走観光にとっ

ても有効なものではないのかと思います。 

 次に、先ほども質問があったのですけれども、

東南アジア観光客誘客促進事業負担金とあるので

すけれども、中国瀋陽のプロモーションというこ

とで昨年の10月１日から５日間行ったということ

は、観光旅行の商品造成に対して考えると、こと

しの流氷シーズンに対する商品造成に目標を絞っ

ていったのだと思うのですけれども、それについ

て、前年度と比較してどれぐらい増の結果があっ

たのかというのは、数字が出ていますでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 東南アジア観光客誘客促

進事業についての御質問で、中国マーケットとい

うことでございますけれども、こちらにつきまし

ては、このプロモーション自体については平成26

年10月にプロモーションを実施させていただきま

した。それに対しての効果ということでございま

すけれども、直接的には、この10月のチャーター

便は２ＷＡＹのチャーター便ということでござい

ましたので、約150名強ほどの中国の御客様に、

このチャーター便に合わせて来網をしていただい

たということが一つあろうと思います。それから、

中国のインバウンドマーケットそのものがこれと

相まって、網走については非常に大きな伸長を続

けております。数字で各国別の数字を見ても、中

国からの入込数については大変大きな伸びを示し

ております。ちなみに、中国の御客様の昨年度平

成26年度の宿泊者数は、平成25年度が3,608名に

対して7,415名と、206％といった伸びを示してお

ります。以上でございます。 

○古都宣裕委員 今の206％なのですけれども、

流氷観光シーズンの１月、２月、３月に絞っての

ものなのか、それとも年間を通して全体の数字な

のでしょうか。もし年間を通してですと、インバ

ウンドの来網数もしくは道内周遊数もふえている

中で、これをいっしょくたに考えるのは数字的に

おかしいのではないかと思うのですけれど。 

○二宮直輝観光部参事 中国マーケットのインバ

ウンドの来網の動きということでございますけれ

ども、シーズンに分けますと、流氷観光シーズン

を見据えたということであれば、10月から３月ま

での平成26年度の下期の数字ということに合わせ

られると思いますが、平成25年度が2,255名に対

して平成26年度は5,220名ということで、231.5％

という数字でございます。 

○古都宣裕委員 下期だけ見て10月自体が入ると

いうよりは、やはり観光ハイシーズンの１月、２

月、３月に集中している部分を思うと、大体似た

ような数字なのではないかと思って効果のほどは

わかりました。これからインバウンドがふえるに

当たって、さらに強化していかければいけない部

分ではないかと思います。 

 次に、流氷まつりなのですけれども、50回記念

事業補助金ということで、期間中の入込人数が５

日間で12万5,000人となっているのですけれども、

毎年の発表なので一つ疑問なのですけれど、この

人数の算出方法というのはどのようになっている

のでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 流氷まつりのイベント人数

の入込みの確認のお話ですが、人数につきまして

は基本的に前年の入込人数を参考にしまして、出

入口で目視による調査、バスの台数、駐車場の車

の台数、それから会場内に入っている人数を職員

が目で把握して、トータル的に判断しています。 

○古都宣裕委員 これは例えば、道の駅の利用人

数や各イベント等も、同様に見た上で人数を算出

しているような同じ形の算出方式なのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 道の駅につきましては、出

入口にカウンターが多分ついていると思いますの

で、そこのカウントとはまた違うと思います。ま

た、ちなみに冬のイベントでいいますと、「あっ

たか網走」につきましても同様な形の算出方法を

しております。 

○古都宣裕委員 ほかの自治体等を見ても同じよ

うな形での発表なので、一概にだめとも言えない

のですけれども、これを見ると、５日間で割って

それを仮に10時から６時までやっていたとすると

１時間当たり3,000人で、新しい人が次々１時間

ごとに入れかわるという、とても会場から見ると

本当にそんな数になるのだろうかという疑問が残

るのですけれども、「さんご草祭り」のときに、

逆に誘客そして来てもらった人にがっかりされて

はいけないというような話も議会の中でも出てい

たと思うのですけれども、それを見ると同じこと

が言えるのではないかと思うのですけれども、ど

のようにお考えでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 イベントの人数につきまし

ては、正直、網走市内でのイベントにつきまして

は、一人一人カウントをしているものはございま
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せん。一つの目安としてお考えになっていただく

ということになると思うのですが、ただ、この数

字を算出する上でも、他の類似施設の入込みです

とかそういったものも参考にしながら出していま

すので、決して乖離している数字だというふうな

認識はしておりません。 

○古都宣裕委員 観光の足を引っ張るという気持

ちは私はさらさらないので、それにそぐう人数に

なるようなイベントになることを期待しておりま

す。 

 次に、施設巡り観光バス事業補助金というのが

あるのですけれども、これはたしかサン・プリン

セス号のときに回遊したバスだと思うのですけれ

ども、これは運行が89日間となっていますけれど

も、実際のところ利用人数等までは把握している

のでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 施設巡りバスの利用人数の

関係でございますが、89日間で2,197名です。 

 サン・プリンセス号のときの人数ですか。 

○古都宣裕委員 いいえ、全体です。 

○伊倉直樹観光課長 申し訳ございません。今の

は89日間の補助運行日の人数なのですが、今回の

施設巡りバス事業補助金というのはあくまでも運

行補助、つまり網走バスが自主運行していないと

きに運行してもらうための補助事業なのですけれ

ども、サン・プリンセス号が来ているときには、

網走バスが自主運行で運行していますので、今回

の事業補助の対象外にはなるのですが。 

○古都宣裕委員 では今の話だと、サン・プリン

セス号寄港時の人数を除いた上で、89日間の運行

で2,197名であるということだと思うのですけれ

ども、通年を目指すに当たって、例えば、施設巡

りバスを利用した人にアンケート等を行った上で、

反省点や今後の改善点等は伺っているのでしょう

か。 

○伊倉直樹観光課長 アンケート等というのは、

ペーパー等では行っておりません。網走バスの運

転手さんが、何回かお話しする中での感触を聞い

ているということで、それにとどまっているとい

うことです。 

○古都宣裕委員 仮にですけれども、監獄博物館

ですとか流氷館ですとかそういった施設に停まる

のは１時間に１回の運行だとすると、１つの施設

を見に行って次に別な所に行くのに１時間待たな

ければいけないけれども、その施設に１時間いな

くてはいけないのかと、それならばタクシーを使

っても時間がもったいないからすぐに行くのが便

利なのではないかという部分なども踏まえた上で、

私はこれを今後の方向性で通年運行を目指すので

あれば、そういった部分もしっかりと見た上で活

用していかないと、ただ来てアクセスはあります

という放置ではなくて、アクセスを利用してもら

うにはどうしたらいいかという検討が必要だと思

うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 観光施設巡りバスの利用

促進につきましては、いろいろな取り組みをさせ

ていただいておりますけれども、これと連動する

ひがし北海道エクスプレスバスですとか、阿寒バ

ス、斜里バスとの連携によりますバスパスに対し

てオプションとして観光施設巡りバスのワンデー

パスの設定をさせていただいたり、そういった少

しでも利用促進、それから利便性を図っていくと

いうような取り組みをさせていただいております。 

○古都宣裕委員 利用取り組みもわかるのですけ

れども、事業としてやはり利用していただく方た

ちに対して利用しやすい環境をつくって利用率を

上げていくことが意味のあることだと思うのです

けれども、いかがお考えなのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 もちろん委員がおっしゃ

るとおり、利用される御客様の利便性ということ

でいえば、例えば、もちろんスケジュールですと

か、そういった配置についても当然見学あるいは

御客様の散策に合ったスケジュールを組んでいく

と、これはもちろんのことでありますけれども、

一方で、それに対する運行のコストということも

ございます。そういったところをにらみながら、

現段階で対応できるぎりぎりのところでこうした

対応をさせていただいているところです。 

 いずれにしても、今後の展開は利用促進をして

いくと、この施設巡りバスそのものが網走を観光

していただく、散策をしていただく、そういった

御客様の基本的なインフラだと、ベースなインフ

ラだというふうな組み立てで、私どもは組み立て

をさせていただくということで進めておりますの

で、今委員からの御指摘も今後の展開に入れなが

ら展開をしていきたいというふうに考えます。 

○古都宣裕委員 施設を見るのに、例えばさらっ

と見てしまったら、監獄博物館だとしても30分ぐ

らいで終わってしまったり、ただゆっくり見れば

50分から１時間かかったり、どういうふうに見る
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といいですよというプランニングもしながらそう

いった部分を進めると、苦情等も少なくなるので

はないかという部分を考えながら運行していただ

きたいと思います。 

 次に、海外宣伝ＰＲと国内宣伝ＰＲ事業なので

すけれども、ＰＲしたというのはわかるのですけ

れども、その効果としていろいろな各雑誌に載り

ました、そして観光客がそれを見て来ましたとい

うのはどれぐらいあったかというところまで把握

しているのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 国内宣伝ＰＲ事業及び海

外宣伝ＰＲ事業についての御質問でございますけ

れども、それぞれ媒体を使ってＰＲをすると、エ

リアマーケットが国内と海外との違いはございま

すので、そのはかり方というのはまちまちではあ

ろうと思いますけれども、例えば、国内宣伝事業

ということで申し上げますと、国内については、

大きく道内マーケットについては、道内で最も有

力な旅行情報誌に広告掲載をさせていただいて網

走をＰＲ展開すると。これも、テーマあるいはス

トーリー性を高めた網走の特集記事、例えば、流

氷開けのカニですとか、旬の花畑だとか、グルメ

だとか、女子旅だとか、流氷と楽しむといったテ

ーマ性、単にスポットを紹介するのではなくて、

テーマ性あるいはストーリー性を組んだ展開をす

ると。これを例えば道内マーケットということで、

一方、全国に向けては全国版の旅行情報誌、これ

も発行部数が日本最大の部数を誇る全国で展開す

る旅行情報誌を使って展開をして、こちらも観光

協会とのコラボレーションでイベントあるいは観

光スポットとの連携を図った展開をしております。 

 それぞれ例えば、道内マーケットの旅行情報誌

の展開については、掲載した各号のモニタリング

をしていただいて、読前と読後の満足度、それか

ら参考率、つまり、その広告記事掲載によって訪

問の参考にしたか、しなかったかといった検証を

出版社にしてもらって、一定の効果測定をさせて

いただくというような取り組みをしております。

それから道内の展開で、ＦＭの電波媒体を使って

おります。網走の各スポットのトピックスのＰＲ

ですとモニタリングを必ずしておりますので、そ

の聴取者からの御意見あるいは反響、パーソナリ

ティーへのいろいろな御意見等をモニタリングを

していただいておりますので、そういったところ

で効果測定をさせていただいているというところ

でございます。 

 一方、海外のマーケットにつきましては、台湾、

香港、タイ、シンガポールといった地域の有力な

旅行情報誌に広告掲載をさせていただいておりま

すが、これは直接的には網走へのインバウンドの

それぞれの国からいらっしゃるお客様の入込数が

確実に伸びてきているということで、一定の効果

があるというところで考えております。 

○古都宣裕委員 宣伝ＰＲということで、国内・

海外ともにメディアへの露出という部分はとても

重要だと思うのですけれども、例えば、国内でい

えば、いろいろなテレビ局等が実はこの道東に取

材に来たりしていることも間々ありまして、深夜

番組等で出ていることもあるのですけれども、何

年か前なのですが、羅臼のほうでゴールデン番組

の取材が１回来たら、目に見えて観光客が倍増し

たというような話もきております。そういった部

分を考えると、せっかくこのように予算組みをし

ているのであれば、ゴールデン番組を誘致するよ

うに少し使ってみたりとか、海外についてもそう

いった媒体を探してみるだとかといった形で使っ

て、なるべく効果があるような形を模索していく

のも一つではないかと思います。それは提案とし

て、終わります。 

 次に、外国語リーフレット作成事業というので

あったのですけれども、これはたしかタイ語のも

のをつくったはずなのですが、タイ語でつくった

リーフレットはもうタイの例えばエージェント等

に発送なりしたのでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 タイ語のリーフレット作

成事業についてでございますけれども、こちらに

つきましては、非常に有効に活用・利用をさせて

いただいているという御報告をしたいと思います。 

 まず、平成26年度につくりましたけれども、８

月にタイで行われます最も大きなＴＩＴＦという

旅行博覧会に持ち込みまして、各出展の旅行会社、

一般の消費者に大きく配布をし、網走の魅力を伝

えさせていただいたと。その後の11月にもＪＮＴ

ＯのＦＩＴトラベルフェアとか、あるいは旅行博

を通して、タイの御客様、マーケット、エージェ

ントに配布の継続をしているということでござい

ます。 

○古都宣裕委員 使い道を聞いて、少し安心しま

した。タイ語は限られている国の人の言語ですの

で、それが大量にこの網走に来てからやっと目に



－ 37 － 

するようでは、はっきり言って意味がないと思い

ますので、そういった現地にしっかりと配布しＰ

Ｒとして使っていただくようにお願いして、質問

を終わります。以上です。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩いたします。 

午後３時01分休憩 

午後３時10分再開 

○井戸達也副委員長 委員長を交代いたします。 

 経済部所管の、空き店舗活用事業補助金の答弁

がございます。 

○田口徹商工労働課長 先ほど井戸副委員長及び

古都委員から質問のありました、空き店舗活用事

業の件なのですが、平成17年から始めましたこの

事業におきまして、採択になった件数を22件と申

しましたが、申し訳ございませんが21件の誤りで

したので、訂正させていただきおわびさせていた

だきたいと思います。 

○井戸達也副委員長 それでは、休憩前に引き続

きまして再開をいたします。 

 質疑を続行いたします。 

○田島央一委員 私のほうからは、主要施策の成

果等報告書63ページの上段、ジャガイモシストセ

ンチュウ対策、こちらのほうの中身をお聞きして

いきたいと思います。 

まず、土壌検診の経費の一部補助ということ

ですが、検診結果は把握しているのでしょうか、

お伺いします。 

○川合正人農政課長 ジャガイモシストセンチュ

ウの土壌検診の結果についてでございますが、こ

ちらのほうは、農協と網走の普及センターも一緒

になりまして検査を実施しております。この検査

結果につきましては、網走農業対策連絡会議とい

うのがございまして、そちらのほうで情報の共有

を図っております。 

○田島央一委員 私は先日の本会議の一般質問で

もシロシストセンチュウのことでお伺いしました

ので、その関連でお伺いするのですが、この条件

として作付予定圃場での土壌検診ということです

が、今、農水省とＪＡがやっている調査は、作付

している圃場の土壌検診もやっていくということ

でしたが、予定圃場以外に今後広げていくような

見通しだとか検討は、市のほうでされているので

しょうか。その点について、お伺いしたいのです

が。 

○川合正人農政課長 ジャガイモシストセンチュ

ウの土壌検診の検査についてでございますが、シ

ロシストセンチュウにつきましては、抵抗性品種

の作付けした所を検査しているということでござ

いますが、こちらのジャガイモシストセンチュウ

の検査につきましては、バレイショの植えつけ前

の土壌を検診しておりまして、こちらを毎年やっ

てございます。そうしますと、輪作体系がござい

ますので３年ないし４年をしていくうちに大体の

圃場が、３年に１回、４年に１回で検査をされて

いっているという状況でございます。 

○田島央一委員 では、あくまで、作付予定の圃

場でこの対策をやっていくという認識でよろしい

でしょうか。 

○川合正人農政課長 ジャガイモシストセンチュ

ウの土壌検診につきましては、現在の検査要領に

基づきましてやっていきたいというふうに考えて

おりますし、今後、シロシストセンチュウの土壌

対策というのが、いろいろ農水省のほうからも指

針なりが出てきますので、そちらもあわせながら

農協なり普及センターとも連携をしながら、話を

しながら、対策に努めていきたいというふうに考

えております。 

○田島央一委員 先ほど言われました農水省とい

ろいろ連携していかなければならないということ

ですが、多分きょう、あすぐらいだと思うのです

けれど、シロシストセンチュウの農水省の調査結

果が出るかと思うのですが、現時点で農水省から

の情報がもう既に入っているのかどうか、その点

を確認したいのですか。 

○川合正人農政課長 農水省からは、中旬に専門

家の方と話をしながら、検討会をするというふう

に聞いています。それがきょう、あす中にはする

という予定で聞いておりますので、その結果に基

づいて農水省のホームページにアップされるとい

うことを聞いておりますから、きょうなりあすに

は出てくるのだというふうに思っております。あ

したの午後から私たちも打合せ会議がありますの

で、そのあたりまでには出ているのかというふう

には推察はしております。 

○田島央一委員 承知しました。国の方から情報

をもらって今後の対策を構築していくということ

なので、理解はしましたが、このシストセンチュ

ウの対策を市のほうでやっているということもあ

りますので、補助率が２分の１というふうになっ

ていますから、例えば、こういったものも農水省



－ 38 － 

のほうから市独自できちんとやっていることがあ

るので、これに対してしっかり支援してもらって、

農業者の負担を減らすか、市の負担を減らすか、

いろいろ考え方はあるとは思うのですけれど、国

から引っ張ってこれるものは、引っ張ってきたほ

うがいいのではないかという自分の考えもありま

すので、その点を申し添えて、質問を終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○川原田英世委員 私のほうから、何点か質問を

させていただきたいと思います。 

 まず、成果等報告書のほうからなのですが、57

ページ、ものづくり総合支援事業に関してです。 

 実績に補助実績３件、１番、２番、３番とそれ

ぞれの実績がありますが、それぞれの問い合わせ

件数は、把握されているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 問い合わせ件数につきま

しては、特に把握はしていません。 

○川原田英世委員 どれほどのニーズがあって、

やってみたいという声があってのものなのかとい

うのをお伺いしたいと思ったのですが、ないとい

うことなのですね。 

 新規で起業を目指す方、また、現在中小企業等

で何か情報ツールを持っている方にとっては、こ

れなら使えるのではないかとか、あれだったらい

けるのではないかといった情報を安易に取れると

は思うのですけれども、新規の方も入っているも

のですから、いろいろとやれるのかとか、これを

使っていけるのかなですとか、悩む方は多いと思

うのです。この下の次の事業もそうなのですが、

新規起業者に対しては、待ちではなくてしっかり

とこちらからアプローチしていくようなやり方を

して、問い合わせ件数は把握していないというこ

とでしたけれども、しっかりとこちらから訴える

何かを発信をしていかなくてはいけないのではな

いかと私は思うのですが、この事業に対してのＰ

Ｒというか、告知方法はどのようなことをされて

いるのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 問い合わせの件数につき

ましては、先ほど押さえていないという言い方を

したのですけれども、決して数は多くなくて、こ

れに数件ある程度という形になります。正確な数

は押さえていないというのが、事実だと思います。 

 ＰＲ方法なのですけれども、これは審査会を通

して決定するものですから、審査会の前の春と秋

に市の広報紙に流しておりますし、新聞にもＰＲ

を出しておりますし、さらには、商工会議所の会

員にも周知文を会議所にお願いして流していただ

いたりとか、そのほかにも物産協会の会員に周知

したりですとか、農大の創成塾の関係者にお話を

したりですとか、審議会の委員長である農大の先

生にもお願いしたりとか、こちらからも積極的に

使っていただきたいという気持ちがありましてＰ

Ｒはしているのですけれども、最近は若干少ない

傾向にあるというのが現状だと思います。 

○川原田英世委員 この起業家支援事業補助金は、

最初出始めたころに結構マスコミも取り上げたり

などして、使った人のインタビューがあって幅広

く知られたと思ったのですが、最近になってだん

だんと存在が、こういうのがまだあったのだとい

う程度の印象になってきているというところがあ

りまして、やはり使ってもらうという意識で、ど

んどんこういうのがあるから挑戦してくださいと

いう投げかけをしていただきたいと思います。や

はり、難しいのは、新規の起業者に対してなので

す。しかし、起業者に使っていただきたいものだ

と思いますので、このＰＲをしっかりとしていた

だきたいと思います。 

 次に、60ページの企業誘致プロモーション事業

なのですが、実績でデータセンター構築運用展に

出展となっているのですが、名刺交換数202名と

あります。この中で、今も連絡を取り合っている

というか、商談されているところは何件ぐらいあ

るのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 企業誘致プロモーション

事業ですけれども、この事業は昨年初めて千葉の

幕張メッセで行われましたデータセンター構築運

用展に出展しまして、網走の安全性等をＰＲさせ

ていただきまして、企業誘致に努めてきたところ

でございます。 

 昨年は初めての出展ということもありまして、

どのようにしたらいいのかなかなか難しい部分が

あったのですけれども、市内の工業団地とかの資

料、それから優遇措置の資料などを持って、先ほ

ど委員のおっしゃったとおり、名刺交換等をして

きたところです。その後帰ってきまして、名刺交

換をしたところにアフターの手紙を出しまして、

つながりを図ろうとしているところですけれども、

現実としましては、その後網走に訪れてくれたの

が１件の会社があるだけでありまして、その後の

つながりというのはなかなか構築できていないの
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が現状となっております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。なか

なか競争の厳しいところですね。北海道も手を挙

げているところがたくさんあり、各地域プロモー

ションに非常に力を入れてやっているところです

から、ただ、やはりやるのであれば、負けないよ

うにやっていかなければいけないところだとは思

いますので、名刺交換をさせていただいたところ

にメール、電話でぜひ積極的にこちらから連絡を

とっていくということを続けていただきたいと思

います。 

 観光に移らせていただきます。観光のほうで二

点ほど質問させていただきたいのですが、決算書

のほうに修学旅行誘致促進事業というのが入って

いるのですか、具体的にどういうことをされてい

るのかお聞かせいただけますでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 修学旅行誘致促進事業につ

いてのお尋ねでございますが、この事業は、まず

東日本大震災及び福島原子力発電所の事故によっ

て、平成23年度ごろ道央圏の中学校の修学旅行が、

東北地方に今まで行っていたのが、原発をきっか

けに道内のほうに動きがあるという情報を得まし

て、こういった方たちを確実に道東・網走の方に

引っ張るため、いろいろプロモーションをやって

いると。 

 また、あわせて首都圏もしくは関西圏に出向い

て行って高校生の修学旅行の誘致をしていると。 

また、小学校につきましては、道東域、根釧、

帯広地域というのは、北海道の小学生の大体一泊

二日の修学旅行の圏域内にありますので、そうい

ったところに出向いてプロモーションを行ってい

るところでございます。 

○川原田英世委員 今伺うと、幅広く修学旅行誘

致のために動かれているということですね。金額

を見ると、そこまでできているのかと思ったもの

ですから伺わせていただいたのですけれども、対

象者等どのエリアの方たちにアプローチされてい

るのか、もう一度お聞かせいただけますか。 

○伊倉直樹観光課長 この事業につきましては、

まず本州のほうなのですけれども、先ほど首都圏、

関西圏のお話をしましたが、首都圏の誘客を図る

上では、北海道観光振興機構が主催する首都圏・

関西圏キャラバンに参加をして誘客を図っており

まして、昨年においても、その予定で旅費を30万

9,000円措置をしておりました。 

しかし、一昨年当市でもこのキャラバンには

参加をしたのですが、この機構が北関東エリアを

中心としたプロモーションを行っておりまして、

その交通手段として、北海道新幹線開通を見据え

て新幹線の利用を想定しているという模様であっ

たと。新幹線で道南入りをしてその後道東まで移

動するというのは、非常に困難であるというふう

にこちらでは判断していました。昨年平成26年度

については、キャラバン内容を確認してから参加

するかどうかを決める予定をしておりましたが、

その結果、その前の年と同様、新幹線の利用を考

えた内容であったため参加を見送ったということ

で、この分の旅費が実際かかっておりません。 

 ただ、誘客はしていないのかということになる

と思うのですが、実際にはそうではなくて、首都

圏なり関西圏に別な形で観光プロモーションに行

っています。そのときに、修学旅行の誘致の宣伝

というのもあわせて行わせていただいております。 

○川原田英世委員 内容は、わかりました。修学

旅行の誘致というのは、これからすごく大事にな

ってくるのではないかと思っています。先日、私

自身も農業体験として修学旅行の学生たちと芋掘

りなどを一緒にしたのですけれども、非常に興味

津々で喜んでいて、やはりこちらの売出し方次第

で修学旅行、食育等も絡めてやっていくのは非常

に重要だと思いますので、ことしはこういう形で

対象のところが変わってしまったということもあ

りますけれども、ぜひ今後もいろいろ考えながら

進めていってほしいと思うところであります。 

 次に、７（セブン）ミュージアムＰＲ事業につ

いて伺わせていただきたいと思います。これは、

報告書の69ページです。まず初めに、これは平成

26年度に初めて行った事業なのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 ７（セブン）ミュージアム

ＰＲ事業についてでございます。この事業につき

ましては、平成25年５月１日にモヨロ貝塚館が新

たにリニューアルされたことをきっかけとしまし

て、市内の七つのミュージアムを市内外に広くＰ

Ｒ利用し、観光客の市内滞在時間の拡大、リピー

トを促すこと目的として実施しております。 

○川原田英世委員 私自身も網走を離れて戻って

来て、七つもミュージアムがあったのだと改めて

考えて見させてもらっていたのですが、確かに、

観光客に１枚のリーフポスターでＰＲしていくと、

そのほかにスタンプラリーを実施する。スタンプ
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ラリーを実施した上での景品交換の人数がこの下

に書いてあるのだと思うのですが、スタンプラリ

ーに参加された方の人数というのは把握されてい

ないのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 スタンプラリーに参加した

人の人数のお尋ねでございますが、７施設、７ミ

ュージアムで3,367人です。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。この

スタンプラリーの景品交換は、七つのミュージア

ム全てに行った方を対象ということでよろしいで

しょうか。 

○伊倉直樹観光課長 平成26年度につきましては、

前年の反省を踏まえまして、７個と５個と３個の

三つに分けて、商品も分けております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。七つ

のミュージアムがあるということで、これをまと

めて宣伝していくというのはすばらしいことだと

思うのですが、私が一つ気になっているのは、金

額であります。やはり、ほかの地区などを見ると、

パスが多いのです。七つ回れますよ、全部で例え

ば1,500円だとして、七つ全部回れますよだとか

というようなパスが多いのですけれども、これは

七つのミュージアムがありますよという宣伝で、

好きに行ってくださいという形になるのだと思う

のですが、このやり方を選んだ理由というのは何

かあるのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 まず第一には、七つのミュ

ージアムを知ってもらうということなのですが、

そういった観点でいきますと、委員がおっしゃる

ように割引というか、例えば全部の施設を回ると

施設料が何割引になるというのは、非常に効果が

高いものというふうには思っていますが、なかな

か７施設がそういった形での共通認識に立つのが

難しいのと、入館料を減額するというのは、ほか

にフリーで来ている方もいらっしゃいますので、

その辺の公平感を考えると、なかなかそこまでは

踏み切れなかったと。ただ、回るときに施設めぐ

りバスも設定をしているのですけれども、ここは

ワンデーパスということで、大人800円、子供400

円という形で、そういう形の利用も促していると

いうことで、何とか御理解いただきたいというふ

うには思っております。 

○川原田英世委員 ぜひとも検討していただきた

いと思います。確かに、この七つのミュージアム

をまず知っていただくということが大前提であり

ますけれども、やはり滞在時間を長くする、そし

て本来この日程では行く予定ではない所に、この

パスがもしあったとしたら寄ってみようかと思え

る、そういうきっかけづくりも非常に重要だと私

は思っているものですから。 

 それと、先ほどありましたように、せっかく周

遊バスもありますからバスと一緒に全てしてしま

うだとか、そういう考え方もあってもいいのかな

と思いますので、今やはりいろいろな所を見ても

らって、情報を得てもらって、そしてその来た観

光客が新たな宣伝役となってさらに広めてもらう

という観点も重要だと思いますので、そういった

意味も含めてこのＰＲ事業をどんどん進めていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

私のほうからは、以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○佐々木玲子委員 私のほうから、二点ほどお伺

いいたします。 

 まず、成果等報告書の58ページの空き店舗対策

事業なのですが、これは二人の方から質問が出て

いますけれども、私のほうからもまた違った観点

で何点か確認しながら質問をしたいと思います。

これは平成17年の補正予算で計上された予算でし

て、ちょうどことしで10年になります。これに対

して改めて初年度からの利用者数、途中でやめた

方、またそのまま継続していられる方について、

時系列的に件数を教えていただきたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗活用事業の実績

の時系列的なものですけれども、平成17年度につ

きましては３件、平成18年度は５件、平成20年度

が２件、平成21年度が２件、平成22年度が１件、

平成23年度が１件、平成24年度が２件、平成25年

度が１件、平成26年度が１件、平成27年度が今の

ところ３件となっております。そのうち撤退した

企業といいますか事業者ですけれども、平成17年

度が１件、平成18年度が３件、平成21年度が１件、

それから平成25年度が１件となっております。 

○佐々木玲子委員 ありがとうございます。思っ

たより、やめられた方は少ないと。ことしを入れ

ると24件利用された中から、今のところ６件が廃

業されたということで、実は、この予算が計上さ

れましたときに、私は非常に懸念を持っておりま

した。四条の商店街の衰退というのは、やはり基

本的には事業者さんたちの姿勢が一番大事だろう

と思っていたものですから、行政が手助けをする
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ということが本当にいいのかどうか、非常に私は

懸念をもって今まで見守らせていただいておりま

した。そういう意味では、私が懸念していたこと

以上にこれは成果が出てきているのだと。 

 実は、昨年、私どもの衆議院議員が網走に来た

折に商店街を案内したときに、本当に元気なまち

だねと言っていただきました。それは本当にうれ

しくて、また、他の自治体に視察に行きましてい

ろいろまちの中を見るのですが、やはりもっと寂

しい状況、シャッターが閉まっていたり、ごみが

散らかっていたりと、本当に非常に厳しい状況の

所も見受けられました。そういう所から見ますと、

一生懸命商店街の方たちも環境美化にも努められ

たり、道が実施している道路清掃月間で商店街を

清掃に歩いたときにも、本当にごみを見つけるの

が難しいぐらいきれいな状況だったこともありま

した。そういう意味では、この空き店舗対策が商

店街の皆さんへの後押しにもなっているのかなと

いうふうに捉えたいとは思っております。そこで、

１件、２件という年が多かった割りに、ことし３

件立て続けにあったということは、本当にいいこ

とだと思っています。 

 そういう中で、二点ほど気にかかる点を提案も

含めまして議論をさせていただきたいと思うので

すけれども、まず一点は、実は意外と業種は偏っ

てはいるのですが、若い方たちでこの四条商店街

の周辺で開業したいという方が結構いらっしゃる

のです。ところが、四条に面した所に限定されて

いるものですから、そうすると家賃を聞くと結構

高いのです。若い方たちがそこで開業をしようと

思うと、どうしても二の足を踏んでしまう。たと

え改修費が出ようとも、家賃が１年間半額補助が

あったとしても、その後が続くかどうかが非常に

大事なところで、そこでやはりなかなか一歩足が

踏み出せないでいるという印象を私は受けていま

す。そこで、何回か相談を受けたのは、四条に面

した方じゃなく三条側、五条側にも結構それなり

に店舗として活用できそうな所がありまして、そ

こは家賃もやはり表に面していないだけある程度

低額なのです。そういう所でだったらやってみた

いのだけれども該当しないのですよねと、そうい

うのも少し緩和してもらえないものだろうかと、

そういう声もあるのですけれど、そういう意見に

対してはどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今、佐々木委員からお話

があった件につきましては、ここ数年来議会の本

会議の中でも、いろいろと意見が出されていると

ころではあるかと思います。それで、先ほども言

いましたが、現在まだ四条通り、広小路の中には

空き店舗が10店舗以上あるというような状況もあ

りますので、まずは、そこを活性化させていきた

いというのが我々の考え方でございまして、その

ほかの地域につきましては、平成25年度に起業化

支援事業というのを創設いたしまして、家賃補助

はないのですけれども、事業を開始するに当たっ

ての改修費の補助、限度額も空き店舗の半分の50

万円となっておりますけれども、そちらのほうを

活用していただいて取り組んでいただければとい

うふうに考えているところでございます。 

○佐々木玲子委員 確かに、まず四条からという

のは私もよくわかるのですが、そこはやはり相乗

効果ということもありまして、どちら側からも攻

めていくほうが、もっとたくさんの人が四条周辺

に周遊してもらうということが、すごくまた商店

街そのものの活性化にもつながると思うので、こ

れは検討課題にしていただきたいと申し上げてお

きたいと思います。 

 もう一点なのですが、実はこの空き店舗対策の

資金を実際に利用するに当たって、私自身は細か

い手続等については全く今まで携わることもなか

ったものですから、よくわかっていなかったので

す。まず手続の前に、空き店舗がどれぐらいある

のかというのを商工労働のほうにお伺いしたとこ

ろ、地図上でここが今は空いていますよという情

報だけで、例えば地権者がどなたなのか、連絡先

がどこなのか、その辺については振興組合のほう

にお尋ねくださいということでした。実際に振興

組合に行きましたら、「僕らも他人の財産だし、

一応地図に載っているような所があるという程度

しか情報は持っていません」と、そういうお答え

でした。そうなると、実際本当に空き店舗対策の

資金を使って開業をしようと思う方がたらい回し

にされてしまう。そして私も困ってしまいまして、

ある空き店舗については連絡先がわからないとい

うことで、１階にある法務局の出先機関で資料を

取り寄せました。そうすると持ち主がわかるもの

ですから、それで連絡先を調べたという経過があ

るのですけれども、これでは、市が補助金を出し

ている、きちっと市としてこういう補助金を持っ

ていますよという割には、きちっとした対策につ
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ながらないのではないかと思うのですけれども、

その辺はどのようなお考えでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今、佐々木委員のほうか

ら空き店舗の所有者等の把握についてというお話

があったかと思いますが、我々も空き店舗の所有

者については、できる限り調べるように努めてお

りますし、商店街におきましてはつながりがある

ものですから、我々よりも商店街に行って聞いて

ほしいというふうに市のほうでは言ったのだと思

いますけれども、双方でその情報は持っています。

ただ、プライバシーの問題もあるのでなかなか言

えない部分もありますが、その辺は今後検討課題

として考えていきたいというふうには思っており

ます。 

○佐々木玲子委員 加えて、そのときに持ち主が

はっきりわかって問い合わせしたところ、実は老

朽化し過ぎていてお貸しできないのですと。でも、

空き店舗の表示の中には、そこも空き店舗として

表示をされているわけです。そうなると、本当に

使える空き店舗というものが何件あるのかという

のが、把握されてないということになりますよね。 

 そこでやはり、実際に空き店舗として活用でき

る空き店舗というものを明確にしておく必要があ

るかと思うのですけれど、その辺はどうでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗の活用できるか

できないかということの調査というお話だと思い

ますけれども、今委員のおっしゃったとおりだと

思いますが、なかなか中まで入って調査もできな

いという状況があります。ただ、商店街の方々に

聞いたりしまして、そこの状況がどうなっている

のかというのは把握に努めるようにしております

し、我々としては使えるか使えないかは、ある程

度押さえるようにはしているところでございます。

今後ともその件につきましては、調査をしていき

たいというふうに思います。 

○佐々木玲子委員 今申し上げたところは、もう

少し明確なきちっとした空き店舗の情報というも

のは、整備していっていただきたいと思います。

それと、多分今の答弁の中から考えると、まだま

だ活性化しなければならない課題が残っていると

いうことで、この対策は平成17年から始まってち

ょうど10年たったというところなので、10年たっ

て先ほど見直しがどうかというお話も出ておりま

したけれども、この対策についてはこれからも続

けるということだとは認識をしますけれども、ど

れぐらいをめどにこの事業というのはやっていこ

うと考えているか、何かお考えがあったらこの件

について最後の質問にしたいと思いますが。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗活用事業の継続

の問題ですけれども、中心市街地が十分に活性化

されている状況とは現状では言えないというふう

に認識しておりますので、この事業については当

分継続していきたいと考えておりますが、いつま

でということはここでは明言できない状況となっ

ております。 

○佐々木玲子委員 どういうことも、実はきちっ

としためどをもちながら、ある程度の時期がきた

ら次のステップへというような考えが必要かと思

ったものですから、伺わせていただきましたけれ

ども、１日も早く空き店舗がしっかりと一つもな

くなったというような状況になれば最高だと思い

ますけれども、これには私たちも協力しながら、

一件でも多く空き店舗が減るようになればいいな

ということを思いながらこの質問を終わらせてい

ただきます。 

 次に、もう一点だけ、成果等報告書の60ページ、

生活交通道路線維持対策事業なのですけれども、

これは小清水などいろいろな方面へ向けての市民

の足の確保ということで補助金を出していると私

は認識をしておりますけれども、ここ数年の利用

者数というものは把握しているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 生活交通路線バスの補助

の関係ですけれども、現在、生活交通路線として

市が補助している路線は、平成26年度におきまし

ては美幌線、小清水線、斜里線、女満別空港線、

それから東藻琴の網走線、常呂線、サロマ湖栄浦

線となっております。これらのバスにつきまして

は、生活交通路線ということで国と市の補助で運

行しているわけですけれども、利用実績につきま

しては、バス会社のほうでも、料金である程度算

定しているといいますかそういう状況でございま

して、実際にカウントはしていない状況となって

おります。そのため実際の数は把握できないので

すけれども、補助金の額がだんだん上昇している

状況から、利用者は減少しているというのが現実

だというふうに考えております。 

○佐々木玲子委員 そうであろうと思っておりま

した。それで、この路線はどのような方たちが主

に利用しているのか、また時間帯はどの時間帯が



－ 43 － 

一番多いのか、それも今のお話ですと把握は多分

なかなか難しいということで、分析しないと出て

こないのだろうと思います。 

 そこで思うのは、実は、例えば二ツ岩地区とか、

公共交通のないところに生活路線バスを走らせて

いますが、そういう中で、生活道路の維持という

意味では国との補助ということなので、網走市独

自でこの補助金をどうのということはなかなか難

しいのかもしれませんけれども、少しでも価値的

に補助金を使う、また市の一般財源も投入するこ

とにもなりますから、その辺でしっかりとできれ

ば美幌線、小清水線全てにおいて、多分私が想像

するには学生さん、また、まれに病院へ行かれる

方がほとんどの利用状況で、人が一人も乗ってい

ない空のバスが走っているなどというのも見かけ

ますし、これは本当にたった１人の人が犠牲にな

っていいのかと、そうことは決して思っているわ

けではないのですけれど、もっと価値的な走らせ

方をするために、アンケートとか実態調査をきち

っとして、市内の交通で非常に不便をされている

方も含めて、もう少し実質的な皆さんの生活に役

に立つ路線の確立というものを、ほとんどこの辺

網走バスさんに委託している事業だと思います。 

 そこで、網走バスさんともよく協議をしながら、

もっと価値的な走らせ方とするということを、そ

ろそろ考えなければいけない時期に来ているので

はないかと思いますけれども、その辺はどのよう

にお考えでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今、委員のおっしゃった

のは、生活交通路線の利用促進を図るという考え

方だと思いますけれども、確かに、補助金は年々

高騰しているような状況がございます。そのため、

市としましては事業者と協議をいたしまして、事

業者も利用促進に向けての取り組みを行ってほし

いというようなこと、それから利用しやすい時間

帯に運行させる、その辺についてもぜひ検討して

ほしいということでお話をしておりまして、事業

者だけがするのではないですけれども、私どもも

その辺については今後も検討していきたいという

ふうに考えております。 

○佐々木玲子委員 考え方としては、当然そうだ

ろうと思います。そこで、具体的な対策を何か考

えていらっしゃるのか、それともう一点つけ加え

ますと、患者送迎バス、これがまた所管が別で保

険のほうの予算からきているのですが、この患者

送迎バスが今いろいろ運用の仕方を工夫されて、

皆さんに結構喜んでいただいている足にもなって

いる。そういう点で、もしかすると患者送迎バス

も含めての事業が別々で縦割りなのですけれども、

ここを横の連携を図っていくというのは、これか

らの地方の自治体の生き残りの一つの道ですから、

それも含めての協議をしてみる必要が私はあるの

ではないかと思うのですけれども、その辺はお考

えどうでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 公共交通のあり方という

ことで、実は、この生活交通路線は、他都市との

連携となっているバスに国の補助が入っているわ

けですけれども、当然その途中に郊外地区があり

まして、郊外地区と公共交通のお話をさせていた

だいております。その中では、福祉バスの活用で

すとか、スクールバスの活用ですとかを含めまし

て、協議をしているような状況がございます。 

 現実には、なかなか生活交通路線の利用が促進

されていくという状況にはなっていないのですけ

れども、今後は高齢化が進むにつれて、自動車離

れが起き、生活交通路線は大変重要なものになっ

てくるという認識は、地域と我々と双方に持って

いますので、双方で利用促進できるようなことを

考えていきたいというふうに考えております。 

 また、一部コミュニティー路線、西山通線の関

係などにもなってくるのですが、こちらのほうも

交通不毛地帯ということで、市と国で走らせたり

しているわけですけれども、そういうところの利

用の低い路線も実はあるという状況がございまし

て、バスにつきましては地域の協議会をつくって

いるのですけれども、その中でもそういうような

指摘がございまして、網走バスさんのほうにもい

ろいろと相談しまして、まだはっきりしていない

部分もありますので具体的には言えませんけれど

も、バスのあり方についてもいろいろと検討はし

ている状況となっております。 

○佐々木玲子委員 そのように検討が進んできて

いるということで、さらにこういう質問が出たと

いうことで、具体的にどんなふうに詰めていくの

かというところもさらに具体策を考えながら、ぜ

ひ市民の皆さんの安心な足の確保という部分で、

本当に使いやすい、そして一番費用が少なくて済

むという方法をぜひ考えられて、これからの予算

に反映させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。私の質問は、以上で終わ
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ります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○金兵智則委員 それでは、まず、成果等報告書

の最後のページにあります、国の緊急雇用創出推

進事業、地域人づくり事業として四点載っており

ます。この雇用された皆さんが、その後継続して

雇用になっているかどうか、その辺についてお伺

いしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 緊急雇用の関係でござい

ますが、平成26年度におきましては、起業支援型

地域雇用創造事業というものと、地域人づくり事

業という２種類の緊急雇用の事業がございました。 

その中で、起業支援型地域雇用創造事業のほ

うでは、障がい者就労支援型農産物加工品開発事

業という１事業を行ってきております。こちらの

ほうでは３人の新規雇用があり、うち１名が継続

雇用となっております。今の事業は、継続事業の

部分です。 

 ここに出ている地域人づくり事業ですけれども、

この中では、シルバー人材センター就業開拓等支

援事業という事業がございまして、シルバー人材

センターに委託しております。これは非雇用型の

事業だったのですけれども、シルバー人材センタ

ーでは１名雇用しまして、新規開拓場所の開拓に

努めておりますが、現在もその方は雇用されてい

るというふうに聞いております。 

 次に、体験型観光施設利用促進人材育成事業で

ございますが、これは観光協会のほうに委託した

事業でございますが、大曲湖畔園地などを活用し

まして、体験型のリーダーを育成する事業として

取り組んだところでございますが、こちらも１名

の継続雇用となっております。 

 それから、東アジアサイクリスト誘客促進人材

育成事業でございまして、こちらも観光協会に委

託した事業でございますが、地域観光やイベント

開発、運営に関心を持つ者を雇用しまして、東ア

ジアサイクリスト誘客促進事業を通じて地域観光

プランナーを育成するということで取り組んだ事

業でございます。これにつきましては、ロードマ

ップの作成やプロモーション資料の作成などいろ

いろな取り組みを行って、今後の観光施設への就

職が期待できるような状況になったのですが、こ

の方は個人の理由で留学をしたいということで、

現在は辞められたというふうに伺っております。 

 それから、介護従事者人材育成事業ですけれど

も、こちらは介護業務未経験者を雇用しまして、

介護人材の量的確保並びにイメージ改善を行う目

的で行いました。当初３名ほどの雇用を予定して

いたのですが、なかなか介護事業ということもご

ざいまして人が集まらず、最終的には１名応募が

あり、その方は現在継続で雇用されているような

状況となっております。 

○金兵智則委員 この緊急対策事業で、４人雇用

されたうち３人が継続雇用ということは、雇用が

少なくなっている現在すばらしいことだというふ

うに思いますけれども、今、詳しく御説明いただ

きましたそれぞれの事業においては、例えば、体

験型観光の企画立案、施設利用者への体験指導を

行う人材の育成ということで、事業内容を詳しく

書いてございます。この辺について今後継続され

ている方については、このようなことを今後やっ

ていっていただくということなのだと思いますけ

れども、その辺のめどといいますか、今の状況と

いうのはどのようになっているのかお伺いしたい

と思います。 

○田口徹商工労働課長 これらの緊急雇用事業に

つきましては、商工労働課から各課のほうに発注

している部分でございまして、現状はこのように

把握させていただいておりますけれども、今後に

つきましては、継続されるというふうには聞いて

いますけれども、それ以上のことは情報を持って

いない状況となっております。 

○金兵智則委員 その後については今のところは

情報を持っていないということでありましたけれ

ども、そのような方を育成するための事業であり

ましたので、そのような形になっていただきたい

というふうに思いますので、その辺の情報は得て

いただければと思ってはおります。 

 次の質問に移ります。 

 決算書221ページにあります、木育推進事業は

決算額がものすごく小さい事業ではありますけれ

ども、木に触れるということについては大切な事

業なのかなというふうには思いますが、今までは

どのようなことをやってきて、平成26年にはどの

ようなことをされたのか、御説明いただけたらと

思います。 

○川合正人農政課長 木育推進事業についてござ

いますが、こちらのほうは子供を始めとしました、

全ての人が木と触れ合い、木に学び、木と生きる

取り組みを通じまして、人や自然に対しての思い
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やりや優しさを育むということが木育の目的でご

ざいます。 

 平成26年度につきましては、あばしり学講座に

おきまして「美岬の森 探索～秋の味覚と森の巨

人～」というふうに題しまして、社会教育課と連

携をしまして美岬地区の森を探索することにより

まして、森林の役割や重要性について認識を深め

るということで事業を行ったところでございます。

こちらのほうは10月19日に実施をしておりまして、

参加者は18名となってございます。平成25年まで

は「こまば木のひろば」におきまして実施をして

おりまして、こちらのほうで網走「げんきの森」

ワークショップの開催をしておりまして、こちら

はオホーツク総合振興局との連携によりまして実

施をしております。こちらのほうも、参加の人数

は平成20年度は30名、平成21年度は36名、平成22

年度は18名、平成23年度は14名、平成24年度は天

候が悪かったものですから中止しております。平

成25年度は15名ということで実施をしておりまし

て、こちらのほうで、木の探索、また木の森の家

で写真のパネルをつくりまして、木に触れるよう

な授業をしております。 

○井戸達也副委員長 金兵委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後４時01分休憩 

午後４時10分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 金兵委員の質疑を続行いたします。 

○金兵智則委員 まず、先ほどの御答弁で、平成

26年度からはあばしり学で木に触れる体験をやら

れたということの御説明をいただいたところであ

りますけれども、予算額がたしか６万3,000円に

対して2,740円の決算額ということで、もともと

それをやる予定の予算だったのか、ほかに何かや

るつもりだったものができなくなったのか、その

辺についてお伺いしたいと思います。 

○川合正人農政課長 木育推進事業の予算につい

てございますが、６万3,000円の予算を計上して

おりました。この中には、平成25年度までやって

おりました網走「げんきの森」ワークショップと

の協働によります、木育ということも視野に入れ

て考えてございました。しかしながら、あばしり

学での開催のコラボレーションといいますか、開

催の打診もありましたので、そちらの方とやるこ

とが木育としてもいいのではないかということで、

平成26年度はあばしり学のほうで実施したという

ことで、予算額につきましても原材料費として

2,740円の支出で済んだというところでございま

す。 

○金兵智則委員 ただいまの御答弁で理解させて

いただきたいと思いますけれども、先ほど御説明

いただきましたワークショップのほうの参加者数

が徐々に少なくなってきたという実績がある中で、

平成26年度はあばしり学とのコラボレーションで

やられたということでの評価というのは、どのよ

うになっているのかお伺いしたいと思います。 

○川合正人農政課長 あばしり学とのコラボレー

ションで実施したというところでございますが、

こちらのほうに出席された方にいろいろと社会教

育課のほうでも聞いていらっしゃいますが、やは

り参加してよかったということと、網走市の木で

あります美岬のヤチダモを見られてよかったとい

うこともありましたし、その後エコーセンターに

入りまして木育の工作をしたということでもあり

ましたので、好評だったというふうに思っており

ます。平成27年度も、あばしり学のほうで実施す

るような方向で進めていきたいというふうに考え

ております。 

○金兵智則委員 ちなみに、定員何人に対して何

人参加というのを、御説明いただいてもいいです

か。 

○川合正人農政課長 こちらのほうは、社会教育

課のほうで募集してございますので、定員が何人

かということまでは私のほうでは承知はしており

ませんが、参加者のほうは18名だったというふう

に聞いております。 

○金兵智則委員 18名ということで、平成25年が

たしか19名という御説明だったかと思いますけれ

ども、あばしり学のほうに移行しても人数的には

それほど変わらなかったのかと。木育という事業

は、大事な事業だというふうに思います。もっと

多くの方に体験していただきたいと思いますけれ

ども、その辺のお考えについてお伺いしたいと思

います。 

○川合正人農政課長 木育というのはやはり大事

なものだというふうには思っておりますので、社

会教育課並びに農政課のほうでも広報しながら募

集をしていきたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 あばしり学ということで、あら
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ゆるところで目にするところではありますけれど

も、しっかりとした周知、ＰＲ等をして、木育推

進により励んでいただきたいというふうに思って

おります。 

 次に移ります。次に、バス待合所整備事業補助

金という事業が、成果報告書でいうと61ページに

あったかと思います。 

 400万円の予算現額に対して決算額が160万円で、

実績が２件ということでありますので、単純計算

で１件80万円ということですので、もともと５件

ということを予定されていたのかと思いますけれ

どもいかがですか。 

○田口徹商工労働課長 バス待合所整備事業補助

金の関係ですけれども、今、委員のおっしゃった

とおり、当初、事業主である網走バスさんでは、

５件のバス待合所を整備するということで事業の

申請を行っていたところでございますが、残念な

がら地権者等との調整がつきませんで、実際にで

きたのが２カ所という状況となっております。そ

れで、平成26年度の実績は、160万円となってい

る状況でございます。 

○金兵智則委員 そういうことで、今後の方向性

に平成27年度も継続しますと書いていただいてい

るのかというふうに思います。 

 バス待合所が整備されていく目的の中にもあり

ます、路線バス利用の促進を図りますというふう

にありますけれども、バス待合所が雨宿りができ

るということでバス利用がふえていくかというと、

それもなかなか難しい状況なのかと思いますけれ

ども、その辺について担当課としてどのように考

えられているか一応お伺いします。 

○田口徹商工労働課長 バス待合所が整備されれ

ばそれだけ利用者が促進されるかというふうに、

端的には当然考えてはおりませんが、バスを利用

される方の環境整備ということで、少しでも利用

しやすいバスにしていきたいという事業者の意気

込みは評価すべきだというふうに考えております。 

○金兵智則委員 雨の中でバスを待たれている高

齢の方などがいらっしゃると、車に乗せてあげた

いと思うようなときもありますので、整備はこの

まま続けていっていただきたいと思います。 

 最後に、先ほど川原田委員からもありました、

７（セブン）ミュージアムＰＲ事業についてお伺

いしたいと思います。 

 先ほど川原田委員から七つ回るときの周遊パス

というようなすばらしい意見もありましたけれど

も、まず基本的なところで、景品交換をされた方

が686名とあります。平成26年度からは、３カ所、

５カ所、７カ所でされていたと思いますけれども、

その辺の内訳がわかりましたらお願いいたします。 

○伊倉直樹観光課長 景品の内訳でよろしいでし

ょうか。 

○金兵智則委員 景品交換された方が686名いら

っしゃいますけれども、３カ所回って景品交換さ

れた方、５カ所回って景品交換された方、７カ所

全部回ってされた方と、多分分かれているのだろ

うと思いますけれども、その内訳を教えていただ

ければというふうに思います。 

○伊倉直樹観光課長 ７カ所回った方が253人、

５カ所が124人、３カ所が309人となっております。 

○金兵智則委員 ３カ所で諦めるという言い方が

いいのか、３カ所で時間がなくなってしまう方、

５カ所まで回ったのなら７カ所まで回ってしまお

うということで、７カ所のほうが多いのかなとい

う感じもいたしますけれども、この目的は、観光

客の市内での滞留時間の延長、さらにリピーター

の確保ということになっております。３カ所回る

よりは５カ所、５カ所回るよりは７カ所回ってい

ただいたほうが、１日で考えれば長くなるのかと

思います。 

 現状は、先ほども御説明いただきました、

3,367名が参加されて686名が景品交換されたと。

前年でしたか、景品交換された方が48名いうとこ

ろに比べれば、大変多くなったというふうに思い

ますけども、現状の人数について担当課としては

どのような評価をされているのかお伺いしたいと

思います。 

○伊倉直樹観光課長 委員お話のとおり、その前

の年というのは実績として49名という数字でした。

そのときはたしか景品が７カ所行かないともらえ

ないということで、７カ所回るというと時間もか

かりますので、利用促進という形で５カ所、３カ

所というのを設けて、結果的に686名の方に景品

を交換していただいたということで、その前の年

よりも決算額も落とした中でこれだけの人数に利

用していただいたのは、一定の成果があったとい

うふうに考えております。 

○金兵智則委員 ちなみにお伺いしたいのですけ

れども、景品交換に来られた方の内訳が括弧内に

あります。市内224名、観光客374名、その後ビジ
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ネス８名というのと、その他80名というのがあり

ますけれども、その辺の詳しい内容についてお伺

いしてもよろしいですか。 

○伊倉直樹観光課長 ここに記載の内訳なのです

が、アンケートで書いていただいた部分なので、

このあたりの詳細な部分というのは申しわけあり

ませんが情報として持っておりません。 

○金兵智則委員 ビジネスという方がどんな方な

のかというのが気になったものですから、お伺い

してみました。 

 どちらかというと市内の224名の方もありがた

いことですけれども、観光客の374名というのは

もっとふやしていかなければいけないのかなと。

スタンプラリーはまだ継続されている事業だと思

いますので、これに参加していただける方をもっ

とふやしていかなければいけない。そして、滞留

時間を延ばすためには３カ所で景品交換されるよ

りは、５カ所、７カ所と回ってもらわなければい

けないと思いますけれども、今後どのようにして

いくお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○伊倉直樹観光課長 やはり、ミュージアムに行

っていただくきっかけづくりとしての施策という

ふうに考えております。それで、今回こういった

形の人数の利用者が実態としてできましたので、

今後例えばニーズ調査といいますか、こういった

きっかけづくりの景品で行っていただくというこ

とでも構いませんので、どういったことを利用者、

ユーザー側が求めるかというのを何らかの形で調

査をしながら、よりよいものに進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○金兵智則委員 調査をしながらより数を回って

いただけるように、より人数をふやすように調査

をしていくという御答弁だったでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 アンケートかどうかはわか

らないですが、例えば、施設の窓口のヒアリング

等で、こういった形のセブンミュージアムを利用

されている方に、今後も利用していただけるかど

うかというのを、ヒアリングをしていく中での情

報をこちらにも聞かせてもらう形で、利用促進を

どういうふうにしたらいいのかということを考え

ていきたいと思っております。 

○金兵智則委員 今後利用された方から声を聞き

ながら、利用促進に向けて取り組んでいくという

ことだというふうに思います。先ほど川原田委員

から示されたようなアイデアもあります。ただ49

人から686人にふえたからオーケーということで

は、多分ないのではないかと思います。 

 目的のところに滞留時間の延長、リピーターの

確保ということで明記されておりますので、それ

に向けてきちっといろいろ考えてやっていかなけ

ればならないということだと思いますので、また

違う機会で議論させていただければと思います。

以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○松浦敏司委員 何点か質問させていただきます。 

 最初に、中小企業融資制度についてであります。 

 いただいた資料の中で、一般資金の運転資金で

新規が前年度より５件減少、金額も7,364万円減

少していると。年度末残高では、件数で20件増、

3,871万円増となっていますが、この数字につい

てはどのような認識をお持ちなのか伺います。 

○田口徹商工労働課長 中小企業融資制度の実績

でございますけれども、一般資金につきましては、

新規事業の数にしましても、ほぼ一定の数字にな

っているのかというふうに考えております。また、

設備資金につきましては、平成24年度から２桁の

数字という形になっておりまして、平成20年のリ

ーマンショックとか、平成23年度の東日本大震災

という最悪の不景気の状況からは、若干脱してき

ているというような状況にあるのかというふうに

考えております。 

○松浦敏司委員 この間、国の経済対策というこ

とで、一定程度交付金なども行われてきたわけで

すけれども、そういった関係で中小企業が少しで

も元気になったというような形というのは、これ

から読み取ることはできるのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 運転資金につきましては

一定程度の資金という形で、これは並行であれば

通常なのかというふうに思いますし、設備資金が

若干ですけれども過去に比べて多いという状況か

ら、そのようなことは言えるというふうには思い

ます。 

○松浦敏司委員 なかなか微妙なところではあり

ますが、とりあえずわかりました。 

 それで、経営安定資金のところでありますけれ

ども、新規が３件、そして年度末が４件となって

おりますが、これはどのような業種で、そして、

金額でいうと新規では385万円、年度末では1,000

万円の増というふうになっていますが、これにつ

いてはどのようにお考えでしょう。 
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○田口徹商工労働課長 経営安定資金ですけれど

も、今、委員からお話がありましたとおり、平成

26年度で新規で３件、その前を見れば平成25年も

１件、その前はないような状況となっております。

業種は建設関係であったりとか、床屋さんであっ

たりとか、いろいろです。 

 先ほど、私はある程度景気がよくなったという

ようなお話もしましたが、全国的には確かにそう

いう傾向もあるし、網走にも大きく見ればそうい

う部分があるのかとは思いますが、消費税率のア

ップですとか、電気料金の２度の上昇など、これ

らのことが中小企業には意外と重くのしかかって

いる。さらには、消費が思ったより伸びてきてい

ないという、これらの状況から、中小は楽観でき

る状況ではないというふうにも考えております。 

○松浦敏司委員 まさに、私も同感です。やはり、

中小企業というのは、この間の消費税そして電気

料の値上げというのは相当こたえていると。新た

に収入がふえるような景気状況でもないというこ

とで、そういった認識という点では私も一致する

ところです。 

 この中小企業の融資制度というのは、まさに網

走市内における中小零細業者の命綱ともなるもの

でありますから、本来であれば一般資金も、そし

て設備資金等も、もっと回転していくというよう

な方向になれば、景気も回復しているのかなとい

うふうには思えるのですが、残念ながらまだまだ

そういった状況になっていないと。しかし、この

制度というのは非常に大事なので、引き続きより

一層中小零細業者に授与できるような形で、努力

をしていってほしいというふうに思います。 

 次に移りますが、いただいた資料の中で、季節

労働者の職種別動向と冬期雇用対策事業の状況と

いうのがありまして、それを見ますと、各種ごと

に雇用が減少しておりまして、この間、５年間の

中で142人の雇用が減少しているということにな

りますが、この点でどのように見ているのか、一

つはこの５年間で142名減ったということによっ

て、この人たちは一体その後網走にとどまってい

るのかどうか、その辺は詳しくはわからないと思

うのですが、その辺はどのように見たらいいので

しょうか。 

○田口徹商工労働課長 季節労働者の数ですけれ

ども、雇用の数が減少している。見方によれば一

定なのかということで、それで先ほど私は一定と

いう考え方を言ったのですけれども、現実には、

建設業界等は人手不足がかなり深刻になっている

状況でございます。調べたわけではないのではっ

きりは言えないのですけれども、東京ではオリン

ピックが2020年に開催されることで建設ラッシュ

になっている、また、震災の後片づけもあるとい

うことで、これらの人たちが向こうのほうに移動

している可能性はあるのかなというふうに考えて

おります。 

○松浦敏司委員 多分そういった部分もあるのだ

ろうというふうに思いますが、網走市もついに人

口が３万8,000人を切っているという中で、この

間ずっと毎年減少を続けているという中で、やは

り季節労働者の人たちが網走から移転するという

ようなことも、多分中にはあるのだろうというふ

うにも思うところです。 

 それで、冬場の仕事の確保という点で、この間

住宅の解体などが一定程度あって、平成26年度で

は700万円ほどあったわけですが、今後の季節労

働者の冬場の仕事ということで、こういった解体

の仕事も、多分つくしケ丘あたりでは新しい市営

住宅ができるということで、古い住宅を解体する

という作業も当然出てくると思うのですが、その

辺での見通しは今後どうなるのか伺います。 

○秋葉孝博財政課長 ただいまの、こちらの資料

にある住宅の解体ですが、これは市有財産会計で

保有しております移転補償に絡んで買い上げた家

屋でございます。当然、財政課のほうでも冬期間

の雇用対策というのは十分踏まえておりますので、

ある一定規模、戸数は増減があると思いますが、

１戸当たり約300万円程度で大体700万円というの

は２戸ベースでございます。これは、出る年と出

ない年が当然ありますが、なるべくこの数は確保

していきたいというふうに考えております。 

 今、委員がおっしゃったつくしケ丘の古くなっ

た公営住宅につきましては、規模が大きいことに

なりますので、恐らく夏場なりということで発注

になるというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。また、この中で、

高齢者世帯等除雪サービス事業というのがあって、

平成26年度が大きく下がっているという状況にな

っているのですが、およそ40万円ほどの減少をし

ているわけですけれども、この減少したは要因と

いうのはどのように考えていますか。 

○田口徹商工労働課長 高齢者世帯等除雪サービ
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ス事業につきましては、３月の本会議のときにも

少しお話しさせていただいたかと思うのですが、

季節労働者組合がこの事業を担うことが現実にで

きない状況になってきています。 

 昨年は、季節労働者組合にやっていただくこと

で進めていたのですけれども、10月ぐらいになっ

てできないということになりまして、急遽市内の

建設業界にお願いした状況がございます。季節労

働者につきましては８名その建設会社に雇用して

いただきまして何とかやったのですが、急遽とい

うこともございまして、除雪機を使うことを認め

た状況にございます。そうすると、今まで人力で

やっていた除雪作業で30分が１単位となっている

のですけれども、30分で終わらなかった除雪も、

機械を使えば30分以内で終わってしまうという状

態が起きまして、そのために件数が減ったという

状況になっております。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。近年の降雪

の関係からいえば、この事業も大事な事業だとい

うふうに思います。その辺はわかりました。 

 次に、農政課の関係で、ジャガイモシストセン

チュウ対策についてでありますけれども、土壌検

査補助としてやっているわけですけれども、こと

しは残念ながら、それとは違うシロシストセンチ

ュウというのが発生して今大変なことになってい

るわけですが、これまでのいわゆる黄色シストセ

ンチュウについてですけれども、検診を375戸に

ずっと行ってきているということでありますが、

シストセンチュウが発見されて相当な年数がたつ

わけですけれども、この間、シストセンチュウの

圃場の感染の状況というのはどんなふうになって

いるのでしょう、広がっているのでしょうか。 

○川合正人農政課長 ジャガイモシストセンチュ

ウの圃場についてでございますが、ジャガイモシ

ストセンチュウは網走市のほうでは平成13年度に

発生して、その後土壌の検査等を実施してきてい

るところでございます。 

 現在、毎年検査をしてきているところでござい

ますが、平成26年度の末で発生圃場面積としまし

ては2,255ヘクタール発生してございます。平成

25年度末では1,991ヘクタールということでござ

いますので、やはり、発生圃場はふえてきている

ということで、毎年ふえてきている状況にはござ

います。このため、市としましても農協、普及セ

ンターなりと防除に対しましてはいろいろなとこ

ろでも広報しておりまして、前にも申し上げまし

たとおりに、土壌の拡散防止なり、車両の洗浄、

また、抵抗品種の作付等の励行をしていただくと

いうことをお願いしているところでございます。 

○松浦敏司委員 農家の皆さんもシストセンチュ

ウには相当気を使っておりまして、一般の我々に

できるだけ入ってほしくないというようなことで、

その点でもやはり注意をしなければならないと。

しかし、それでも徐々に広がっているという状況

でありまして、やはり種芋を生産しなくてはなら

ないという中で、シストセンチュウで汚染されて

いる圃場では、当然種芋はつくれないというよう

なこともあって、この辺が非常に心配をしている

ところでありますが、当面は多分大丈夫ではない

かというふうには思うのですけれども、どこから

どこまでが感染しているのかというのは、公表し

ているわけでないので当然わかりませんけれども、

種芋の確保という点でのお考えを伺います。 

○川合正人農政課長 ジャガイモシストセンチュ

ウに汚染されている圃場ということで、種芋がど

うなっているのかということでございますが、農

協のほうでもやはり種芋生産農家が、シストセン

チュウが発生したところでは種芋がつくれないと

いうことで、やはりそこは重大なことだというふ

うに受けとめておりまして、種芋の確保は網走の

ほうでも確保をしていっているわけでございます

が、不足分につきましては十勝方面のほうから確

保してきているという現状でございます。 

 ただ、平成26年度につきましては、網走管内の

種芋の圃場のほうでもかなり取れたということも

ございまして、十勝のほうからの若干の購入で済

んだというふうに聞いております。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。いずれにし

ても、この地域は畑作３品を中心とした農業とい

う点から、やはりジャガイモ、小麦、てん菜とい

うような輪作で成り立っているわけですから、そ

の点では非常に重要な取り組みではありますが、

感染が広がらないような取り組みを期待していき

たいというふうに思います。 

 次に移ります。 

 成果報告書の65ページに、飲料水ボーリングと

いうのが予算として126万円、決算では80万円と、

２件の実績ということでありますけれども、今現

在、この飲料水ボーリングの対象となる地域とい

うのはどの程度あるのでしょうか。 
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○川合正人農政課長 農村飲料水ボーリング費用

の助成のある対象地域という所でございますが、

こちらのほうは事業面にも記載がありますとおり

に農村というところで、上水道が供給されてない

郊外地区というふうに考えております。 

○松浦敏司委員 それで、ボーリングをする上で

は専門家でないとできないと思うのですが、たし

か、網走市内には業者はなくなったのではないか

というふうに思うのですが、その辺を伺いたいの

と、ないのであればどういったところの業者がや

っているのか伺います。 

○川合正人農政課長 網走の業者ができないので

はないかということだったのですが、報告をいた

だいたところでは、網走の業者でもやっていると

いう実績はございました。また、ほかに、網走市

外の業者にお願いをしてやっているという所もご

ざいまして、さまざまというか、その報告の中で

は網走市だったものですから、あったというふう

には理解しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。いろいろな方法

はあるのでしょうから、いずれにしても網走市内

の業者が中心になって、飲料水を確保するという

ことでは理解をしたところです。 

 次に、66ページに鳥獣害防止対策事業というこ

とで、420万8,000円の予算で決算が390万1,000円

ということでありまして、捕獲の実績も書いてあ

りますけれども、捕獲の方法というのは、一つに

は銃を持っている人たちの関係もあると思うので

すが、この中身を見てみるとカラス等も含めてあ

りますので、どういった形でこの捕獲作業という

のをやっているのか伺います。 

○川合正人農政課長 有害鳥獣の捕獲についてで

ございますけれど、委員のおっしゃるとおり、捕

獲につきましてはほとんどが銃器による捕獲とい

うふうになっております。ただ、エゾシカにつき

ましては、くくりわなでの捕獲も行ってございま

して、平成26年度でいきますと、くくりわなでも

24頭、銃器で321頭、合計345頭の捕獲となってご

ざいます。 

○松浦敏司委員 どこでも後継者不足というのが

言われていて、猟友会でもなかなか後継者がうま

くつくれていないというようなお話も伺っている

のですが、現状はどのようになっているか伺いた

いと思います。 

○川合正人農政課長 猟友会の構成だと思います

が、網走の方では80名程度いらっしゃるというこ

とで、いろいろな猟友会の集まり、総会等にも出

席させていただくのですが、やはり高齢化は否め

ないのかというところはございます。 

 そういうこともございますので、平成26年度の

補正予算で平成27年度に繰り越しますが、狩猟免

許の取得の助成ということもしてございまして、

今後猟友会の担い手の育成に努めていきたいとい

うふうに思っておりますし、平成26年度の一斉捕

獲をした時点では、農大生の方とか25歳ぐらいの

方とかもいらっしゃったので、若干若返ってはき

ているのだというような感じは受けております。 

○松浦敏司委員 わかりました。80名いらっしゃ

るけれども、ただ、80名全員が現場で元気にやれ

るかというと、やはり一定メンバーは相当きつい

状況で、現場に出られないというような人も多分

いるのだろうと思いますが、いずれにしても後継

者を育てなければ、とりわけヒグマなどの問題で

は相当体力の要る作業にもなるということで、こ

の育成についてはしっかり努力をしていただきた

いと思います。 

 最後に、流氷館の特別会計について質問します。 

 ことし８月に新しく建てかえた天都山流氷館展

望台も完成しまして、多くの観光客も来ていると

いうふうに聞いているところでありますが、平成

26年度の決算書を見ますと、歳入の中に入館料と

して5,438万4,000円と貸家料として957万8,000円

というふうになっておりますが、入館者数と貸家

料の内訳といいますか、何件で何件から収入があ

ったのかその辺を伺います。 

○伊倉直樹観光課長 まず、貸家料についてです。

網走観光振興公社の展望台使用料として933万

8,700円、テナント使用料として、レストランに

貸している分で１年間で24万円、合計957万8,700

円となっております。 

 次に、入館者の関係ですが、平成26年度は13万

7,638人となっております。 

○松浦敏司委員 入館者数というのは、前年度よ

り若干伸びたというふうに捉えていいのですか。 

○伊倉直樹観光課長 前年比101.2％で、微増と

いうことになっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。それで、昨年も

質問をしたわけですけれども、長期債の償還元利

金というのが、平成28年度末の元利償還金は640

万円程度というふうに言っていたかと思いますが、
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今回の決算書を見ますと、現在670万1,110円とな

っておりますが、これで間違いないということで

よろしいでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 元利金合わせまして、670

万1,110円となっております。 

○松浦敏司委員 では間違いないということであ

りますが、そうすると、当初見込んでいたよりも

若干少ない感じになるのかと思うのですけれども、

平成27年度からは返済というのはどのような形に

なっていくのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 670万1,110円を償還した残

りの金額、元金が1,278万円とこれに伴う利息を、

元金を繰上償還する予定で考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。それで、平成26

年度の決算書を見ますと、一般会計からの繰り入

れが670万2,000円ということで、平成25年度、前

年度は2,200万円であったのが670万円まで減少し

たということは、一定の経営が改善された結果と

いうふうに捉えてよろしいのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 おっしゃるとおり、入館者

がふえた分繰入金が少なくなったということで、

健全経営をしているというふうに認識しておりま

す。 

○松浦敏司委員 健全経営とまでは、私は言えな

いと思うのです。一般会計から繰り入れていると

いうことは、健全でないのでそれを補填している

というふうに私は認識しておりますので。とりあ

えず、流氷館特別会計についてはわかりました。

私の質問は、終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○栗田政男委員 それでは、何点かについて質問

をしたいと思います。私のほうは、成果等報告書

から質問したいと思います。 

 まず、中心市街地空きビル解体事業について質

問をいたします。これについては、一般質問でも

質問をしております。 

 平成26年度の決算委員会ですので、まず取っか

かりこの事業を平成26年度中に着手したというこ

とは、大変私自身高く評価している事業でありま

す。この事業を遂行できたということについて、

原課の成果に対する評価はどのようになっている

かということをお尋ねしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 中心市街地空きビル解体

事業の件でございますが、平成21年度より空きビ

ルとなっておりました旧金市舘ビル、その後の活

用とか処理の方法等を所有者といろいろ詰めてき

たわけですけれども、なかなか進展ができなかっ

た状況の中、経産省の補助事業をうまく活用でき、

さらには所有者との協議も進みまして、何とか商

店街振興組合の協力も得ながら土地建物を商店街

が所有し、それを解体するまでに至ったことは、

一つの成果ではないのかというふうに考えており

ます。 

○栗田政男委員 私も非常に高く評価しています

し、当初からいろいろな形でこの問題、特にラル

ズ問題についてはゴーストビル化した中で、市民

が非常に心配していた部分であります。この部分

が本当に長い年月のいろいろな議論の末に、所有

者とも円満な解決のもとこのような成果ができ、

平成27年度にまたがっている事業ですから、今、

広大な空き地が出現するということであります。 

 今後の推移その他は、一般質問の中でも答弁を

いただきました。そういう中で、やはりこの広大

な土地、まして、はす向かいの民間所有のマンシ

ョンも解体になる予定であります。あの周辺がか

なり広大な地域ということで、今後の活用が本当

に鍵になるのかなと。 

 先ほど来、中央商店街市街地の起業化の話も出

ていました。その中で、これは答弁もいただいて

いるのですが、マーケティングが大事だというこ

とで、マーケティング作業等を今着手していると

いうことなのですが、なかなかマーケティングと

いうのは、難しい分野であります。そう簡単に一

個人が業者に依頼してできるようなものではない

ので、この辺はしっかりとやはり行政が中心にな

ってやってあげないと難しいのと、マーケティン

グというのは何をやるかというのをはっきりしな

いと、単なる市場調査というのは、やはり明確に

やる目的がはっきりしないとできない作業なので

す。それにプランニング等いろいろなものがつい

てくるのですけれども、まず大切なのは、市場調

査をするに当たって何をするのだということが非

常に大切な分野なので重複するところもあるので

すけれども、この辺について原課ではどのように

お考えでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 ラルズの跡地の今後の活

用ということになるかと思うのですけれども、先

日の一般質問でも答えさせていただきましたが、

現在、ニーズ調査とマーケティング調査を、商店

街振興組合が発注の補助事業でコンサルタントと
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ともに取り組んでいるという状況で、当然、市も

中心となって一緒に取り組んでいくということに

しております。 

 ニーズ調査につきましては、先日お話ししまし

たワークショップ、これから予定されております

関係機関等のヒアリングを行うこととしておりま

して、さらに、マーケティング調査では市内での

アンケート調査ですとか、市が持っている上位の

計画との整合性とかについて、コンサルタント、

商店街とともに研究していきたいと考えていると

ころでございます。 

○栗田政男委員 そういう進め方で進んでいくと

いうことですが、いずれにしても広大な空き地が

出現します。そこが例えば、駐車場、空き地のま

ま活用されるということは、決して地域が活性化

するということにはならないと思います。すなわ

ち、あの土地は必ず何かを建てて活用しなければ、

多分地域の活性化のためにはならないということ

を私は思うのです。ですから、そのためにもしっ

かりとした分析も必要でしょうし、何をしたらあ

そこに人が集まってくるのか、集まる人が交流人

口なのか、市民なのか、その辺もしっかりと認識

をする。 

 まして、これから起業家の人達が中心市街地に

集まるのであれば、何を売るかというのが非常に

大事なことなのです。物販でいくのか、例えば食

の文化でいくのか、いろいろな考え方がそこに出

てくるだろうと。 

 先ほど申し上げたように、反対側の民間の土地

も空くということですから、いろいろな活用方法

があると思うのです。民間といえどもコラボレー

ションしながら考えていかなくてはいけない状況

が生まれるのであろうということで、これは今年

度もこれ以降の話になりますから、それについて

は要望をしておくということにとどめたいと思い

ます。 

 続きまして、大曲湖畔園地についてです。 

 平成26年度はこのように整備をしているのです

が、いかんせん仮設というか、場当たり的な整備

をしているように感じてしようがないのです。私

もいろいろな場面でこの部分については、しっか

りとしたビジョンを持ちながら、しっかりとした

考えのもとに、これから整備をしなくてはいけな

いということは言ってきました。何とも今までの

やり方というのは、かなり多額の費用はかけてい

るのですけれども、場当たり的にそのときそのと

きの仮設的なものが事業として上がっています。

まして、簡易トイレ等がまだあの状況で整備され

ているということは、やはり利用する側にすると

非常に不便だというふうに思わざるを得ないと。 

 この分については、ことしここで一つ大きなイ

ベントが開催されます。それも一つのきっかけな

のかと思いますけれども、やはりきちんとした、

少なくともセンターハウス等がしっかりあって、

その上であの地域が、観光を核とした広大な土地

が市民の宝として生かされる方向性を持ちたいと

いうのがみんなの望みだと思うので、この辺につ

いて原課の見解をもう一度お聞きしたいと思いま

す。 

○伊倉直樹観光課長 大曲湖畔園地につきまして

は、平成18年度より整備を進めてきているところ

でございます。現在、園地の総括的な管理は市が

直営で行っております。また、ＮＰＯにもボラン

ティアで一緒に手伝っていただいて、活動してい

ただいているという状況になっております。 

今後、大曲湖畔園地の整備、運営を進めてい

く上で大きな課題となっているのは、大きな面積

を有することから、収支状況や行政負担の大きさ

を含めた持続可能な運営体制の確立というのが大

事であるというふうに考えております。 

施設の運営に当たりましては、民間ノウハウ

を取り入れることの検討が必要であります。本格

的な園地整備に当たっても、収支も含め運営を見

据えた整備の検討も必要になってくるというふう

に考えております。そういった意味におきまして

も、国も推し進めているＰＰＰ、ＰＦＩ手法を活

用した整備、運営も視野に入れた検討を昨年度か

ら行っておりまして、昨年度については、一般論

としてＰＰＰ、ＰＦＩ手法での整備、運営の可能

性の検討でありましたが、現在は、民間サイドが

現実に運営する場合の、現在の整備計画に係る課

題を整理しようとしているところでございます。

このような具体的な運営を見据えた議論を積み重

ねながら、今後の整備の方向性を定めていきたい

というふうに考えております。 

○栗田政男委員 方向性、考え方は理解できます。

ただ、やはりいずれにしても、あそこに集って研

究会やいろいろな会議をするにしても、いかんせ

ん刑務所時代の見張小屋といいますか、管理棟も

含めたあのような設備で今賄っている状態です。
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その中できちんとしたことができるのか、また急

な雨に対する対策、いろいろなことがあの地域は

あると思います。 

 ことしは、あそこでマラソンをやるということ

ですから、もし雨が降った場合については駐車場

対策も大変なことになろうかと、それは現場を見

れば誰が考えてもわかる話なので、マラソンがど

うのこうのという部分はまた別の問題として、湖

畔園地がしっかりとこれから先に市民の宝として

生かされるためには、私はやはりセンターハウス

等のしっかりとした整備、大きなものとか立派な

ものとかという意味ではなくて、最低限必要なも

のはそこに必要なのではないかというふうに考え

ていますので、その検討をお願いしたいと思いま

す。 

 続きまして、サンゴ草の群生についてお伺いを

します。 

 この事業は、観光部が始まってから起きたとい

いますか、事故というのか、結果的にあのような

形になってしまって、大変な苦労されながらこと

し復活宣言をされました。今まさに見ごろで、貴

重なアッケシソウの群生地ということで、今後と

も観光の宝としてやっていくのだろうと思います。 

 この事業予算が、このように決算になっていま

す。今後、多分教訓というのは、ずっとこの先生

かされると思うのですけれども、来年以降の予算

は当然これほどかからないと思うのですけれども、

その考え方をお聞かせいただければと思います。 

○伊倉直樹観光課長 委員がおっしゃるように、

ことしの８月31日に無事復活宣言を迎えることが

できました。関係する皆さんにとりましては、本

当に感慨深いものがあったのではないかというふ

うに考えております。 

 サンゴ草の関係につきましては、御案内のとお

り、平成22年度に群生向上のために地域で行った

整備が、結果として生育不良を招いたということ

は、皆さん承知のとおりでございます。 

 東京農大に原因究明のため水質調査、土壌調査、

生育調査などを委託して、改善に向けてオール網

走で取り組んできたところでございます。調査結

果をもとに、３カ年で不陸調整や水路の設置など、

河口のしゅんせつ、それから地域の子供たちにも

協力してもらって種の採集や播種などを実施して、

その結果、今回の全面復活につながったというふ

うに考えております。 

 今後につきましても、このような教訓を生かし

ながら、引き続き東京農大に継続的な調査を委託

するとともに、群生地内の耕運や水路の補修など、

今後も一定の整備は継続していかなければならな

いというふうに考えております。その結果、まだ

100％ではないと思いますので、さらなる生育と

維持に努めて、よりよいものに市としても取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

○栗田政男委員 今後も、きっちりと携わるとい

うことです。環境変化も当然あると思います。一

応復活宣言はしたのですけれども、私も見る限り

完全な状況ではないと思います。水路の問題、い

ろいろな海水濃度の問題、ｐＨの問題、それも今

後の土壌の関係でかなり変化していくだろうし、

必要な処置、予算も含めてしっかりと対応してい

ただきたいということを要望いたします。 

 最後になりますけれども、あばしりオホーツク

流氷まつり50回の記念事業ということをお伺いし

たいと思います。 

これについても、種々議論した経緯がありま

す。今の流氷まつりが行われている場所が移動で

きないのか、道の駅周辺も含めた中で、もっと賑

わいのあるいいイベントに成熟できないのかとい

うお話もしたつもりであります。そういう中で、

今回50回ということでこのような予算をつけて、

すばらしいと私は評価しました。プロジェクショ

ンマッピングという、今まさに旬ですし、ディズ

ニーランドでは毎日やっているようですけれども、

あの映像が厳冬の網走で行われたということは、

何か可能性を感じたような、すごく心温まる思い

がした一人であります。本当にこれは高く評価し

ますし、今後いろいろなイベントの中で一つのよ

い成功例だと思います。これについては、原課に

対する見解をお聞きして終わりにしたいと思いま

す。 

○伊倉直樹観光課長 50回という記念の開催とな

ったあばしりオホーツク流氷まつりについてです

が、今いろいろ話をいただきまして、記念開催に

ふさわしい内容ということで、いろいろな方から

も温かいお言葉をいただいていたところでござい

ます。内容につきましては、お話のあったとおり、

プロジェクションマッピングや、花火をグレード

アップするなど、内容を充実させて好評をいただ

いたというふうに認識しております。 

 51回以降の開催に向けては、これまでの歴史と
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経過を踏まえながら、今後どういった形にしてい

ったらいいのかというのを、実行委員会の中でも

協議をしながらやっていきたいと思います。ただ、

どうしても節目の年にこれだけのお金をかけてや

って、その次の年というのはなかなか厳しいもの

があるというのは、正直思っております。しかし、

そういった中でも知恵を出しながら、どういった

形で皆さんに喜ばれるようなイベントづくりをで

きるか、皆さんのお知恵も借りながら今後研究し

てまいりたいと思っております。 

○栗田政男委員 つけ加えるならば、花火大会等

のコラボレーションというのですか、あれもすば

らしいですし、流氷まつりであれだけ長い間大量

の花火をやったというのは私は初めてであります。

非常にいい傾向ですし、むしろプロジェクション

に関してはやはり多額の予算が必要になりますか

ら、それに頼らずとも網走ならではの流氷まつり

のあり方というのを今後研究しながら、質素でも

しっかりとしたものにしていただきたいです。 

 やはり、流氷まつりを途絶えることなくやり続

けることが私は大事だと思うので、その中心は行

政、市役所にあるというのが本筋だと思いますの

で、それも含めてしっかりやっていただければと

いう要望です。ありがとうございました。 

○井戸達也副委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後５時09分休憩 

午後５時19分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸委員長 早速、質問をさせていただき

ます。 

 最初に、ものづくり総合支援事業と起業化支援

事業、成果報告書57ページですけれども、先ほど

もいろいろと質疑がありましたけれども、決算額

と予算現額を比較すると、ＰＲと、私はもう一つ

目標設定というのがやはり必要なのではないかと

思います。 

 そうは言っても、なかなか件数を何件というよ

うな目標は設定しづらいのだろうと思うのですけ

れども、この種の事業を実施するときに、例えば

フリーの部門と一定のテーマを設けた部門を設定

して応募しやすいような形をつくる、政策意図を

行政ももっていくという形をやる場合も往々にし

てあるのですけれども、今のところそれはないの

ですけれども、できればそういったことをやりな

がら応募しやすい環境をつくっていくということ

を検討したらどうかと思うのですが、検討状況が

もしあれば伺いたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 ものづくり総合支援事業

の中に、目標なり、テーマなりを決めて、募集し

てはどうかという御質問かと思うのですけれども、

現在のところそのような取り組み、考えはしてい

ません。 

○平賀貴幸委員長 実は、以前も同じような質問

をして、そのときも検討されていないということ

だったのですけれども、十分この事業が活用され

る件数がふえてくるようでしたら従来通りでいい

のですけれども、結局そのままでいくと、横ばい、

もしくは微減傾向の状況なのです。 

 予算をフリーは幾らでテーマは幾らでというよ

うにくくってしまうと使いづらくなるので、フリ

ー部門とテーマ部門を設けていって、行政として

もこういったものを使ってものづくりをしてほし

いだとか、こういったものを開発したいという施

策意図が多分ないわけはないと思うので、そうい

ったものを示してあげることで、事業者が取り組

みやすくなるという面もあると思うので、そうい

ったことを改めて検討してはと思いますがいかが

でしょう。 

○田口徹商工労働課長 以前にも質問があったの

かもしれませんけれど、私は認識なかったのです

けれども、そのようなことについては検討してい

なかったので何とも言えない部分なのですけれど

も、例えば農産物ですとか海産物でも、何かこれ

でテーマを持ってというのはあります。 

 例えば企業誘致でもそうなのですけれども、そ

ういうものもあわせて検討できないか、検討して

みたいと思います。 

○平賀貴幸委員 ぜひ進めていただければと思い

ます。 

 それがもしできるような形で応募がふえると、

例えば市民向けにコンペのような形を開いて、ど

の事業に幾らずつ予算をつけたらいいかという形

で、市民が参加していってものづくりに取り組ん

でいるということ自体を知るような取り組みにも

発展できる可能性も私はあると思っていますので、

そのことによって市から資金調達するだけではな

くて、いわゆるエンジェルというのでしょうか、

一般の投資家から資金を集めるという形にもつな



－ 55 － 

がっていけるのかと思いますので、事業としての

発展をぜひ望みたいと思います。 

 一方で、ＰＲの仕方ももう少し工夫が必要かと

思うのですけれども、例えばふるさと寄附のＰＲ

などを見ると、どんなことにお金が使われるのか、

何をしたいのかという意思が、ホームページを見

ると明確になっているのです。 

 ところが、この例の事業を見ると、過去にこう

いう事業が対象になっていましたというのはある

のですけれども、どんなストーリーがあって、ど

んな取り組みをどんな思いを込めてその方々がや

ってきたというのは、その方々の講演会にでも行

かなければわからないホームページの構成になっ

ています。 

 やはりモデリングというのが大事で、ホームペ

ージだけではないのですけれども、どんな事業を

どんな思いをもって何を使ってやったのかという

ことをもう少し詳しく知ることができるようなＰ

Ｒをすることによって、これだったら自分にもこ

れを使えばできるというような想像につながって

いくというか、影響力を大きく持つようになるも

のなのですけれども、そういった形でのＰＲは実

施できないものでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 テーマを持ってＰＲとい

うお話ですけれども、なかなかかえってテーマを

つくると逆に門を狭めてしまうような気もします

し、今聞いたばかりの話ですので、ちょっと研究

してみたいというふうに思います。 

○平賀貴幸委員 過去につくられた製品が幾つか

ホームページに載っているのですけれども、その

製品についてもう少しつくった人だとか、なぜそ

れに取り組んだとか、そういうストーリーを含め

てのＰＲをすることで、これなら自分の持ってい

るこのアイテムをもう少し何とかすればできるか

な、というような形につながっていくという意味

で今申し上げたので、テーマを設定してＰＲをす

るのではなくて、今まで取り組んだ事業をもう少

し詳しく紹介をするという意味ですので、ぜひ検

討いただければと思います。 

 もう一点伺いますけれども、先ほど空き店舗の

活用のところで、対象の範囲になっていないとこ

ろは起業化支援事業で充てるという形で話があり

ました。 

 私も過去の答弁の中でそういう話も伺っている

のですけれども、とはいえ、そうすると金額的に

２分の１以内50万円ということですから、やはり

十分ではないのかなという意識が拭えません。 

 これは１件あたりの補助上限額を引き上げる必

要があるのではないかと思いますけれども、原課

としての認識はいかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 起業化支援事業の補助金

の引き上げということで、空き店舗活用事業の補

助金は店舗改修費用として２分の１で上限100万

円、起業化支援事業については上限50万円という

形でやっております。 

 金額だけが事業化につながるかどうかという問

題は別かとは思いますけれども、全く影響がない

とは私も思いませんので、研究してみたいという

ふうに思います。 

○平賀貴幸委員 件数がふえていくようでしたら

そのままの金額でもいいのですけれども、そうで

はないという状況ですので、ぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 あわせて、ものづくりの総合支援事業について

は、ものづくりという観点で幅広い分野の補助を

対象にしているのに対して、たしか起業化支援事

業では、一定程度の事業主に絞って対象にしてい

るのではなかったかというふうに記憶しています

けれども、対象となる業種は起業化支援だとどの

ようなっているのか、現状をお聞かせください。 

○田口徹商工労働課長 起業化支援事業の補助対

象ですけれども、起業家支援事業につきましては、

小売業と、飲食店、飲食店はスナック等の主に酒

類を提供する店を除いた飲食店という形をとらさ

せていただいております。 

○平賀貴幸委員 つまり、食に関するものに限っ

ているという状況であります。 

 しかし実際に起業しようとすると、確かに網走

では食に関するものが有利だったり、やりやすか

ったりするのですけれども、それに限らないのだ

と思います。 

 実際に何件か相談を受けましたけれども、食で

はないので対象にならないというのが実際にあっ

て、それがきっかけで起業をするのが少しおくれ

たというような、いろいろな事例もあります。 

 これもそのまま対象の範囲、空き店舗活用事業

を補っているという意味もありますが、やはり、

業種の対象の範囲は広げていく方向で、もっと使

いやすい予算にすべきだというふうに思いますけ

れども、いかがでしょうか。 
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○田口徹商工労働課長 確かに、空き店舗活用事

業と起業化支援事業では対象が違うのですけれど

も、特に、それで事業が対象にならなかったとい

う例は、私が知っている限りではないのですけれ

ども、具体的な事例があるようであれば、ちょっ

と検討してみたいというふうに思います。 

○平賀貴幸委員 網走に帰ってきてピアノ教室を

開業したいという方が実際にいらっしゃって、食

ではありませんから全く対象にならないのです。 

 そういった事例が幾つかありまして、何らかの

技術を身につけてきて網走帰ってきて起業をしよ

うとするのが若者であったりするものですから、

ぜひそこは幅広い対象に最初から入口を広げてお

かないと、相談があってから検討するではやはり

いけないと思いますので、ぜひそこについては早

急な検討を願いたいというふうに思います。 

 恐らく要綱を少し変えれば済む話かと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 次は観光のほうで、成果等報告書68ページの天

都山周辺花園管理育成事業ですけれども、一点な

のですが、「はな・てんと」まつりを毎年行って

いると思います。 

 ９月の半ばということで、ほかの観光イベント

とも重なることが多い日程であるという意識は前

々から持っているのですが、もう一つどうだろう

と思う点が実はありまして、ターゲットを誰にし

ているお祭りなのかよくわからないというのがあ

るのです。 

 この「はな・てんと」の場所は、市民もそうで

すけれども観光客を基本的に対象としているので

はないかと思っているのですが、やっているお祭

りは観光客を対象にしているのか、それとも市民

を対象にしているのか、どういう対象を本当は想

定しているのかちょっとわからないので、伺いた

いと思います。 

○伊倉直樹観光課長 お話のありました「はな・

てんと」まつりですが、御承知のように平成12年

度からあそこを整備して現在まで至ったというこ

とで、「はな・てんと」まつりにつきましては、

もともとは参加団体の中で、慰労ではないですけ

れども、みんなで１年間頑張ったねと、来年はこ

うしたいだとかといった形のものでやっていた部

分があるのですが、そこからだんだん、せっかく

だから市民の方にも来ていただこうと、そしてさ

らに観光客の方にも来ていただこうということで

対象を広げたということで、対象者、ターゲット

はどこなのだろうというお話ですと、市民を含め

た観光客ということになろうかと思っております。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 実施しながらいろいろ検討していただきたいと

思いますが、少しターゲットがぼやけているよう

なイメージがありまして、市民にとってもそうで

すし、観光客にとっても満足感の低いイベントに

なってしまっていないかという感じがございます。 

 恐らくてんとらんどのほうのお祭りと一緒の日

程で実施したりする関係もあるのかと思うのです

けれども、もう少しここはお祭りの内容の精査が

必要かと思います。 

 せっかく実施するものですから、来ていただい

た方の満足度をどうアップするかをやはり考えな

ければいけないと思いますし、一方で、慰労の意

味もあるということは理解できますので、どこま

でやれるかというのはおのずと限界はあると思い

ますが、もう少し検討の余地があるかと思います。 

 次の質問に移りますが、同じく69ページのサン

ゴ草群生地再生事業です。 

 復活宣言もされて、この取り組みの成果という

ことだと思いますが、以前も質問をさせていただ

いたところ、早速対応していただいているという

ふうに思っているのですが、再生の過程そのもの

を市民あるいは観光客の皆さんにお知らせすると

いうことも、私はこの事業では大切な意義がある

と思います。 

 というのは、いろいろなことはありましたが、

市民の方々やあるいは大学などの関係機関が連携

をしながら再生をしてきたということで、一つの

ストーリーがしっかりあるものだからであります。 

 そういうことを考えると、再生の過程、市民に

向けたＰＲも大切ですが、観光客の皆さんに対し

てもお伝えしていくということが大切だと思うの

ですけれども、その点平成26年度で何か取り組み

をされた経緯はあったでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 平成26年度につきましては、

まだ再生途中の段階だったものですから、今委員

がおっしゃったようなこれまでの経過ですとか、

取り組みのことについてのＰＲとか周知というの

は特段行っておりません。 

○平賀貴幸委員 たしか、平成25年度のときには

少し展示をエコーセンターでしていたかなという
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記憶がありますが、もしかしたら市の事業ではな

かったのかもしれませんけれども、平成25年なの

か平成26年なのか記憶が定かではありませんが、

サンゴ草の再生過程についての展示があった記憶

があります。 

 そういった事業をぜひ今後も市民に向けても続

けていただきたいですが、せっかく観光客の方に

来ていただけるので、今ホームページをチェック

すると復活宣言のことは書いてあって、軽く市民

の皆さんがかかわってきたということは書いてあ

るのですけれども、もう少し深掘りして、こうい

う取り組みがあったのだということを知りたいと

思う知的好奇心のある観光客の方は以外に多いも

のですから、ぜひそういったことも事業の中に取

り入れる、あるいはサンゴ草の群生地にそういっ

たことの説明も加えて看板を立てるなど工夫され

た方が、よりサンゴ草の群生地の商品化と言うと

あれですが、観光資源としての価値は上がるので

はないかと思うのですけれどもいかがでしょう。 

○伊倉直樹観光課長 今の平賀委員からのお話は、

私もすごく賛成といいますか、いい考えだと思い

ます。 

 復活宣言のときにも、サンゴ草群生地復活への

歩みというものでパネルをつくりました。 

 東京農大の先生ですとかいろいろな方の御協力

で、あそこにいらした方にはごらんになっていた

だくことはできましたが、確かにホームページ等

の周知といった形のものは行っておりませんので、

今後、関係機関とも協議しながら、なるべくそう

いったことをＰＲしながら今おっしゃったように

サンゴ草群生地の価値を上げるといいますか、そ

ういった形にしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○平賀貴幸委員 ぜひやっていただきたいと思い

ます。 

 市民の皆さんが取り組んで復活したというとこ

ろに、転んでもただでは起きないではないですけ

れども、意味が一つ出たのだと思いますので、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと思います。 

 次の質問ですが、Facebook海外宣伝広告事業で

す。 

 先ほど、対費用効果の高さについては質疑の中

で確認をさせていただきましたが、一方で、外国

にＰＲをするというのはいいのですけれども、札

幌圏にたくさんの外国の観光客の方々が来ている

状況があります。 

 それをどうつなげていくのかということも観光

ではやはり考えないといけないのですけれども、

平成26年度の際に、札幌圏に集まる外国人観光客、

インバウンドの方々に対するＰＲという形では、

何か観光として取り組まれた経緯があるかどうか

伺いたいと思います。 

○二宮直輝観光部参事 海外インバウンドに対す

るいわゆる北海道に着地してからの誘客というか

プロモートについての御質問でございますけれど

も、象徴的なのはひがし北海道観光事業開発協議

会との連携で、札幌、いわゆる道央圏からプラス

東へという着地型の商品の海外版、海外のお客様

向けの商品を開発して昨年から実際に販売をして

いる。 

 それから、冬季間のひがし北海道エクスプレス

バスの海外版を昨年度から展開をしておりまして、

飛躍的に御利用が伸びているというふうに聞いて

おりますので、そういった取り組みをさせていた

だいています。 

○平賀貴幸委員 取り組みがあったということは、

理解をさせていただきました。 

 さらにそういった取り組みをやはり進める必要

が現状を見ていくとあると思いますが、これは商

工に対する質問になるのか観光に対する質問にな

るのかあれなのですが、札幌圏で網走の魅力をＰ

Ｒするイベント、それは食をＰＲしたり、商品を

ＰＲする、あるいは観光をＰＲするというイベン

トがさまざまあって、そこに出展をしたりあるい

は助成をしたりすると、これも以前も伺ったので

すけれども、そういった機会を捉えてふえてきて

いる外国人観光客に対するＰＲの場としても、や

はり活用するという必要があると思うのですけれ

ども、平成26年度に何か取り組まれたことは、そ

ういう観点ではなかったというふうに捉えてよろ

しいでしょうか。 

○二宮直輝観光部参事 直接的な物産については、

札幌あるいは道央圏のお客様へのアプローチとい

うのは、直接の取り組みはしておりませんけれど、

間接的には先ほどお話ししました着地型商品の中

で、網走で提供する素材を通して間接的には一つ

のプロモートになったのかなというふうには理解

しています。 

○平賀貴幸委員 またそこは、今後も議論をさせ

ていただきたいと思います。 
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 フェイスブックに戻りますが、海外への広告が

効果的だということがわかったということは、恐

らく札幌圏に来る方に対して同じようにフェイス

ブック広告を出すと効果的になるのではないかと

いうふうにも、私はつながるのだと思います。 

 低予算でできるものですから、着地型の観光の

方の新たなフックとしてフェイスブック広告は札

幌圏に集まる方、外国人観光客の方も見られるよ

うな設定を、多少予算はふえるかもしれませんけ

れども、されてはと思いますがいかがでしょう。 

○二宮直輝観光部参事 そちらの御提案につきま

しては、大変有意義な御提案というふうに受けと

めますので、検討させていただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 この事業は、自治体が実施して

いる事業としては本当に珍しい事業だと認識をし

ておりますので、ぜひ進めていただきたいと思い

ます。 

 最後に、71ページの東アジアサイクリスト誘客

促進事業について伺って終わりたいと思いますが、

自転車を15台整備されたということです。 

 利用状況について伺いたいのですけれども、国

内・国外どれぐらいの人たちが実際に利用したの

か伺いたいと思います。 

○二宮直輝観光部参事 東アジアサイクリスト誘

客促進事業でのレンタサイクルの配置についての

利用状況でございますけれども、こちらのレンタ

ル事業については観光協会へ委託をして事業を実

施しているというところがまず一点、それから利

用の状況でございますけれども、平成25年度が

206名に対して平成26年度が284名という利用状況

の報告でございます。 

 この内訳、国内・海外のお客様については、残

念ながら手元に資料がございませんので、今お答

えできる資料がございませんので、申し訳ござい

ません。 

○平賀貴幸委員 そこは、後日わかりましたら教

えていただきたいと思いますが、一応、国外を対

象にしたものなので、国外の方が多ければ事業と

してはうまくいったと。 

 しかし、国内のほうが多ければ、事業としては

もう少し海外の方々に対するＰＲをどうするかと

いう課題が見えてくるということだと思いますの

で、そこの数字は押さえておいていただきたいと

思います。 

 想定している人数なのですが、206人から284人

になったということですけれども、この程度だと

いうふうに想定していたのか、思ったより少ない

のか、逆に多いのか、どういう数字だと思って捉

えたらいいのでしょう。 

○二宮直輝観光部参事 こちらの利用の数字、あ

るいは利用者の数字でございますけれども、観光

協会自身がレンタル事業をきちっとした形での事

業ということで、いろいろな仕組み等がこれから

ということでございますので、課題もありますの

で、この数字を直接多い、少ないというのは評価

しづらいということが一つございます。 

 ただ、この配備によりまして、一定の直接利用

者の増ということではございませんけれども、一

つには大手旅行会社のサイクリングの全国商品へ

の商品化が平成27年につながったこと、それから

平成26年度については、同じ観光部所管の事業で

ございますけれども、広域連携観光推進事業でサ

イクリングのロードマップを日本語及び多言語化

での事業で作り上げることができました。 

 これもやはり、こうしたレンタサイクルの配置

があって、初めてつながったというふうに考えて

おりますので、今後の課題も含めて取り組みを進

めていきたいと思っています。 

○平賀貴幸委員 きっかけになったということで、

理解をいたしました。 

 15台の利用が十分されているかどうかは、今後

の検証をまた伺っていきたいと思いますけれども、

サイクリストの方々は自分の自転車を持ってくる

方が非常に多いということも伺っていますので、

この15台が無駄にならないような使い方にされな

ければいけないと、フック、きっかけになって事

業が発展していったというのはいいことなのです

けれども、この15台が有効に活用されなければこ

の事業単体としては決してうまくいっていないと

いうということになる可能性もありますので、そ

の辺はしっかり数字を押さえながら状況を見てい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○井戸達也副委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 大変長時間にわたる質疑でありましたけれども、

以上で本日の日程であります認定第１号中、企画

総務部、議会、会計、選管、監査、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、経済部、観光部及び農

業委員会の所管に対する細部質疑を終了いたしま
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した。 

 再開は、９月16日午前10時としますから、御参

集願います。 

 本日は、これで散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午後５時44分散会 

 

 

 

 

 


